
中医協 検－2－2  

2 1． 4 ． 2 2  

言多療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成20年度調査）  

外来管理加算の意義付けの見直しの影響調査  

報告書（案）   





5．結果概要  

（1）回収の状況   

病院憫査の有効回収数は4息‘件、有効回収率は32，4％であった．診療所隅査の有効回収  

数は585件、有効回収率は29．ユ％であった．   

また、患者調査の有効回収人数は1．9〕3件であった．  

図表3 回収の状況  

4．調査項目  

本椚査の主な項月は瀬のとおりである．  

図表2 鯛主項目  

調査区分   主な内容   
病院11査  ・施牧の紋要（脚扱者、許可病床数、♯見放、外来担当医師数等）  

・外来診療の状況（外来診療を行っている診療科、主たる診療科、表示して  

いる診療時間、外来患者延べ人数、初診患者数、再診息青鬼べ人数、外来  

管理算定回数等）  

・外来管理加儀の算定状況（算定状況、診療内容、平均診察時柵等） 

・外来管1里加算の意義付けの見直しに上る影響  

・r懇切丁寧な説明Jに対する考え  

・外来℡埋加算についての課題等   
診療所調査  ・施設の概要（開腹者、種別、職員数、外来担当医師数等）  

・外来診療の状況（外来診療を行っている診ま科、主たる診療科、表示して  

いる診療時間、外来診療実日数、実際診庶時間、外来應着座べ人数、初診  

患者数、再診患者延べ人数、外来管理算定回数等）  

・外来管理加算の算定状況（算定状況、診療内容、平均診察時間等）  

・外来管理加算の意義付けの見直しに上ろ影℡  
・「魚切丁寧な説明Jに対する考え  

・外来管理加算についての課題等   
患者胃査  ・基本属性（性別、年齢、傷痍）  

・通院状況（受診した診療科、通院頻度、通院期間）  

・診療内容等の変化の有無  
ノ  ・診療状況等（診察時間、診察内容、診頼内容に対ナる満足度・評価、診痍  

時間に対する評傭、医師の説明内容についての理麟慮銅）  

・外来管理加附こついての考え等（時間要件についての考え、「慮切丁寧な悦  

明」についての粟立、外来管理加算の路知慮、要望等〉   

有効回収数  有効回収串   
病I究隅査   48古   3ユ．4％   

診療所隅査   585   29．】％   

患者桝査   l，9コ3  

汲病院n査・診療所隅主については、外来診療を行っていない医療機関を精勤賞と   

して除き、有効回収数とした．  

※息者椚査については、リハビリテーション・処tなどを実施した再診患者を無効   

票として除き、有効回収数とした．   

病院の許可病床数についてみると、r50～，9床」04．6％）が最も多く、次いで「100～1ヰ9  

床」（27＿0％）、r150床以上」（21．ヱ％）、r50床未満」（15．4％）と続いた。許可病床数の平均  

は、102．8床、中央値は9，床であった．  

国表5 病院の病床規棋  

O1  201  101  ‘仇  80t  lOO■  

（2）病院調査・診療所調査の鰯果横雲  

【調査対象等】  

○病院隅査  
礪査対象：全国の病院の中から無作為に抽出した病院．ただし、一般病床数が200床  

未満の病院とした．  

回答数：48‘施設  

回答者：的設者・管理者  

○診療所問査  
調査対象：全国の一般診療所の中から無作為に抽出した一般診療所  

回答数：585施設  

回答者：開設者・管理者  

全体  
（ll三186）   

平均値：102▼8床  中央値：99床  

150床来演 8抑－18床 白l抽－119床 ■1知床以上 ロー回書   

1）施設属性  

（D病院の施投属性   

病院の開設主附こついてみると、「医療法人」（6占・7％）が最も多く、如、で「公叫（12．‘％）、  

rその他の法人j（10．3％）、r個人」（5．8％）、r公的」（2，9％）、咽立J（0．8％）と掛、た．  

図表4 病院の開校主体  

01  ‡Ot  401  1肌  8弼  Imr 

病院の職種別職員数（常勤換算）についてみると、1施設あたりのそれぞれの平均人数は、  

「医師」が7．6人、「歯科医師」がl．6人、r薬剤師」が2．4人、r看瑳職員jが45．0人であ  
った．  

殴表6 病院の職種別職Å数（常勤換算）（rF46り  

医師（人）   

平均値  標準偏差  最大値  1小社  ・中央値    7．6  4，8  ココ．5  1．0  6．4  歯科医師L人）  1．6  22．9  428．8  0，0  0．0  薬剤師（人）  2．ヰ  l．‘  12，5  0．0  2．0  看鵠職員（人）  45．0  3D．8  150＿4  0．0  39．‘  その他（人）  42．4  32．8  146．4  0．0  ）7コ  合計（人）  99．0  占5．7  57JI，2  2．0  89．0   全体  
（rd86）  

■風立  田公立  8公的  

■社会保険朋保田体 ヨ医療法人  臼個人  
日宇技法人  巳その他の法人   ロー回答  

（注）歯科医師の人数最大値Ii歯科大芋附属病院の数値。   

※参考：開校主体の内訳  

国立  厚生労働省、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法  
人労働者健康福祉機構、その他（国）   

公立   都道府県、市町村、地方独立行政法人   

公的   日本赤十字社、済生全、北海道社会事集協会、全国厚生農業協同組合  
連合会、国民快癒保険団体連合会   

社会保険関係団体  全国社会保険協会連合会、厚生年金書業振興団、船員保険会、健康保  
険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健膝保険組合   

その他の法人  公益法人、社会福祉法人、医療生臥会社、その他の法人  



診療所の職種月り職長数（常勤換算）についてみると、l施設あたりのそれぞれの平均人数  

は、「医師」がl．3人、「歯科医軌が0．0人、「薬剤削が0．1人、「看護職員」が2．7人で  

あった。  

図表lO 診療所の職種別職員数（常勤換算）（n＝579）  

②診療所の施設属性   
診療所の開設主体についてみると、r個人J（509％）が最も多く、次いで「医廉法人」  

（41．0％）、「その他の法人」（〕．9％）、「公立」（2．7％）と続いた。  

図表7 診療所の開設主体  

Ot l仇  m  301 ヰ仇  501 6【蒐  701 8仇  9m l（貯■   
医師（人）   

平均値  標準偏差  最大値  最小値  中央値    lJ  ロ  1写，1  0．l  Ⅰ．0  歯科医師（人）  0．0  0．l  1．0  0．0  0．0  薬剤師（人）  0．1  0．2  2．0  0．0  0．0  看護職欄（人）  2．7  ユ＿2  27．0  0．0  2．0  その他（人）．  3．6   5．0  6さ．0  0▼0  2．5  合計（人）  7．占  82  91．0  0」  6．0   全体  
（∩＝585）  

tl翌土  日公立  田公的  
■社会保険関係団体 日医療法人  口個人  
ふ宇校；主人  □その他の法人    □ほポ垣l誓  

性）職員数について烹回答の施設が‘施設あったため、これを掛、た数で集計した．  

※参考：開設主体の内訳  

国立   厚生労働省、独立行政法人国立廟院機構、国立大学法人、独立行政法  
人労働者ヰ康福祉機欄、その他（国）   

公立   都道府県、市町村、地方独立行政法人   
公的   日本赤十字社、済生会、北海道社会事業協会、全国厚生農業協同組合  

連合会、国民健腰保険団体連合会   
社会保険関係団体  全国社会保険協会連合会、坪生年金事業振興団、船員保険金、健康保  

険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合   
その他の法人  公益法人、社会権祉法人、医療生協、会社、その他の法人  

診療所の種別についてみると、r無床診療所」が85．8％、「有床診療所」が13＿8％であっ  

た。有床診療所の許可病床数の平均はl：しっ床（標準偏差＝、中央値15，0）であった。  

図表（l診療所の種別  

仇  201  4肌＼   8仇  8仇   100t  

（，  

許可病床数（床）  

（注）許可病床数が不明の施設がl施設あったため、これを除いた数で集計した．  
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2）外来鯵凛の状況  

①外来診療を行っている診療科（病院・診療所）   

外来診療を行っている診療科をみると、病院、診療所ともに「内科」（それぞれg9．9％、  

‘0．9％）が最も多かった。次いで、病院では「整形外科J（57．0％）、「外科」（5占＿0％）、「消  

化器科」（33．5％）、r循環器科」（3j．1％）となった．診療所では「小児科」（26．7％）、「消化  

器科」（24．6％）、「外科」（l‘．9％）、「循環器科」（16．2％）であった。  

図表11外来診療を行っている診療科（複数回答）  

②外来診療を行っている主土屋診凛詞（病院・診療所）   

外来診療を行っている主たる診療科についてみると、病院、診療所ともに「内科」（それ  

ぞれ62＿】％、45．5％）がtも多かった。次いで、病院では「整形外科」は．g％）、「外科」（7．2％）、  

「精神科」（4．9％）となった。診療所では「眼科」（g．4％）、「小児科」（7．4％）、「耳鼻咽喉  

科」（6コ％）であった。  

図表12 外来診療を行っている王土塁診療科（単数回答）  
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（注）「その他」の内容として、「リハビリテーション科上「神経内科」、「肛門科」、r麻酔科J  

等があげられた。   （注）「その他」の内容として、「リハビリテーション科」、「リウマチ科」、「放射線科」、「神経内科」、   

「心療内科」、「■腸科J、「肛門科」等があげられた。  



④診療所における外来診療実日数（平成20年10月1か月間）   

診療所における外来診療実日数（平成20年10月1か月間）の平均は、19，5日（標準偏  

差‘．l、中央値21．5）であった．  

図表15 診療所における外来診療実日蝕（平成20年10月】か月間）（忙56Z）  

③主たる診療科におけ昌泰示診療時間（病院・診凛所）   

主たる診療科における表示診療曜日をみると、病院では月曜日から金曜日（それぞれ  

98．8％、鍾．1％、97．5％、96．1％、9”％）が9割以上となり、r土曜日Jは丁9．2％、r日曜日J  

は4．Ⅰ％、r祝祭日Jは”％であった．診療所では、r月曜日」（95．0％）、「火曜日J（92．6％）、  

r金曜日」（94．7％）が9軋以上、r水曜日」（85．8％）、r木曜【＝（弧0％）、r土確f＝（88．5％）  

が8副以上、「日曜日」は4．E％、「祝祭日」は3．4％であった．  

図表13 主たる診療科における表示診療曜日・  
外来診療実日数（日）   

（注）外来診療実日数について無回答の施枚が、23施設あったため、これを除いた数で集計  

した．ヽ  

（9診療所における医師会Åの合計診療時仰（平成20年10月1か月間）   

診療所における医師全員の合計診療時間（平成20年10月lか月間）の平均は、162．7時  

間（標準偏差t62．9、中央値150．5）であった．  

図表18 診療所における医師全員の合計診療時間（平成20年10月1か月間）（『544）  

医師全員の外来診療時棚倉計（時間〉  月   火  
耀   曜  
日    巳  

全   土  
Il   曜  
日    日  

8   祝   無  
峰   経   国  
日    日   答   

（狂ぃ医師全員の合計診虎時間であるため、1か月の合針時間（24時間×31日；744時間）を  
超えるものがある．   

・医師全且の合計診療時間について無回眉の施喝が41施設あったため、これを除いた数で  

集讐十した．  

⑥病院・診療所における外来担当医師敷（常勤換井）   

病院・診療所における外来担当医師数（常勤換算）の平均は、病院が5，9人（標準偏差  

ヰ．9、中央値4．ヰ）、診療所が】J人（操準偏重0．9、中央値1．0）であった．  

図表17 病院・診療所における外来担当医師数（常勤換算）  

主たる診療科におけるl施設あたりの表示診療時間（】週間合計）の平均は、r病院jが  

3‘＿8時間（標準偏差10．5、中央値3‡．0）、r診療所」が32．引時間（標準偏差10．4、中央値】】j）  

であった．  

図表14 主たる診機科における表示診療時㈲（1週間合計）  

平均値  標準偏差  最大値  最小値＝  中央個   

病院（Ⅳ－480）   36．8  10，5  6‘．5  8．0  38．0   

診療所（n＝577）   32．6  】0．ヰ  6‘．0  0．8  ココ．5   

平均址  檀準偏虐  最大価  最小価  中央値   
病院（n零40g）   5．9  4．9  32．5  0．4  4．4   

診療所（肝572） 1．】  0．9  18．l  0．】  l，0   
（注）表示診療時間について無回答の施隈が、病院では‘施投、診療所では8施設あった  

ため、これを除いた放で集計した．  （注）外来担当医師数lこついて無回答の施設が、病院でIi78施粒、診療所では1）施投あっ  

たため、これを除いた数で集！十した．  
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3）外来患者数及び外来管理加償算定回数（平成20年10月1か月間）   

①病院における外来鷹音数及び外来管理加算算定回数（平成20年10月1か月間）   

病院における外来患者数についてみると、全診療科におけるすべての外来診療患者延べ  
人ま如土、平均3．027．T人で、そのうち初診患者数の平均は347，】人、再診患者延べ人数の平  

均は2．680．6人、．外来管理加算の算定回数の平均はりOl．‘回であった。この結果、再診患  

者延べ人軌こ占める、外来管理加算の算定回数割合は、平均4Ll％であった．   

診療科別に外来管理加算算定割合についてみると、最も加算算定割合の師、診療科は、  
呼吸器科（75・8％）であり、次いで循環提科（軋‘％）、消化器科（59．0％）、皮膚科（5‘．7％）、  

内科（55・3％）、小児科（53．0％）、脳神経外科（52．1％）であった。一方、最も加算算定割合  

の低い診療科は眼科（2．】％）であり、次いで、精神科（6．2％）、耳鼻咽喉科（15．0％）であ  

った．  

図表18 病院における外来患者数及び外来管理加算算定回数（平成20年10月1か月間）  

平均値（n＝313）  

し  
②診療所における外来患者数及び外来管理加井貫定回数（平成20年10月1か月間）   

診療所における外来患者数は、平均1ヌ27．写人（棟準備麿1，l15．8、中央値l．015．5）であっ  

た。すべての外来患者延べ人数のうち、初診患者数の平均は20l．古人（楳準偏差242＿g、中  

央値109．0）、再診患者延べ人数の平均はl．026，3人（標準偏差l，O12．0、中央値826．5）であ  

った．外来管理加算の算定回掛こついてみると、平均420．4回（標準値埜507j、中央値2石2．0）  

であった．この結果、再診患者延べ人数に占めろ、外来管勧】算算定割合は、平均41．0％で  

あった。  

図表19 診療所における外来患者数及び外来管理加算算定回数（平成20年10月1か月仰）  

（n＝引2）  

平均値  扶準偏差  七大値  最小価  中央値   
①すべての外来患者延べ人数（人）  】．227．8  l，l】5．8  10，97Sl＿0  6．0  l．O15．5   

②初診患者数（人）   201．占  242．g  】，683．0  0．0  】09．0   

③再診患者延べ人数（人）   l，0：Z‘．】  1．Ol二Z．0  9プ96．0  0．0  82‘．5   

窃）外来管理加井の算定回数（回）   420．4  507二っ  6．052．d  0．0  2（；2．0   

⑤加算算定割合（⑥／③）   41＿0％  

①す乍ての  
外来診療息  ②初診患者  ③再診患者  ⑧外来管理  ⑤加井井定  
者賀べ人数  数（人）  延べ人数  加】昇井定回  割合  

（人）  （人）  数（回）  （（参／③）   

全体：   】，027．7  ユヰ7．1  2，680．‘  l，10】．‘  41．1％   

内科   l，124＿2   96．7  l．027．5  568．0  55．）％   

外科   2：）5．0   30．‘  204．4   78．6  】8．5％   

整形外科   622．2   64．4  557．8  175．9  31．5％   

形成外科   2．1   0．5   1．‘   0．5  30．，％   

脳神経外科   91．】   1）．4   77．7   40．5  52．1％   

小児科   】18．7   52．7   6‘．0   35．0  5ユ，0％   

産婦人科   4】．6   7．‘   3‘．0   12，3  コ4，2％   

呼吸器科   26，‡   2．5   24．3   lさ．4  75．8％   

消化器科   59，0   6．8   52．2   30．8  59．0％   

循環器科   99．ユ   7，1   9】．9   56．6  61．6％   

精神科   85．5   1．‡   8ユ＿7   5．2  ‘．2％   

眼科   13l，＄  2l．7  110．1   2．コ  2．1％   

耳鼻咽喉科   49．7   9．9   39．8   ‘．0  15．0％   

泌尿器科   74．9   8．】   66．g   3】．3  4‘．9％   

皮甘科   43．）   8．‘   34．7   19．7  5（；，7％   

（注）外来患者数及び外来管理加算算定個数こついて無回答の施設が73施設あったため、これ  

を除いた数で集計した．  

（注）すべての項目について欠損臨のないサンプルで集計を行った．  
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4）外来管王翌加算の算定状；兄（平成20年10月末現在）  

①外来管理加算の算定状況（平成20年10月末現在）   

外来管理加算の算定状況についてみると、r算定している」と回答した病院は96．5％、診  

療所は87．9％であり、「平成20年3月以前から算定していない」と回答した病院は2．1％、  

診療所は5．6％であった。また、「平成20年ユ月以前はあったが、現在はない」と回答した  

病院はl．4％、診療所はg．5％で、診療所の割合がやや高くなった。   

次に、平成20年10月末現在で外来管理加算を算雇している病院と診療所における算定  

開始時期についてみると、「平成ユ0年3月以前から」の病院が81．2％、診療所が74＿3％で  

あった。一方、「平成20年4月以降から」の病院は3．2％、診療所は2J％であった。  

図表21外来管理加算の算定状況等（平成20年10月末現在）  

施設数がヱ0施設を超えた診療科に限定して、診療所における主たモ診療科別の外来管理  

加算算定回数・割合についてみると、「内科」の外来管理加算算定割合は65，3％で最も高か  

った。次いで、「小児科Jが50．8％、「皮」讐科」が40．4％、「産婦人科」が】】．0？もとなった。  

一方、外来管粗加算算定割合が低い診療科としては、「耳鼻咽喉科」（2．1【｝も）、「眼科」（2丁％∴  

「整形外科J（12．9％）となった。  

図表ZO 診療所における主たる診療層別の外来管理加算算定回数・割合（n＝512）  
かすべて  
の外来虔   
者延べ人  
敵（人）   

全体   l、227．8   

内科   l，007．7   

外科   1，3糾，6   

整形外科   2，81】】   

形成外科   ■‘415，5   

脳神権外科   】，549．0   

小児科   959．7   

産婦人料   948．】   

呼吸器科   1，157．5   

消化器科   】，8コ0．g   

循環器科   g70．l   

壬 ■：二  97t．5   
眼科   l，5】名．5   

耳鼻咽喉科   l，567．t   

泌尿器科   7‘0．5   

皮席料   1，687．名   

その他   1，〕90．4   

不明   922．～   

（∋すべて  （卦再診患 者延べ人  ④外来管 理加算の  ⑤加井算 定割合  

②初診患              者数（人）  数（人）  算定回数 （回）  （④／③）  

20】．6  1，02る．3  420．4  410％  
Ⅰ27．S  8gO．0  574．6  65．3％  

13l．4  l，25】．3  512．6  40．9％  

214．0  2，597．】  ユ35．2  t2．9％  

】88，5  2二7，0  132．0  58．】サb  

〕16．g  】，三）2コ  し063．6  86．〕ウノ。  

ヰ44．5  515．2  26l．51 50．g％    138．9  809．2  267，Z   3ユ．0で・い  

197，5  9（】0．0  7g6．5   8l，9サー    190．0  1．朗0．＆  9A乙1  59，9サ0  
7Sし9  790．3  677．0  85．7％  
35．4  936．】  142．3  15ユ％  

229．5  1，109．t  】0．3  2．7つ∫ム  

409．0  l，158－0  23．9  ヱ．1％  

114．5  645，9  424．6  65．7％  

476．4  I，211つ  489．9  40．4％  

14ユ．3  l，247．1  55ユ．9  2甚．4％  

103．5  819．0  4二】l．8  52．7ワ′ム  

■井定している  臼平成ヱ0年3月以前は有り、現在なし  
臼平鹿之0年3月以前から井定なし  

図表22 外来管理加井の算定開始時期（平成20年10月末現在）  

m      20～     硯     8【穐     8【粍    1m   

病院（n＝ヰ6g）  

診療所（∩三514）   

②平成20年4月以降に外来管理加算の算定を開始した施設の主たる診療科別内訳   

平成20年4月以降に外来管理加算の算定を開始した施設の主たる診療科別内訳をみると、  

病院、診療所ともに「内科」がそれぞれ11施設（7〕j％）、7施設（6ユ6％）で最も多かっ  

た。「外科」、「眼科j「耳鼻咽喉科」、「皮膚科」については、病院、診療所ともに琵当がな  

かった。  

図表23 平成20年4月以降に外来管理加井の算定を開始した施設の  

主たる診療科別内訳  

「平成20年3月以前は外来管理加算を算定していたが、現在は算定していない施設」の  

主たる診療科別内訳をみると、病院では、r眼科」が2施設（28．6％）で最も多かった。診  

療所でも同様に、「眼科」が29施設（58．0％）で最も多く、次いで、「耳鼻咽喉覇」が1】施  

設（22＿0％）となった．  

図表25 平成20年3月以前は外来管理加算を算定していたが、現在は算定していない  

施設の主たる診療科別内訳  

主たる診療科  施設  全体    内科    外科    整形外科    脳神経外科    小児科    産婦人科    精神科    眼科    耳鼻咽喉科    皮膚科    不明  病 院   診療所  敷  割合  、■・1■  割合  15  100．0％  u  100．0％  山  73．3％  7  －  63．6％  0  0．0％  0  0．0％  ヱ  1二事．3％  ■  9．1％  □  6．7％  0  00％  0  0．0％  q  9．1％  0  0．0％  b  9．】％  山  6．7％  0  0．0％  0  0．0％  0  0．0％  0  0．0％  0  0．0％  0  0．0％  0  － ●・・  0  0，0％  b  9．1％   
診療所  

主たる診療科  病院      施設数  割合  坑・・．′1・  都合   
全体   7  100．0％  50  100．0％   

内科   Ⅰ4．ユ％   2．0％   

外科   0  0．0％   2．0％   

整形外科   0  0．0％   2  4，0％   

脳神経外科   14．3％   0  0．0％   

′ト児科   0  0．0％   占．0％   

産婦人科   0  0．0％   2．0％   

精神科   0  0．0％   2＿0％   

眼科   2  28．6％  29  5名．0％   

耳鼻咽喉科   0  0．0％    Z2．0％   

皮膚科   0  0．0％   2．0％   

その他   3  42．9％   0  0．0％   ③外来管翠加算の算定をしていない施設の主たる診療科別内訳   
「平成20年〕月以前から外来管理加蘭の算定をしたことがない施設」の主たる診療科別  

内訳をみると、病院では、「精神科」の5施設（500％）が最も多く、次いで「内科」がコ  

施設（300％）、「産婦人科」が1施設（10．0％）であった。診療所では、「眼科」が6施設  

（286％）で最も多く、「耳鼻咽喉科」が5施設（2ユ8％）、r内科」が4施設（190％）、り、  

児科」がヱ施設（9＿5％）となった。  

国表24 平成20年3月以前から外来管理加算を算定したことがない施設の  

主たる診療科内訳  
診療所  

主たる診療科  病院      施設数  書噂含  施設数  割合   
全体   10  100．0％  2】  100，0％   

内科   】  30．0％  4  19．D％   

整形外科   0  0．0％   一：一・   

／ト児科   0  0．0％   ユ  9．5％   

産婦人科   ID．0％   4月％   

捕神科   5  50．ひ％   48％   

眼科   0  0．0％   6  2S6％   

耳九咽喉科   0  0．0％   

その他   
5  23．8％  

10．0％   4宜％  
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⑤外来管理加算算定患者1人あたりの平均診察時間   

外来管理加算算定患者1人あたりの平均診療時間についてみると、病院においては、平  

均7．コ分（標準偏差3．l、中央値‘．0）であった。診療所においては、平均7．5分（標準偏差  

3．8、中央値6．0）であった。  

外来管理加算算定患者l人あたりの平均診察時間の分布についてみると、病院、診療  

所ともにr5分以上‘分未満」（それぞれ41．0％、40．0％）が最も多く、次いでr10分以上  

15分未満j（それぞれ24＿2％、20，0％）であった．また、「15分以上」についてみると、病  

院（4j％）に比べて診療所（7．0％）の割合がやや高かった。  

図表27 外来管理加算貫足患者1人あたりの平均診罵時間（分）  

④外来管草加井算定患者に対して必ず行っている診療内容   
外来管理加算算定患者に対して必ず行っている診療内容についてみると、病院ではー間  

軌（9l．T％）がtも多く、次いで「症状・状態についての説明」（88．丁％）、一身休診森」（写2コ％）、  

r生活上の注意や指導」（74．6％）、「処方薬についての説明j（65．9％）となった．   

診療所では、r症状・状態についての現明j（90．7％）が最も多く、次いで咽診」（耳タフ％）、  

r生活上の注意や指導」（82．3％）、r身体診療l（8l．7％）、「処方薬についての税明」（7フ．4％）、  

「治療方針についての税明」（717％）となった。   

r症状・状轟引こついての説明J、「治療方針についての悦明」、r生活上の注意や揺動、「処  

方薬についての説明」、r悩みや不安・疑問への対応」については、いずれも病院よりも診  

療所における回答割合が高い結果となった．  

図表28 外来管理加算算定患者に対して必ず行っている‡参機内容（檀数回答）  

0～     2D1    40l’   80t    801   1肌  

平均値 ■  機準偏差  最大値  t小価  中央値   

病院（nコ】‘8）   7．3    ）0，0  lj  占＿0   

診療所（Ⅳ一っ70）   7．5  3．‡  45．0  1＿5  ‘．0   

（注）有効回答のみで集計を行った．  

問診  

身体瞥♯  

鐘状・状蝕についての奴明  

治覆方l‖こついての説明  

生意上の法王や指導  

処方薬についての悦明  

悩みや不安・鶴間への対応  

モの他  

■回答  

図表28 外来管理加算算定患者l人あたりの平均診察時間・分布  

01    101    2P1    3仇 ’  ■Ot     501  

5分乗講  

5分以上l分乗粛  

8分以上1分乗濱  

7分以上8分乗；嘉  

8分以上摘峠膚  

9分以上柑分乗欄  

10分以上15分乗糞  

15分以上  
（注）「その他」の内容として、r検査内容や検査結果についての悦明」、r血圧測勘、r息   

着からの井関への対応」等があげられた．  

20  

⑥鯵薇科別の外来管理加井貫定患者の1人あたり平均鯵欝時Ⅶ   

主たる診療科別における外来管理加算算定患者の1人あたりの平均診蕪時間について診  

療科別にみると、20施牧以上の回答が得られた診療科について、病院では、r内剛（299  

施恥が平均7．1分、r外剛（コ5施股）が平均‘J分、慢形外軌（4ユ施設）が平均7．‘分  

となった．   

同様に診療所についてみると、r内科」（2‘l施設）が平均7＿3分、r整形外科」（32施股）  

が平均6．2分、r小児科」伽施設）が平均7．十分、一主婦人科」（ユユ施設）が平均8．0分、r耳  

鼻咽喉科」（20施投）が平均7．2分、「皮膚科J（刀施設）が平均6j分であった．  

図表29 主たる診療科別 ■外来管理加算算定患者の1人あたりの平均診察時間  

5）外来管理加嘉の慧さ付けの見直しによる影響   

外来管理加算の意義付けの見直しによる影訊こついてみると、r（1）上り拝細に身体診療  

等を行うようになった」については、病院、診療所ともに・rどちらともいえないJ（それぞ  

れ43．3％、】】．9％）が最も多かった．ー大いにあてはまる」と rややあてはまる」を合わせ  

ると、病院では礼1％、診療所では加．‘％となった－一方、rあまりあてはまらない」とー全  

くあてはまらない」を合わせると、病院では3l．4％、診療所では41．5％となり、診療所の  

方が病院上りも10．1ポイント試い結集となった。  

国表弧 外来管理加算の意義付けの見直しによる影響  
r（l）より詳細に身体診察等を行うようになったj  

O■     m l01    1仇     肌     一肌  病  映  診療所  

施設数  平均診察 時間（分）  縫紋数  平均鯵顎 時間（分）   

全体  469   ？j   514   7．5   

内科   299   7．1   261   7j   

外科   35   ‘．】   17   5．9   

整形外科   43   7．‘   つ2   6．2   

形成外科   ℃  2   ‘．0   

脳神経外科   7．7   5   1l．‡   

小児科   l   ‡．7   】且   7．4   

産嬬人科   3   15．0   32   8．0   

呼吸器科   コ   10．7   3   7．7   

消化器科   ‘   7．4   10   ‘．l   

循環器科   l】   3＿ユ   8   ふ．2   

精神科   19   丁．コ   12   9．l   

眼科   3 9．0   14   8．6   

耳A咽喉科   ○  20   7．2   

泌尿器科   4   占．】   6．5   

皮膚科   0  25   古．3   

その他   l＆   9．9   20   11．‘   

不明   8   ‘．8   4   ，．3  

■大いに▲てはtも 且ややもては蕾も  ロどちらともいえなl、 ■あtりあて1ままらないロ全くあては手ち机l ロ■耳雷   

r（2）患者にm明をよりわかりやナく、丁寧に行うようになった」については、一大いに  

あてはまる」と「ややあてはまる」を合わせると、病院では∴封u％、診療所ではユ5．8％と  

なり、病院の方が診療所よりもさ．5ポイント高い結果となった．一方、rあまりあてはまら  

ない」とー全くあてはまらない」を合わせると、病院では28．2％、診療所では39．1％とな  

り、診療所の方が病院よりも10．9ポイント轟帥、烏果となった。rどちらともいえない」は、  

病院では3‘．7％、診庶所では30．7％であった．  

国表31外来管理畑欄の壬♯付けの見正しによる影響  

「（2）患者に睨明をよりわかりやすく、丁字に行うようになった」  

（れ     2（h     40■     以1    1m l∝h  

■大いl＝ぁては象る  Pややぁてはfる   bどちらともいたない ■あ★りあては雷らなしヽ由▲くぁてはtらない □■回暮   



「（3）症状や説明内容に対する患者の理解度が高まった」については、病院と診療所と  

もに「どちらともいえない」がそれぞれ52．9％、45】％で、最も多かった。一大いにあては  

まる」と「ややあてはまる」を合わせると、病院では柑．S％、診療所では13．4％となった。  

一方、「あまりあてはまらない」と「全くあてはまらない」を合わせると、病院では27．5％、  

診療所では368％となり、診療所の方が病院よりも＝．3ポイント高い結果となった。  

図表33 外来管理加井の意藍付けの見直しによる影響  

「（3）症状や説明内容に対する患者の理鰯度が高まったJ  

Ot     加    ●0■    ∝≠    …   1m  

r（2）患者に説明をわかりやすく、丁寧に行うようになったか」という貸間に対する何  

首別の患者l人あたり平均診察時間をみると、病院では．「大いにあてはまる」と回答した  

施設では平均7占9分、また、「ややあてはまる」と回答した施設では平均6．88分となったJ   

また、診療所では、「大いにあてはまる」と回答したでは平均7j〕分、また「ややあては  

まる」と回答した施設では平均7＿〕7分となった。  

図表32 r（2）患者に説明をわかりやすく、丁寧に行うようになったか」別  

患者1人あたり平均診察時間  

時間（分 

病院   診療所  数  平均診察  施設数  平均診吊   時間（分）   ）  ・■■  7．ココ  514  7．ヰ6  17  7．69  29  7．33  144  6．8写  104  7．37  172  7．03  15g  6．烏4  81  g．06  90  7．2l  5l  8．40  1‖  8．6コ  4  5．00  22  7．62    房  
施設数  全体  ・■■  大いにあてはまる  17  ややあてはまる  144  どちらともいえない  172  あまりあてはまらない  81  全くあてはまらない  5l  無回答  4   

■大いにあてはtる  ロややもてはfも   臼どちらともいえない ■あチリあてはまらなLヽロ全くあてはまらない ロ■四書   

「（3）症状や説明内容に対する患者の理解度が高まったか」という質問に対する回答別  

に患者l人あたりの平均診眉時間をみると、病院では、「大いにあてはまる」と回答した施  

設では平均7．卯分、また、「ややあてはまる」と回答した施設では平均7．05分となった。  

一方、「あまりあてはまらない」と回答した施設では平均g．37分、r全くあてはまらない」  

と回答した施設では平均8．30分であった。   

診療所では、一大いにあてIiまる」と回答した施設では平均7．氾分、また「ややあてはま  

る」と回答した施設では平均7，00分となった。一方、「あまりあてはまらない」と回答した  

施設では平均6．棉分、r全くあてはまらないJと回答した施設でlま平均8．69分であった。  

国表訓 「（3）症状や説明内容に対する患者の理解度が高まった」別  

患者1人あたり平均診察時間  

施設数  平均診察 時間（分）  施設数  平均診察 時間（分）   

全体   469  7．3：事  514  7．46   

大いにあてはまる   14  7．90   21  丁．92   

ややあてー士まる   74  7．05   4g  7．00   

どちらともいえない   248  6．90  23ヱ  7ユ2   

あまりあてはまらない   79  8＿37   8l  6．60   

全くあてはまらない   50  8．30  10さ  8．69   

無回答   4  5．00   Z4  7．80  

「（4）患者の疑問や不安を汲み取るようになった」については、病院と診療所ともに「ど  

ちらともいえないJがそれぞれ4E．8％、ユ6．4％で最も多かった．「大いにあてはまる」と「や  

やあてはまる」を合わせると、病院では21．3％、診療所では19．0％となった。一方、「あま  

りあてはまらないJと「全くあてはまらない」を合わせると、病院では∴ほ．1％、診療所で  

は399％となり、診療所の方が病院よりもIl，8ポイント高い結果となった。  

図表37 外来管理加算の意義付けの見直しによる影響  

「（ヰ）患者の疑問や不安を汲み取るようになった」  

印     西     ■仇    lO～     跡    l（胱  

図表35 r（2）患者に説明をわかりやすく、丁字に行うようになった」別  

r（3）症状や説明内容に対する患者の理解度が高まった」（病院）  

正   3）症状や説明内容に対する患者の理解度が高まった  

大いに 友ては  ややあ てはま  どちらと もいえ  あまリ あては  全くあて はまら   
総数                  幾回筈           事らな  

まる  る  ない  い  ない  

全体   469   14  74  コ48  79  50  4  
100．    3．0％  15．8％  52．9％  16，8％  10．7％  0．9％   

大いにあてはまる   7  8  7  2  0  0  0  

l（X），                   47．1％  4】．2％  11．息％  0．0％  0．0％  00％   

ややあてはまる   144   4  57  78    0  0  

l（札0％   2．8％  39．‘％  54．2％  ユ，5％  0．0％  0．0％   
どちらともいえない   172   2  9  14（；  14    0  

tOO．    1＿2％  5．2％  84．9％  冨＿1％  0．占％  0．0％   
あまりあてはまらない   0    18  5g  4  0  

100．   

全くあてはまらない   5l   0  0  4  2  45  0   100▼0％   0．0％  0．0％  7．8％  3．9％  8g．2％  0．0％   
■大いにあてはfる  ロややあてはfる   8どちらともいえない ■あまりあてはfらない口重くあてはまらない □■罰纏   

（注）全体には無回答だった4施設が含まれる．  「（4）患者の疑問や不安を汲み取るようになったか」という質問に対する回答別に、患  

者1人あたりの平均診察時間についてみると、病院においては、「大いにあてはまる」と回  

答した施設では平均8．6ユ分、また、rややあてはまる」と回答した施設では平均6．90分と  

なった。一方、「あまりあてはまらない」と回答した施設では平均7．乃分、r全くあてIiま  

らない」と回答した施設では平均名▼了4分となった。   

診療所においては、「大いにあてはまる」と回答した施設では平均5．75分、また「ややあ  

てはまる」と回答した施設では平均7．52分となった。一方、「あまりあてはまらない」と回  

答した施設では平均6．95分、「全くあてはまらないJと回答した施設でほ平均8．68分とな  

った。  

国表38 「（4）患者の疑問や不安を汲み取るようになった」別  

患者1人あたり平均診察時間  

図表36 「（2）患者に拉明をわかりやすく、丁寧に行うようになった」別   

r（3）症状や説明内容に対する患者の理解度が高まった」（診療所）  

匹  3）症状や説明内容に対する患者の理解度     が高まった  

大いに あては  
総数  

まる   

全体   514  21  4g  232  写l  108  24  
100．0％  4、l％  9，】％  45．1％  15．＄％  21．0％  4．7％   

大いにあてはまる   29  15  7  7  0  0  0  
】（氾．0％  51．7％  24．1％  24．1％  0．0％  0，0％  0．0％   

ややあてはまる   10ヰ  5  〕5  57  6  0  
lα）．0％  4．8％  ココ．7％  54．8％  5．g％  0．0％  l．0％   

どちらともいえない   158    6  l二i7  9  5  0  
100．0％  0▼6％  3．g％  86．7％  5．7％  3．2％  0．0％   

あまりあてはまらない   90  0  0  ココ  60  6  
】00．0％  0．0％  0，0％  25．6％  6る．7％  6．7％  l．1％   

全くあてはまらない   0  0  8  6  97  0  
100．0％  0．0％  0．0％   7，2％   5．4％  874％  0．0％   

病  院   診療  所  
施設数  平均診察 時間（分）  施設数  平均診察 時間（分）   

全体   469  7．3：I   514  7．ヰ占   

大いにあてはまる   10  息．6コ   5．75   

ややあてはまる   90  6．90   85  7．52   

どちらともいえない   2Z9  6．97  187  7．05   

あまりあてはまらない   78  7，72   91  6．95   

全くあてはまらない   54  8．74   l14  こ ●：   

無回答   6．30   24  7．4）  

（注）全体には無回答だったコ施設が含まれる．  



r（5）患者l人あたりの診察時間が長くなったか」については、「大いにあてはまる」と  

rややあてはまる」を合わせると、病院では崩．6％、診療所では34．8％となり、病院の方  

が診療所上りも9．8ポイント高い結果となった。一方、rあまりあてはまらない」と r全く  

あてはまらない」を合わせると、病院では24．7％、診療所では32j％となった．  

図表39 外来管理加算の意義付けの見直しによる影響  

r（5）患者1人あたりの診察時間が長くなった」  

01     El1    11X     以株     Ⅲ    1∝鴨  

図表41「（2）患者に説明をわかりやすく．丁字に行うようになったか」別  

「（5）患者1人あたりの診察時仰が長くなったか」（病院）  

（5）患   者1人あたりの診察時間が長くなった  

大いに あては  
総数  

・まる   

全体   469  66  14ユ  138  70  ヰ6  ‘  
100，0％  14．Ⅰ％  ）0，5％  29，4％  14．9％  9，8％  l＿3％   

大いにあてはまる   17    7      0  0  
100．0％  47．】％  41．2％  5．9％  5．9％  0．0％  0．0％   

ややあてはまる   144  】5  70  28  g    2  
100．0％  24＿3％  48．6％  】9．4％  5．‘％  0，7％  一・   

どちらともいえない 172  15  52  87  1】  5  0  
100．0％  8．7％  30，2％  50．6％  7．‘％  2．9％  0．0％   

あまりあては事らない   4  10    疇コ  7  
100．0％  4．9％  12．3％  け．8％  5二）．1％  ：●・  1．2％   

全くあてはまらない   5l  コ  4  6  5  ココ  ○  
100．0％  5．9％  7．8％  1l．8％  9．8％  64．7％  0．0％   

■大いに島てはまる  8ややあてl土豪る   巧どちらともいえない ■あfり▲てはまらない凸全（あては≠ら机、 0■血讐  

（注）全体には無回答だった4紐が含まれる．  

「（5）患者l人あたりの診療時間が長くなったか」という質問に対する回答別に、息者l  

人あたりの平均診察時持耶こついてみると、病院においては、一大いにあてはまる一と回答し  

た施設では平均6．5）分、また、rややあてはまる」と回答した施設では平均6．な7分となっ  

た。一方、「あまりあてはまらない」と回答した施設では平均＆弟分、「全くあてはまらな 

い」と回答した施設では平均，．17分となった。   

診療所においては、「大いにあてはまる」と回答した施設では平均6．99分、また「ややあ  

てはまる」と回答した施設では平均‘．刀分となった。一方、「あまりあてはまらないJと回  

答した施設では平均7．55分、r全くあてはまらない」と回答した施設では平均8．80分とな  

った。  

国表40「（5）患者1人あたり診察時間が長くなった」別  

患者1人あたり平均診察時間  

図表42 「く2）患者に説明をわかりやすく、丁字に行うようになった」別  

「（5）患者1人あたりの診察時間が長くなった」（診療所）  

（5）患者1人あたりの診察時Ⅶが長くなった  

大いに  

総数   あては まる  ややあ てはま る  どちら ともい えない   
全体   5I4  55  124  147  7l  95  22  

100．0％  10．7％  24．1％  28．占％  1コ．且％  lさ．5％  4．ユ％   

大いにあてはまる   29  22  6    0  0  0  
100．0％  75．9％  20．7％  3．4％  0，0％  0．0％  0．0％   

ややあてはまる   104    58  32    0  0  
】00．0％  12．5％  55．8％  ユ0．8％  l．0％  0，0％  0．0％   

どちらともレ1えない   158  9  43  90  10  6  0  
100．0％  5．7％  27．2％  57．0％  占．〕％  3．耳％  0．0％   

あまりあてはまらない   ケ0  5  lユ  17  45  9  
100．0％  5．6％  14．4％  18．9％  50．0％  IO．0％  l．1％   

全くあてはまらない   ‘  4  6    80  0  
】00．0％  5．4％  3．6％  5．4％  】3．5％  72．】％  0．0％   

無回答   22  21   

病  院 鯵  療所  
施設数  平均診察 時間（分）  施設数  平均診察  

時間r分）   

全体   469  7．】】   514  7．4‘   

大いにあてはまる   ‘‘  ‘j】   55  6．99   

ややあてはまる   14】  ・＝   124  6．ココ   

どちらともいえない   138  7．07   1ヰ7  7．71   

あまりあてはまらない   70  ‡．37   7l  7．55   

全くあてはまらない   ヰ石  ，．17   95  8．80   

無回答   6  ‘コ3   Z之  7．7，   
（注）全体には無回答だった4施設が含まれる．   

図表伯 「（3）症状や説明内容に対する患者の理解度が高まった」別  

「（5）患者1人あたり診察時㈹が長くなったっ（病院）  

r（6）診療時間の延長が多くなった」については、「大いにあては去るJと「ややあては  

まる」を合わせると、病院では35．0％、診療所では28．‘％となった．一方、rあまりあては  

まらない」と「全くあてはまらない」を合わせると、病院では30．7％、診療所ではコ6コ％  

となった．  

図表45 外来管理加井の壬♯付けの見直しによる影響  

r（6）診療時間の延長が多くなったJ  

仇     祁    ■仇    lOt l（几    l【明  

（5）患者1人あたりの診察時間が長くなった  

どちらと  

総数・  大いに あては まる  ややあ てはまる   もいえな い   あまりあ てはまら ない  全くあて はまらな い   無回答   
全体   4‘9  ‘‘  】43  13    70  4‘   古  

100．0％  14．1％  コ0．5％  29，4    14．9％  9．8％   1J％   
大いにあてはまる   14  7  ‘   D  0   0  

7．l            100．0％  50．0％  42．9％    0．0％  0．0％   0．0％   
ややあてはまる   74  ユ1  31  17   4  0  

100＿0％  28．4％  4】．9％  2：l二0％    5．4％  0．    l．4％   
どちらともいえない   248  32  89  9‘   l，   

4．   

あまりあてはまらない   79  ユ  14  16   41  6   0  
】00．0％  2．5％  17．7％  20．3％    5l．9％  7．‘％   0，0％   

全くあてはまらない   50  3  3  8  ‘  30   0  
】00．0％  ‘，0％  占．0％  l‘．0％   12．0％  ‘0．0％   0．0％   

■大いにあてはfも  ロややあては暮も  ロどちらともいえない ■あ重りあては象らないロ全くあてl主事らなし、ロ■国事  

（注）全体には無回答だった4施設が含まれる．  

図表朝 r（3）症状や説明内容に対する患者の棚度が高まった」別  

「（5）患者1人あたり診察時間が長くなった」（診療所）  

図表46 「（5）患者1人あたり診察時間が長くなった」別  

「（6）診療時冊の延長が多くなった」（病院）  

（6）診療時間の延長が多くなった  

どちらと  

総数  大いに あては まる  ややあ てはまる   もいえな い  あまりあ てはまら ない   全くあて はまらな い  無回答   
全体   469  54  110  158  9二！   5】   3  

100，0％  11．5％  ココ．5％  33．7％  19．g％   10．9％  0．6％   
大いにあてはまる   66  41  16  4   3  2  0  

100．0％  62．1％  2ヰ．2％  ‘．1％  4．5  沌  3．0％  0．0％   
ややあてはまる   14：1  8  72  4（；   

11．9   
どちらともいえない   13＄  4  16  100   

10．   
あまりあてはまらない   70   1 4 5  55  5  0  

100．0％  l．4％  5．T％  7．1％  7さ，‘％   7．1％  0．0％   
全くあてはまらない   4‘  0  0  3   ユ   40  0  

100．0％  0．0％  0．0％  6．5％  6．5％   87．0％  0．0％   

（5）患者1人あたりの診＃時間が長くなった  

大いに あては  
総数    まる  こ 

る   

全体   514  55  124  】47   71  95  22  
100．0％  】0．7％  24．1％  ：●’・   l：I．8％  18．5％  ‘4．）％   

大いにあてはまる   2l  15  5     0  0  、0  
100．0％  7】，4％  2：I．B％  4．8％   0．0％  0．0％  0＿0％   

ややあてはまる   48  12  25  9   2  0  0  

100．0％  25．0％  52，l％  柑．8  ％  4▼2％  ○一0％  0．0％   

どちらともいえない   ヱ32  19  7l  117   1‘  9  0  
100．0％  ： ■  30．6％  50．  シも  6．9％  ）．9％  0．0％   

あまりあてはまらない   81  4  18   

】3．   

全くあてはまらない   108  5  5  7     79  
100，0％  4．‘％  4．6％  6．5％   10．2％  7】．1％  0．9％   

（注）全体には無回答だった6施政が含まれる．   

（注）全体には無回答だった21施設が含まれる．  



図表49 「（5）患者1人あたり診察時間が長〈なったj別  

「（7）患者の待ち時間が長くなった」（病院）  

国表47 「（5）患者l人あたり診察時間が長くなった」別  

「（6）診療時間の延長が多くなったJ（診療所）  

（6）診療時間の延長が多くなった  

大いに あては  
総数  

まる   い   

全体   514  55  9：≧  159  BO  10（5  
20，占％ 4   1000％  10．7ワる  17．9％  ∋0．9％  15．6％   

大いにあてはまる   55  コ9  ＝    Z  0   
100．0％  7〔）．91掲  20．0％  5．5％  3．6％  0．0％   

ややあてはまる   

どちらともいえない   

あまりあてはまらない   124  両  62  37  B  4  n   100．0％  10．5％  50．0％  29．E％  6．5％   フ．2％    147  2  l了  10ヰ  叫  〕   ロ  
t）  

全くあてはまらない  
1．1％  2．1％   2．1％  94．7％  

（了）患者の持ち時間が長くなった  

どちらと  
総数  大いに あては  ややあ   もいえな  あまりあ てはまら  全くあて はまらな  無回苔    まる  てはまる  い  ない  い   

全体   4（〉9  77  127  141  76  42  6  
100．0％  1（】．4％  27．1％  30．1％  t‘．ヱ％  9．0％  1．∋％   

大いにあてはまる   66  4g  12  2   2  

100，0％  72▼7％  18．2％  30％  1．5％  1．5％  3．0％   

ややあてはまる   14：i  2l  80  つl   ヱ   
l占0．0％  t4．7％  55，9％  2l．7％  5．‘％  1．4％  0．7％   

どちらともいえない   26  88    4  0  
1000％  〕，6％  lg．8％  ‘3＄％  10，9％  ユ．9％  0．0％   

あまりあてはまらない  70   13  49  二  0  
100．0％  l．4％  7．1％  1月．6％  70．0％  2▲9％  0．0％   

全くあてはまらない   46  0  ユ   7  1  〕3   0  

100．0％  0．0％  ‘．5％  15．ヱ％  6．5％  71．7％  0．0％   

（注）全体には無回答だった6施設が含まれる．  （注）全体には無回答だったヱ2施設が含まれる．  

図表50 「（5）患者1人あたり診察時間が長くなった」別  

r（7）患者の待ち時間が長くなった」（診療所）  「（7）患者の待ち時間が長くなったJについては、「大いにあてはまる」と「ややあてlエ  

まる」を合わせると、病院では43，5％、診療所では37．4％となり、病院と診療所ともに席  

い割合となった。「あまりあてはまらないJと「全くあてはまらない」を合わせると、病院  

では25．2％、診療所では】2．5％となり、病院より診療所で割合が高くなった。  

図表48 外来管理加算の意整付けの見直しによる影響  

r口）患者の待ち時間が長くなった」  

仇     m    ●（れ     肌     Ⅲ    l叩  

（7）患者の待ち時I凱が長くなった  

総数  大いに あては  ややあ てはま  どちらと もいえ  あまリ あては まらな  全くあて はまら  無回答    苦る  る  ない   
い  ない   

全体   514  75  117  129  占9  98  ユ6  
100．0％  14，6％  22．‡％  Z5．1％  1：！．4％  19．t％  5．1％   

大いにあては去る   55  39  10  2      2  
】00．0％  70．9％  柑．2％  3．占％  1．8％  l．g％  ），6％   

ややあては去る   124  25  63  24  7  3  ニ  
108．0％  20＿2％  50．8％  19．4％  5．6％  2．4％  1．6％   

どちらともいえない   147  7  36  79  20  5  0  
100．0％  4．8％  ユ4．5％  5：】．7％  1：；．6％  ユ．4％  0．0％   

あまりあてはまらない  7l  2  ‘  17  37  7  2  
1（X）．0％  2．8％  冨，5％  コ）．9％  52．1％  9．9％  2，息％   

全くあてはまらない   95      7  4  各2  0  
100＿0％  】．1％  l．1％  7．4％   4．2％   86．ユ％   0．0％   

bl、∴エ‥ロ 亡コ、・、…●ニ：：ギ‥工コ「  
■大いにあては壬る  ロややあてはまる  巴どちらともいえない ■あチリあてはヂらないロ全くあてはtらない ロ■国書  

（注）全体には無回答だったコ施設が含まれる。  

32  31  

6）外来管理加算の意義付けの見直しによる経営上の影響（自由記述式）  

主な意見は次のとおりであった。  

「（8）自己負担が布くなるため、5分以内の診療を求める患者が増えた」については、病  

院、診疾所ともに「全くあてはまらない」が最も多く、それぞれ42．2％、44・4％であった。  

一方、r大いにあてはまる」と「ややあてはまる」を合わせると、病院では5・6％、診療所  

では7．2％で、病院、診療所ともに低かった。  

国表51外来管理加井の意♯付けの見直しによる影響  

「（8）自己負担が高くなるため、5分以内の診療を求める患春が増えたJ  

Ot     20～    4（九    仰    8【且   Im  

○外来管理加算を算定できなくなった患者が増えたため、大幅な減収となった。   

○薬だけですむ患者との短時間の問診では加算ができなくなり収入が減少した。   

05分以内の診療を求める愚者が増えた。  

○減収により医療機器の更新ができなくなった。   

○懇切丁寧な説明と5分以上に杓ったため、患者の待ち時間が増え、延べ患者数が減った。   

／患者からのクレームが増えた。  
○診療時間の延長により、外来部門の残業代が増加した。   

○診療内容は今までと変わらないが、カルテへの記載内容が増えた分、診療時間が長くな   
り、患者を待たせてしまう結果となっている。   

○従来から診療時間は十分時間をかけているので、特に影響Iiない。   

○小児のみが対象のため、患者・保護者に納得してもらうよう診療をするため、診簾時間   
はもともと長い。今回の改正による影響はない。   

痍院（n＝ヰ89）11t  

診療所（。当り）乙3亡  

■大いにあてはまる  口ややあてはまる  凸どちらともいえない ■あまりあてはまらない臼全くあてはまらない ロ無回答  



7）望ましい「鸞切丁寧な説明」  

①望ましい「立切丁字な説明」の内容（病院・診療所）   

留ましい「懇切丁寧な説明Jの内容については、病院、診療所ともに「】貫目掛こ異なる  

頻度で実施するべき」（それぞれヰ2．6％、49，6％）が最も布い割合であった．次いで、病院  

では、「定期的に実施するべき」（柑．コ％）、「患者が求めた時に実施ナるべき」（柑．3％）、「毎  

回実施するべきJ（15．4％）となり、診療所では、「毎回実施するべきJ（15．4％）、「患者が  

求めた時に実施ナるべき」（15．0％）、r定期的に実施するべきJ（14．2％）であった．   

次に、r項目毎に異なる頻度で実施するべき」と回答した病院（200施設）と診療所（ヱ55  

施投）における頻度別にみた「懇切丁字な説明」の実施項臼についてみると、「毎回実施す  

べき項月」は、病院、診療所ともにー問診」（それぞれ8‘．0％、8り％）が最も多くなった．  

次いで、r身体診軌（それぞれ7】．5％、70．‘％）ヾr症状・状簡についての税明」（それぞれ  

ヰ7．5％、52．5％）セあった．   

r定期的に実施するべき項目jについてみると、病院では、r生活上の注意や指導」（4LO％）  

が最も多く、次いで「治療方針についての説明」（34．5％）、r処方薬についての説明」（24．5％）、  

r症状・状態についての説明」（2ユ．5％）であった．診療所では、r拾療方針についての説明」  

臼＝％）が最も多く、次いで「生活上の注意や指軌（30．‘％）、「処方薬についての説明J  

（Ⅱ．0％）であった．   

r患者が懇切丁寧な説明を求めた時に実施するべき項目」についてみると、病院、診療  

所ともに「悩みや不安・疑問への対応j（それぞれ53．5％、59．6％）が最も多かった．次い  

で、病院では、「症状・状態についての説明」（32．8％）、「処方薬についての説明」（32．0％）、  

r生活上の注意や指導」（コ15％）となり、診療所では、一括療方針についての説明」（36．9％）、  

r処方薬についての税汎＝加．1％）、r生活上の注意や指導」（33．3％）であった。   

「医師が必要と判断した時に実施するべき項目」についてみると、病院では、一拍捉方針  

についての税別（‘1．5％）が最も多く、次いで「処方薬についての悦明」（52．5％）、r症状・  

状掛こついての説明」（4gO％）、r生活上の注意や指軋（42．5％）であった．診療所では、  

「処方薬についての説明」（58．4％）が最も多く、r治療方針についての悦明」（57．‘％）、r症  

状・状態についての説明」（48．2％）、r生活上の注意や指導」（4‘．7％）であった．  

国表5之 望ましい†懇切丁字な説明」の内容（病院・診療所）  

1■勲：■■■■ぺ■■■  

b■  M  止○  仙  ■山 l蝕）♪  

義■■■ナもぺt斗E   

M 黒山 仙）〟上 船月Il∞1  

■■  
■l■■   

■概・牧■についての側Il  

鎗t方れIこ■ユ、ての山■  

世さ  
■■■■   

l■状▼状1についての丑■  

▲■方州こついての止■  
土∬上の注暮や什■  
山方■に■コいての虞■  

甘みや不王・■Hへの一応  

モ○）■  

■■■  

【  

巨評  
■こ万轟につ札ヽての血■l  

uみや軍書・t■へ○■応  

こ：：島塁塾」．［墓惑  

■■■■■丁■々■■t●巾仁■lこ▲■▼■■■t■  ■■■一▲■と■■し研■こ■■▼■べ■●■  

u 州 側力 岬■ ■柑l岨O  u ひ♪ 嶋月 別 00カ1鴎■  

■■  
■■■■   

■駄・槻仁‘九lての杜■   

ユ■方州こ‘：■lてのh■  

土手上の正■サ■■   
九力暮についての旗■   

甘みや不f■■へ○■応  

モの■  
■ll暮  

a6  

図表糾 患者の性別  

0【h    20瓜    18瓜    80仇    80瓜   】∝l鎖  

（3）患者調査の結果概要   

【調査対象等】  

○患者桝査  
詞主対象：「病院調査」及びー診療所鋼査」の対象施掛こ調査日に来院した患者．  

ただし、l施故につき最大4名の患者とした．4名の内訳は、外来管理加  

算を算定した息着ユ名、外来管理加算を算定しなかった再診の患者●2名  

とした。  

●r外来管理加算を算定しなかった患者」とは、検査、リハビリテーショ  

ン、精神科専門療法、処置、手術、麻臥放射線治摩を行っていない再診  

患者とした．   

回答数：1卯）人   

回答者：患者本人または家族   

調査方法：調査対象施設を通じて配布．回収は各患者から闘査事務局宛の返信用封  

筒にて直接回収．  

①患者の基本属性   
患者の性別についてみると、全体では、男性が42．4％、女性が57．5％であった．   

外来管理加算の算定の有無別にみると、「算定あり」の患者では、男性が朋．7％、女性が  

55．3％となり、r算定なし」の患者では、男性が3，．4％、女性が即，5％となり、r算定なし」  

の患者では、「算定あり」の患者と比べて女性の割合がやや高かった。  

■男性  巴女性  □無回答  

（注）・全体には無回答だった℃施般が含まれる．   

・「算定ありJは外来管理加算を算定した患眉、「算定なし」は外来管理加算を算重し  
なかった患者を衰ナ．以下、同様．  

L
呵
 
 
 



患者の傷病についてみると、全体では「高血圧」（29．1％）が最も多く、次いで「風邪・  

気管支灸」（12．2％）、傾痛・膝痛などの関節胤（lヱユ％）、「糖尿病」（9・8％）、「那旨血症」  

（7．5％）であった。   

外来管浸加算の算定の有無別にみると、「算定あり」の患者、「井定なし」の患者ともに、  

「高血圧」（それぞれ34．g％、2l．5％）が最も多かった。次いで、「算定あり」の患者では、  

「糖尿病」（12．ユ％）、「風邪・気管支炎」（1l．7％）、「腰痛・膝痛などの関節丸（99％）と  

なり、「算定なし」の患者では、憾痛・膝痛などの関節痛」（15．2％）、「凰邪・気管支炎」  

（12，8％）、「糖尿病」（6．6％）となった。  

図表57 患者のヰ病  

患者の年齢についてみると、全体では、平均57．0歳（標準偏差1g4、中央値60・0）こ一あ  

った。外来管理加算の算定の有無別にみると、博定あり」の患者でIi、平均5g・5歳（標準  

偏差t7．9、中央値引．0）、√算定なしjの患者では、平均549歳（標準偏差柑・9、中央値570）  

となり、「算定あり」の患者の平均年齢の方がやや高かった。   

患者の年齢を分布でみると、「算定あり」では、「70～79歳」（23．0％）が最も多く、次い  

で「‘0～69歳」（ココ4％）、「50～59歳」（】7．9％）、「40～49歳」（ll．2％）となった。「算定な  

し」の患者では、「70～79乱（19．2％）が最も多く、如、でr50～59歳」（18▼g％）、「6r卜  

69歳」（柑．3％）、「〕0～ユ9軌（13．7％）であった。  

国表55 患者の年齢（歳）  

平均壇  標準偏差  最大値  最小値  中央値   
全体（n≠1924）  57▼0  18．4  103．0  0．0  60．0   

病院  5（；、2  】7．5  9占．0  2．0  58．0  

診療所   57．8  柑．5  10：；．0  0．0  62．0   

算定あり（肝1092）   58．5  17．9  10：〉．0  2，0  61．0  

病院   57．8  17．ユ  9（；．0  2．0  60．0  

診療所  59▼4  柑．7  103．0  3．0  65，0   

算定なし（ロ＝832）   54．9  18．9  ，9．0  0．0  57．0   

病院  54．う  17，8  95．0  3．0  55．0  

55．‘  20．4  99．0  0．0  68．0  

図表56 患者の年齢の分布  

0仇  10Jh  20仇     30．m     ヰ00ヽ     50【h  

図表59 受診した診療科別の算定あり・なしの割合（全体）  

01  201  ■O1     6（乱     8（注    1備  

②患者の通院状況   
患者が受診した診療科についてみると、全体では、「内科」（59▼l％1が最も多く、次いで  

一艇形外科」（9．5％）、「外科」（4．5％）と続いた。   

外来管理加算の算定の有無別にみる」＝、「算定あり」の患者、「算定なし」の患者ともに  

「内科」（それぞれ65．5％、50．7％）がtも多く、次いで「整形外科」（それぞれ8・1％、113％）  

であった。  

国表58 受診した珍環科  
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全体  算定あリ  算定なし  
％  ％  ％   

全体   l，933l108．0    1．1〔府  100．0  島）3  100，0   

内科   】．142  59．l   7ユ0  65．5  422  597   

外科   87  4，5  36  3．コ   5l  61   

整形外科   l写3  9j  89  8＿Ⅰ   94  ll3   

形成外科   9  C．5  6  0．5   〕  94   

脳神級外科   ユ6  1．9  22  2．0   14  」二7   
′ト児科   49  コ」5  29  2．6   20  ヱ4   

産婦人科   5畠  ］．0   29  2．6   29  j、5   

呼吸器科   8  【し4  5  0．5   〕  0．4   
消化器科   28  】．ヰ  15  l．4   13  ト6   

循環器科   45  ：亡＿2  26  ヱ．4   17  20   

2名  L4  0．7   ZO   

精神科       ロ      左4  眼科  59  二【，l   14  l．3  45  5，4  耳鼻咽喉科  34  1L．8   9  0．8  25  ！・0  泌尿器科  29    ．5  16  1．5  13  】，6  皮膚科  7l    ．7  〕9  3．5  3ヱ  コ，g  その他  60    ．l  32  2．9  28  ヨ4  無回答  9    ．5  5  0．5  土」】」5   科
）
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 （注）「その他」の内容として、「リハビリテーション科」、「心療内科」、「神経内剛、「肛門軌  

等があげられた．  



図表61受診した診療科別の算定あり・なしの割合（診療所）  

伍  2昭  仰1  6t〉1  8（粍  100l  

国表60 受診した診療科別の算定あり・なしの割合（病院）  
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■暮定あリ  B井更なし   

通院頻度についてみると、全体では、rlか月に】回程風加．4％）が最も多く、次いで  
r2遇榔こ＝司程丸（2l・3％）、r主引こ1回程度J（】0．9％）、r牢に数回捏軋（6．9％）であ  

った。列・来管理加井の算定の有無別にみると、r算定あり」の患者、r算定なし」の患者で一  
も同様の傾向であった．   

r算定あり」の患者と「井定なし」の患者を比較すると、r算定あり」の患者ではr2週  
間にJ回程度」（22・‘％）、rlか月にl回程度」如・6％）、「2か月に】回程度」（6．‘％）の割  
合がー算定なし」の患者よりもホく、「井定なし」の患者では「初めて」（8j％）、「卦こ1  
回程度」（13・0％）、特に数回租董」（”・8％）の割合が「算定あり」の患者よりも高かった。  

図表62 通院頻度  

肪 1仇 201 3肪 4m 5仇 る肪 丁肪 801 9仇 t00ヽ  

図表63 通院頻度く病院・鯵機所別）  

D瓜    20瓜    朋）J旛    80劇    的．0‡   t（氾．Ot  

1ヱ     t．1     1．3  

05  

0．5  

0．ぢ  

乙0  

1j  

乙2   （酎rその他ノの内容としては、r適に2匡＝、「遇に柑」、r㌢週間に】軌、rlO日に1臥等  

があけられた．  

■初めて  8慮に1回程度  B2週間に咽程度  

ロlか月に1回程度 日2力、月に咽程度 色年に数回程度  

巳モの他  0触回筈  

46  



通院期間についてみると、全体では、「1年以上」（59t％）が最も多く、次いで「6か月  

以上～1年未満」（12．1％）、「初めてJ（名，1％）となった。   

外来管理加算の算定の有無別にみると、「算定あり」の患者、甥定なし」の患者ともに  

「一年以上」（それぞれ6ユ．0％、5コ9％）が最も多かった。惰定あり」の患者の割合が頂  

定なし」の患者と比較して、9．1ポイント高かった。  

画表64 通院期間  

仇  tO～  20～  301 ヰ肌  501 60ヽ  701 801 90～ l〔肌  

図表85 通院期間（病院・診療所別）  

0，仇    凹，仇   40肪   6D．01   80．〔h l008t  

‾】 
日＝土＼月末荒  

・ 
ミ 

「一斑二、月末濱  
臼6か月以上～1年未濱  
田わからない  
□無包筈  

l：・∴ ‥∴  

1日8か月以上．年末礫  

巴1カ、月末満  

山3か月以上6か月末薫  
ロ1年以上  

巳モの他   

平成20年4月以降の「問診・身体診療」の状況についてみると、全体では、「3月以前と  

変わらす丁寧」（89．9％）が最も多かった。「ユ月以前よりも丁寧」は5・6％であった。この  

傾向は、「算定あり」の患者、「算定なし」の患者においても同様であった。  

図表6－ 平成20年4月以降の診察内容の変化（問診・身体診察）  

81  2（n  401  8【几  SDX l加～  

③診察内容等の変化洞じ医療機関に1年以上通院している患者）   

同じ医療機関に】年以上通院している患者のうち、担当医師が1年前と変わったかどう  

かについてみると、全体では、担当医師は「変わらない」（S6．5％）が大多数を占め、担当  

医師は「変わった」はIO＿5％であった。博定あり」の患者、「算定なしJの患者ともに同  

様の傾向がみられた。   

病院・診療所別に担当医師の変更をみると、病院では担当医師が「変わらない」という  

患者が812％、診療所では92．4％となり、診療所の方が削、結果となった。  

図表66 担当医師の変更（同じ医療機関に1年以上通院している患者）  

00t    200t    ㈹．0～   800ヽ    880～   100月偶   

H3月以前よりも丁字  臼3月以前と変わらす丁字  

83月以前とたわらす丁字ではない 貯3月以前よりも丁寧ではない  

□無回答   

」＿」竺竺竺L＿Ⅳヱ竺空  



平成20年4月以降の「今後の治療方針■生活上の注意や指軋こついての医師からの説明」  

の状況についてみると、全体では、r3月以闘と変わらずわかりやすい」（87．】％）が最も多  

く、「）月以前よりもわかりやすい」は7ユ％であった．「算定あり」の患者では「3月以前  

よりもわかりやナい」の割合が、憤定なし」の患者よりもl．巨ポイント高くなった．  

図表69 平成20年4月以降の診察内容の変化  

（今後の治療方i十・生活上の法王や指導についての医師からの悦明）  

01  2（粍  401  6Dt  8〔粍  l∝粍  

平成20年4月以降の「症状・状態についての医師からの説明一の状況についてみると、  

全体では、「3月以前と変わらずわかりやすいj（8了．8％）が最も多く、r〕月以前よりもわか  

りやすい」は8．0％であった．この傾向は、r算定あり」の患者、「算定なし」の患者におい  

ても同様であった。  

図表68 平成20年4月以降の診察内容の変化（症状・状態についての医師からの説明）  

OI  2m  4仇  6αl  帥I  l∝拐  

臼ユ月以前と変わらγわかりにくい ■1月以前上りもわかりにくい  

■ユ月以前よりもわかりやナい   包3月以前と嚢わらずわかりやすい   D■向嘗  

■3月以前よりもわかりやナい   ロコ月以罰と奮わらすわかりやナい  

ロコ月以前と丈わらすわかりにくい ■ユ月以前上りもわかりにくい  
ロー回答  

51  

平成20年4月以降の「処方された薬についての税別の状況についてみると、全体では、  

r3月以前と変わらずわかりやナい」（gT．Ⅰ％）が最も多く、r3月以前よりもわかりやすい」  

は‘・5％であった。この傾向は、r井定あり」の患者、r算定なし」の患者においても同鱒で  

あった．  

国表7D 平成20年4月以降の診察内容の変化（処方された薬についての説明）  

OX Z（粍  4α1  80‡  8Dl  l00～  

平成20年り以降の「悩みや不安についての柑勘の状況についてみると、全体では、  

「3月以前と変わらすわかりやナい」（88，7％）が最も多く、rユ月以前よりもわかりやすい」  

は7・7％であった。この傾向は、r算定あり」の患者、「井走なし」の患者においても同様で  

あった。  

図表71平成20年4月以降の診察内容の変化（悩みや不安についての相談）  

01  2靖  側1  6鵬  8m  Imr 

13月以前よりもわかりやすい   ロ3月以飢と変わらすわかりやすい  

田3月以前とまわらすわかりにくい ■3月以前よりもわかりにくい  

Dお回答  
臼3月以前と奮わらT応じてくれない ■3月以前よりも応じてく九ない  

■3月以前よりも応じてくれる   □3月以前とたわらす応じてくれる   ロ■回答  

53  54   



平成20年4月以降の「診察までの待ち時間」の状】兄についてみると、全体では、「コ月以  

前と変わらない」（76j％）が最も多く、「つ月以前よりも長くなった」は157％、r3月以前  

よりも短くなった」は56％であった。   

「算定あり」の患者と「算定なし」の患者とを比較すると，丁算定なし」の患者でIi、「3  

月以前よりも長くなった」と「ユ月以前よりも短くなった」割合が「算定あり」の患者より  
もホい結果となった。  

図表73 診零までの待ち時間の変化  

0劇     20．m     40〔粍     8001    8001    1D【】0～  

平成20年4月以降の「医師が直】要診察してくれる時間」の状況に一ル、てみると、全休で  

は、「ユ月以前と変わらない」（88．0％）が最も多く、「〕月以前よりも長くなった」は97％  

であった。この候向は、「算定ありjの患者、「算定なし」の患者においても同様であった。  

図表72 平成20年4月以降の診察時㈲（医師が直接診零して〈れる時間）の変化  

仇  201  4（乱  601  81こ穐  IC闇  

2j  

阜 乙5  

叩・  之D  

＝∴青 3．0  

乙5  

・  

ニ．ア 

5  

ロ撫匝l昔  窒竺コ   
■3月以前よりも暴くちった   

臼3月以前よりも短くなった  

■3月以聯Iよりも轟くなった   巳3月以節Iと変わらない  

ロユ月以前よりも短くなった   ロ■回答  

56   

④診察を受けた時の状況   
診察を受けた時間についてみると、全体では平均9．9分（標準偏差g．6、中央値100）で  

あった。外来管理加算の算定の有無別にみると、「算定あり」の患者でIi、平均10．5分闇  

準偏差9，5、中央値IO．0）、r井定なし」では、平均88分（標準偏差占．9、中央値6．0）であ  

った。   

診察を受けた時間の分布を外来管理加算算定の有無別にみると、「算定ありjの患者では、  

r10分以上15分未満」（345％）が最も多く、次いでr5分以上‘分未満」（24．3％）、「15  

分以上」（20．8％）であった。－方、「算定なし」の患者では、「5分以上‘分未満」（28．7％）  

が最も多く、次いで「10分以上15分未満」（ヱ5．1％）、「5分未満」（19．0％）、「15分以上」  

（Ⅰ7る％）であり、「算定あり」の患者に比べて時間が短い。  

図表74 診察を受けた時間（分）  

国表75 診察を受けた時間の分布  

0．肌    10瓜     20瓜     ユ8一Ot    18」：粍     58仇  

5分乗薫  

5分以上8分乗遍  

8分以上一分乗ミ■  

7分以上8分乗賞  

8分以上9分乗1  

9分以上10分乗1  

川分以上15分乗三萬  

】5分以上  

憮準偏差  最大値  最小値  中央値   
8．6  l二三O．0  l．0  10．0   

9．了  120．0  20  g，0   

7．2  60．0  l．0  10．0   

9．5  120．0  ：．0  10．0   

】1．3  120．0  2．0  100   

7．0  600  2．0  100   

6．9  郎）．0  l．0   6．0   

6．5  60．0  2．0  6．0   

7．4  40．0  l．0  毛．0   

平均値   
全体（n＝lヱ70）  9．9   

病院   9．7  

診療所   10．l   

算定あり（n＝765）  】0．5  

病院  10．6  

診療所   10．4   

算定なし（n＝505）  8．8  

病院   冨．2  

診療所   9．5  

図表76 診察を受けた時間の分布（全体、病院・診療所別）  

0l）t lOOt     2D仇     30」n    10．（I1    50，0～  

5分乗薫  

5分以上6分乗三纂  

6分以上丁分乗；■  

7分以上8分乗濃  

8分以上8分乗三■  

9分以上10分乗礪  

10分以上15分乗責  

15分以上   

性）・「診察時軋とは、診察室に入り、医師から直接、問診や身柁察を受けたり、医師へ  
質問したり、医師から説明を開いたりした後、診察室を出るまでの時間を指す【 

t「わからない」という回答、無回答を除き、集計した。  



図表丁7 診察を受けた時間の分布（井定あり、病院・診療所別）  

医師から受けた診察の内容についてみると、外来管理加算の「算定あり」の患者、「算定  

なし」の患者ともに、「問診」（それぞれ氾．4％、7‘j％）が最も多く、次いで「症状・状蘭  

についての説明j（それぞれ7“％、69．0％）、「身体珍軌（それぞれ7l．2％、6l，9％）、r生  

活上の注意や指導」（それぞれ59．4％、4g．3％）であった。  

国表79 医師から受けた診察の内容  

l  

l叶u  

5分封．上■分村  

■分且上7分細  

丁升以上l分乗1  

1分鼠上l分細  

■分以上l扮渕  

10分以上tl分乗粛  

ほ分鼠上  

国表78 鯵罵を受けた時何の分布（算定なし、病暁・診療所別）  

OJ耳   l0．D■    皿    コOJh    棚    瑚  
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識は欄  

ユ分以上○分乗薫  

l分り．上1分乗欄  

丁分£L上8分乗1  

1分以上○分乗jl  

扮以上持分靂欄  

to分鼠上柑分乗膚  

15分l江上  

（注）「その他jの内容として、r検査や検査点異に対する悦軌、「家族に関する悩みや相餅J等   

の回答があげられた．  

59  60  

図表80 医師から受けた診察の内容（全体、病院・診療所別）  

図表82 医師から受けた診察の内容（算定なし、病院・診療所別）  
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図表81医師から受けた診察の内容（井定あり、病院・診療所別）  
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診察時間の長さに対する評価についてみると、全体では「ち上うどよい」は6ユ％）が大  

多数を占めた。一方で、r長すぎる」（l．5％）と「長い」（5．2％）を合わせると6．7％、r短  

すぎる」（4．1％）と「短い」（04％）を合わせると4j％であった。この傾向は、慣定ありJ  

の患者と「算定なしjの患者でも同様であった．  

図表84 診察時Ⅶの長さに対する評価  

0（洩     20（几    4D肪    80．Ot     80仇    1ひ：〉ロ～  

診察内容に対する満足度についてみると、「算定あり」の患者では、「とても満足してい  

るJ（エコ9％）と「満足している」（6ユ．コ％）を合わせると耶ユ％、博定なし」の患者では、  

「とても満足している」（は7％）と「満足している」（糾．5％）を合わせるとg32％で、r算  

定あり」の患者の方がやや高い結果となった。一方、「算定あり1の患者、「算定なし」の  

患者ともに「どちらともいえない」（それぞれ10．5％、t2．7％）が】割を占めた。  

図表83 診察内容に対する満足度  

0．t醜    200～    10仇    80．0ヽ    80［慣   1（氾01  

日射、診ち上うどよい ■短し、口短すぎる □ 

とても満足しているロ満足している   Bどちらともいえなし   

不濃である    日とても不満である D無回答   

64  

「診療時間の長さに対する評価別平均診察時間」についてみると、全体では、「長すぎそ1、  

長い」とした患者の平均診察時間は1242分、「ち上うどよいJとした患者の平均は9．g6分、  

「短い、短すぎる」とした患者の平均は552分であった。外来管理加算の算定別にみるとし  

「算定あり」では、「長すぎる、長い」とした患者の平均は1295分、「ち上うどよい」とし  

た患者の平均は10．59分、r短い、短すぎる」とした患者の平均は5．揖分であった。「算定  

なし」では、「長すぎる、長い」とした患者の平均は1l．引分、「ちょうどよい」とした患者  

の平均は8．79分、「短い、短すぎる」とした患者の平均は5．67分であった。   

「ち上うどよいj と回答した「算定あり」の患者の平均診察時間は、「算定なL」の患者  

より平均1．等分長い結果であった。  

国表85 r診察時間の長さに対する評価」別平均診察時間  

図表86 「診察時間の長さに対する評価」別「診察内容に対する満足度」  

01     201    40ヽ    60t    8（】1   10（穐  

時間（分）   

全体   患者勤  平均霊夢察   全体  1270l 9．8（  長すぎる、長い  糾【12．4：  ちょうどよい  11コDL  9＿名（  短い、短すぎる  52l 5】5：  無回答  wま」▼＿＿▼【1互選   
算定あリ  丼定なし   

1患者数  平均診察 時間（～ナ）  患者数】書芸慧   l              7（）5  10．55  505】 g6：   
55  12＿95     29  

67：！  10＿59  45了  8．79  】4     5．44   1g  5．る7  ）   3  1を00   ロ  5．0（1  
r診泰時間の長さに対する評価」別に「診察内容に対する満足度」についてみると 外  

来管理加算の「算定あり」の患者では、■長すぎる、長い」と回答した患者のうちIと、†，  

満足している」はコl．7％、「満足している」は57．3％であり、「とても満足している」と 満  

足している」を合わせると 89．0％であった。「ち上うどよい」とl可答Tノた患者では、㌧て  

も満足している」は25，l％、「満足している」は66．6％であり、「とても満足している」と  

偶足している」を合わせると91．7％であった。一方、「短い、短すぎるこ と凶音した㌣着  

では、rとちらともいえない」（54．5％）が最も多くなった。   

外来管理．加算の「算定なし」の患者でこま、「長すぎる、長い」と回零した患者、∩うち と  

ても情足し丁し、ろJは三5Dじイ）、†満足しているj は60ヰ％であり、りてh前足してト  

と「満足しているJを・合わせると 854％．であった。「ち上うどよいJと回答した患者、三、  

とでも満足している」は19〕l％、「満足している」は68，6％丁あり 「とても満足し J、  

る」と「満足し‾しいるj を合わせると8フ．9％であった。方、「短い、短すぎる」と＿L】］  

た患者は、「どららともいえない」（粥5％）が最も多くなった。   

外来管理瓜虜の算定別に「長すぎる、長い」と「ち上うどよい」と回答Lた患者の満足  

度を比較すると、「とても満足しているj と「満足している」を合わせた割合は、「算定－あ  

り」の患者の力が、r算定なし」の患者よりもそれぞれ3．占ポイント、j8ポイント高く上っ  

た。同様に「短い、短すぎる」と回答した患者の満足度は、「算定あり」と「算定なしの  

患者ともに「どちらともいえないJ（それぞれ545％、48．5％）が最も多くなった。  

65  
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「 ■とても茶毘している    D満足している  

日どちらともいえない  ■不満である  
目とても不講である  ロ無回答  
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医師の説明内容の丁寧さについての評価についてみると、全体では、「丁字だったJ  

（6l．1％）が最も多く、「とても丁寧だった」（19．5％）とあわせると紬．‘％となった。  

国表88 医師の説明内容の丁字さについての評価  

0．（h     20．OI    40．ロ1    80瓜    80．Dt l【旧刀l  

医師の問診や身体診廟の丁申さについての評価についてみると、r算定ありjの患者では、  

「丁寧だった」（¢a．a％）が最も多く、「とても丁寧だったj（24．4％）を合わせると87．7％  

であった．－一方、r算定なし」の患者では、rT寧だった」（60，5％）が最も多く、rとてもT  

辛だったj（20．4％）を合わせると80．9％であり、r算定あり」の患者方がやや挿机、割合と  

なった．  

包表87 医師の問診や身体診察の丁字さについての肝価  

0．01    2q瓜    400～    800I   80月1  100一Ot  

■とてもT平だった  8丁半だった  
Bどちらともいえない  ■あまリT事ではなかった  

ロまったく丁寧ではなかった   ロその他  
ロー回答  

1とても丁寧だった  臼丁寧だった  
□どちらともいえない  疇あまり丁寧ではおかった  
白まったく丁字ではなかった   田その他  
□鼻回答  
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図表89 r診察時間の長引こ対する評価」別「医師の問診や身体診習の丁字さの辞軌  

0ヽ    20ヽ    10ヽ    dOヽ    801   】00ヽ  

阻表90 r診零時間の長さに対する絆価」別「医師の睨明内容の丁辛さの評価」  

0ゝ    20ヽ    ヰOl、   60t    80i lOOl  

1とても丁字だった  騨丁寧だった  
巧どちらともいえない    口あまり丁寧ではなかった  
白まったく丁寧ではなかった 8その他  

口無回答  

■とても丁字だった  田丁寧だった  
田どちらともいえない    ℡あまり丁寧ではなかった  
gまった〈丁寧ではなかった ロその他  

□無回答   



「診察時間の長さに対する評価」別に「医師の説明内容についての理解度」についてみ  
ると、外来管理加算の「算定あり」の患者では、r長すぎる、長いJと回答した患者のうち  

「十分に理解できた」（40，2％）と「だいたい理解できた」（47．6％）を合わせると 878％、  

「ち上うどよいJと回答した患者では卯5％、「短い、短すぎる」と回答した患者では709％  

であった。ト短い、短すぎる」と回答した患者のうち1ユ．7％が「あまり理解できなかった」  

と回答した。   

外来管理加算の「算定なしJの患者では、「長すぎる、長い」と回答した患者のうち「十  

分に理解できた」（37．5％）と「だいたい理解できた」（5写】％）を合わせると 95鳥％、「ち  

上うどよい」と回答した患者では92＿4％、「短い、短すぎるj と回答した患者では60．6％で  

あった。「短い、短すぎる」と回答した患者のうち21．2％がrあまり理解できなかった」と  

回答した。   

外来管王里加算の算定別に「長すぎる、長い」と「ち上うどよい」と回答した患者の理解  

度を比超すると、「十分に理解できた」と「だいたい理解できた」を合わせた割合は、「算  

定あり」の患者より「算定なし」の患者の方が、それぞれ8．0ポイント、l．9ポイント高く  

なった。同様に「短い、短すぎる」と回答した患者の「あまり理解できなかった」割合に  

ついてみると、「算定なし」の患者の方が「算定あり」の患者より奪．5ポイント高くなった。  

医師の説明内容についての理解度についてみると、全体では、「だいたい理解できた」  

（50．】％）が最も多く、r十分に理解できた」（；g7％）と合わせると8＄．8％で大多数を【1わ  

た。外来管理加算の「算定あり」の患者と「算定なし」の患者でも同様の傾向であった。  

図表gl医師の説明内容についての理解度  

D（h     2【IO1    400ヽ    60Dヽ     8†）0ヽ    10〔】01  

ロだいたい理解できた  
白まったく理解できなかった  
日その他  

H十分に理解できた  
Eあまり理解できなかった  

日蚊明を受けていない  
ロ撫回答  

⑤外来管理加算の時間の目安についての考え   
外来管理加算の時間の目安についての考えをみると、全体では、「時間の目安は必要でな  

い」が558％で半数以上を占めた。一方、・「時間の目安は必要だ」という回答は、3〕．8％で  

あった。この傾向は、「算定あり」の患者と「算定なし」の患者も同様であった。   

次に、「時間の目安は必要だ」と回答した人における r時間の目安」についてみると、全  

体では「5分くらい」（67．6％）が最も多く、次いでr5分より長く」（25．7％）、「5分より短  

く」（6，0％）であった。この傾向は、「算定あり」の患者と「算定なしJの患者でも同様で  

あった．   

図表92 「診察時間の長さに対する評価」別「医師の税明内容についての理解度J  

■十分に理解で書た    Eだいたい理解できた  

四あまり理解できなかった  ■まったく理解できなかっ  
臼説明を受けていない    臼その他  



「外来管理カロ算の時間の目安についての考えj別に平均診眉時間をみると、柑安は必要  

だ」と回答した外来管理加算r算定あり」の患者の平均はtl．08分、一斉定なし」の患者の  

平均は8．‘8分であった．一日安は必要ではないJと回答した外来管理加算「算定ありJの患  

者の平均は10．糾分、「算定なしJの息者の平均は8，47分であった．ー算定ありJ、r算定な  

し」の患者ともに柑安は必要ではない」と回答した患者よりもー目安は必要だ」と回答  
した患者の平均診察時間の方がそれぞれ1．叫分、0．21分長かった．  

図表95 「外来管理加算の時㈲の目安についての考え」別平均診察時間  

国表93 外来管理加暮の時㈲の目安についての考え  

01  20t  胡乱  ¢01  8（粍  】00l   

時間（分）   時Ⅶ（分）   時間（分）   全  件  暮定あり     算定なし   患者数  平均診察   患者数  平均診察   患者逝  平均診察   合計  1270  ● こ●  7‘5  10．55  505  8．82  計安は必要だ  ヰ丁2  10．16  2，l  1t．08  l耳l  8＿68  目安は必要ではない  ‘7l  9．】8  389  10．04  2g2l  さ．4T  臼 さ  127  ll．27  85  ‖．01  42l ll．79   
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r実施してほしい一部項月の内容Jについて外来管理加算の算定の有無別にみると、「通  

院毎」では、r症状・状態についての説明」（それぞれ70．7％、8j．0％）が最も多く、「算定  

あり」の患者と比較してー算定なし」の患者の方が削、割合であった。   

一定期的」についてみると、「算定あり」の患者、「算定なし」の息者ともに「症状・状  

態についての悦明」（それぞれ75．7％、7l＿4％）が最も多かった．次いで、r算定あり」の患  

者では「間軌（糾．9％）、「身体診森」（‘2．2％）と続き、r算定なし一の患者ではー治療方  

針についての説明」（54．8％）、r身体診察」（52．4％）、「生活上の注意や指軋（42．9％）であ  

った．   

r病状に変化があったときのみ」についてみると、r算定あり」の患者、r算定なし」の  

患者ともに「症状・状備についての悦明ノ（それぞれ‘5．‘％、73．9％）が最も多く、次いで  

「姶療方針についての説明」（それぞれ5】．1％、65ユ％）であり、一貫定あり」の患者と頓  

定なし」の患者を比較すると、r算定なしノの患者の方が師、割合であった．  

「自分が求めたとき」についてみると、r算定あり」の患者では、「症状・状態について  

の悦明」（‘5．6％）が最も多く、次いで「治療方針についての悦明」（5）．1％）、り遥みや不安  

の相談」（50．0％）であった．ー算定なしJの患者では、r症状・状態についての説明」（54j％）  

が最も多く、次いで「治療方針についての説明」（48．6％）、r生活上の注意や指導」（45▼7％）  

であった。   

r懇切丁寧な説明jについての要望をみてみると、全体では、r症状に変化があったとき  

のみ全項目j（15．5％）が最も多く、次いで「通院掛こ一部項目」（n．1％）、「通院毎に全項  

目j（12．4％）、r定期的に全項月」（10．0％）となった．   

外来管理加算の算定別にみると、「算定あり」の患者では、「症状に変化があったときの  

み全項凱（t4．5％）が最も多く、次いで「通院‡引こ全項目J（14J％）、r通院璽引こ一部項凱  

（13．4％）であった。   

r算定なし」の患者では、r症状に変化があったときのみ全項目」（l‘．8％）が最も多く、  

次いで「通院毎に一部項目J（12．7％）、「i由院毎に全項目」（10．0％）であった。   

全項目と一部項月を合わせた一組切丁寧な耽明」についての要望を外来管理加算の算定  
別に比べると、r算定あり」の患者では「通院毎」の割合が「井定なし」の患者より高くな  

り、「算定なし」の患者では「症状に変化があったとき」と「自分が求めたとき」の割合が  

一斉走あり」の患者上りホくなった。  

図表96 「惣切丁半な説明」についての要望  

0～  201  101  60羊・    801  1（珊  

（注）「その他Jの内容として、r医師の判断に任せているJ等の回答があげられた．  

T7  



外来管理加算の思お】度についてみると、全体では、「知っていた」が 24．2％、「知らなか  

った」が66．5％であり、6割以上の人が「知らなかった」と回答した。これは、外来管理加  

算の「算定ありjの患者と「算定なし」の患者でも同様の傾向であった。  

図表g8 外来管理加算の空知度  

001     ヱ001    40．01     8001    8001    1WOl  

図表97 実施してほしい一部項目の内容  
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症状に変化があったときのみ  自分が求めたとき   

外来管理加算の算定別における認知度の年齢分布についてみると、「算定あり」で外来管  

粗加算を「知っていた」と回答した患者は、「50～59歳」（コ．7％）が最も多く、次いで「40  

～49歳」（16j％）、り0～39歳」（15．8％）、であった。「知らなかった」と回答した患者は、  

r70－79歳」（24．g％）が最も多く、次いで「60～69歳」（Z4，1％）、「50～59歳」（163％）  

であった。  

「算定なし」で外来管理加算を「知らていた」と回答した患者は、「50～59歳」（ココ％）  

が最も多く、次いで「30～ユ9歳」（柑．＄％）、r40～49歳」（Ⅰ78％）であった。「知らなかっ  

た」と回答した患者は、「70～79歳」（20．3％）が最も多く、次いで、「60～69歳」（柑．7％）、  

「50～59歳」（l＄．2％）であった。   

「算定あり」、「算定なし」の患者ともに年齢層が高いほど外来管理加算の認知度が低く  

なり、30代、48代、50代では認知度が高くなった。   

外来管理加算の認知度を男女別にみると、「知っていた」と回答した患者は、全体の男性  

では2】ユ％、女性では26▼コ％であった。同様に、「算定あり」、「算定なし」の患者ともに女  

の方が男性より毘知度が高く、「算定なし」の女性の認知度が最も高かった。  

図表99 算定別・男女別における外来管理加算の認知度  

Ot     20～    401    60～    801   1【仇  

埜」  【■知ってし、亘二二  口裏】らなかった  



外来管理加算の琵知度別に受診した診療科をみると、全体では、外来管理加算を「知っ  

ていた」患者においては、r内科」（65．4％）が最も多く、次いで慢形外科J（フ．5％）、「皮  

膚科j（4．5％）、r外科」（4】％）であった．外来管理加算を「知らなかった」患者において  

は、r内科」（57J％）が最も多く、次いで「整形外科J（10．0％）、「外科」（5．0％）であった．   

外来管理加算の算定があり、外来管理加算を」匂っていたj患者でl土、【内科」（7l．5％）  

が最も多く、次いで鴨形外科」（6．3％）、「皮膚科」（5．2％）、r消化器科」（3．コ％）、「産婦  

人科」（＝％）であった。同齢こ外来管理加算を「知らなかった」患者では、r内科」（64ユ％）  

が最も多く、次いで「整形外軌（8．6％）、r外科」（ユ．8％）であった．   

外来管理加算の算定がなく、外来管理加算を「カ】っていたj患者では、r内科」（57．1％）  

が最も多く、次いで「整形外科」（，．1％）、「外科」（7．1％）、r産婦人科」（4．0％）であった。  

同様に外来管理加算を佃】らなかった」患者では、r内剛（購．9％）がtも多く、次いで「整  

形外科」（ll．8％）、r外剛（“％）、「眼科」（‘，2％）であった．   

図表100 外来管理加井の算定別における認知度の年齢分布  
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外来管理加算の誓知度別に受診した傷病についてみると全体では、外来管理加算を「知  

っていた」患者においては、「ホ血圧」（ぴ．3％）が最も多く、次いでr脚、気管支炎j（15．ユ％）、  

rホ脂血症」（9．8％）、r腰痛こ膝痛などの関節机（9．4％）、L糖尿軌（‘．8％）であった．   

外来管理加算を「知らなかった」患者においては、rホ血圧」（】0＿2％）が最も多く、r腰  

痛、膝痛などの関節痛J（lユ．6％）、r風邪・気管支炎JくIl＿5％）、一能見取（10＿7％）であっ  

た。   

外来管理加算の算定があり、外来管理加算をl知っていた」患者においては、「ホ血圧」  

（29，4％）が最も多く、次いで「風邪、気層支灸J（15．1％）、r神棚旨血症j（12．】％）であっ  

た．外来管理加算を「知らなかったJ患者においでは、r高血圧」臼6．6％）が最も多く、次  

いで一概尿病」くlュj％〉、†風邪、気管支丸＝＝．2％）であった．   

外来管理加井の算定がなく、外来管理加算を極っていた」患者においては、r高血圧J  

（け－‘％）がtも多く、如、でー脚、気管支炎」（15．5％）、r腰痛、臆膚などの関節痛」（10．g％）、  

r花粉症などのアレルギー疾乱（7．7％）であった．外来管理加算を「知らなかった」患者  

においては、「ホ血圧一（22j％）が最も多く、次いでー脚、腰痛などの関節軌（17．1％）、  

「風邪・気管支炎」（11．9％）、r糖尿軌（7．2％）であった．  

図表101外来管理加＃の認知度別受診した診療科  
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国表102 外来菅】里加算の認知度別受診した病名  
⑥外来管理加某についての意見＜自由記述式＞  

外来管】里加算についての患者からの主な意見は次のとおりであった。  

○生活上の健康管理面での注意、指導面のきめ細かい話は非常に役立っている。  

○パソコンを使用して、体調面の変化や薬の副作用時に関しても丁寧に説明を受け、安心   

が保てる。  

○病気によっては、説明に時間をかけてほしい，  

○外来管毘加算＝医師の懇切丁寧な悦明、であれば患者として求めている大切なことなの   

で必要だが、わざわぎ位置づけないと行われないのはおかしい。  

○時間も大切かもしれないが、ただ長い上りも短くてもてきばきとしてくれる方が助かる。   

／要点だけを手矧こ鋭明してはしい。  

○待ち時間が短い方がよい。／待ち時間が長すぎる。  

05分は長いと思う。症状が安定して変わらなければ2～3分ですむところ、毎匡H分かけ   

ては長い。  

○時間で決めるのは無理がある。／時間よりも質や内容が大事．／時間を目安にするのは   

あまりに機械的で納得できない．  

など   

実施するべき」という回答（病院の42，占％、一般診療所の49．6％）であった。その内   

駅については、「毎回実施するべき項目」としては、「問診J、r身体診軌が、「患者  

が懇切丁寧な説明を求めた時に実施するべき項目Jとしては、「悩みや不安・疑問へ  

の対応」が、また「医師が必要と判断した時に実施するペき項目」としては、「症状・  

状態についての説明」、「治療方針についての悦明」、「生活上の注意や指導」、「処方薬  

についての鋭明」といった項目の回答割合がホい結果となった．  

（2）患者調査  

・外来管理加算を算定した患者（以下、「算定あり」とする〉I，l∝）人の性別は、男性が   

叫．7％、女性が55．3％であった．また、外来管理加算を算定しなかった患者（以下、   

「算定なし」とする）基33人の内訳は＼男性が39，4％、女性が60．5％であった．  

・「算定あり」の愚者の平均年l削ま58．5歳（標準偏差17．9、中央侶：6Ⅰ，0）、「算定なし」  

の患者の平均年齢は54．9鼓（標準偏差柑．9、中央値57，0）であった。  

・r算定あり」の患者の傷病は、高血圧（34．8％）が最も多く、次いで、糖尿病（t2＿コ％）、  

風邪・気管支炎（1l．7％）、腰痛・膝痛などの関節痛（9．9％）となった．「算定なしJ  

の患者の傷病は、r算定あり」と同動こ、高血圧（2l．5％）が最も多かった．次いで、  

腰痛・膝痛などの関節痛（15．2％）、風邪・気管支炎（12＿8％）、糖尿病（占．6％）とな   

・．、t．  

・患者が受診した診療科については、「算定あり」の患者では、内科（65．5％）が最も多  

く、次いで、整形外科（8．1％）となった。「算定なしJの患者では、内科く50．7％）  

が最も多く、次いで整形外科（11＿3％）、外科（6．1％）、眼科（5．4％）となった．  

・通院頻度については、「算定あり」の患者、「算定なし」の患者ともに「1か月に1回  

程度」（「算定あり」43．6％、「算定なし」引．5％）がtも多く、次いで、「2週［即こl  

回程度」（「算定あり」ヱ2．6％、「井定なし」19．6％）となった一  

・通院期軌こついては、「算定あり」の患者、「算定なし」の患者ともに「1年以上」（「算  

定あり」63．0％、「算定なしJ53．9％）が最も多く、次いで「6か月以上1年未満」（「算  

定あり」12．4％、「算定なし」Ilg％）となった。  

・調査日に診察を受けた時間については、「井定あり」の患者では平均10，5分（標準偏  

差9．5、中央値10．0）、「算定なし」の患者では平均8．8分（標準偏差6．9、中央値6．0）  

であった。  

・医師から受けた診察の内容としては、問診（「算定あり」g2．4％、「算定なし」76．5％）、  

症状・状態についての説明（「算定あり」7“％、「算定なし」69．0％）、身体診蕪（「井  

定ありJ71ユ％、「算定なしJ61，9％）の割合が高かった。｛方、治東方針についての  

説明、生活上の注意や指導、処方薬についての説明などは、「算定あり」、「算定なし」  

ともに4割強から6割弱となった廿 また、悩みや不安・相談への対応Ii、「算定あっ」  

がヱ51％、「算定なし」が202％で最も低かった。いずれの項目も、「算定ありJの患  

者の方が「算定なし」の患者に比べて、r受けた」という回答割合が高かった。  

・診察に対する満足度について「とても満足している」という回答割合をみると、「算  
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6．まとめ  

本訴査より明らかとなった点は、以下のとおりである。  

（1）病院調査・診療所調査  

・平成20年10月lか月間における外来管理加算算定割合（再診患者延べ人数に占める  

外来管理加算を算定した患者の都合）の平均値は，病院が41．1％、一般診療所が4】0％  

であった。  

・病院における外来管理加算算定割合の高い診療科は、呼吸器科（75．8％）、循環器科  

（61，6％）、消化器科（59．0％）、内科（55．ユ％）、小児科（5ユ．0％）、脳神経外科（52．1％）  

であった。一方、外来管理加算算定割合の低い診療科は、眼科（2、1％）、精神科（6．2％－）、  

耳鼻咽喉科（15．0％）であった。  

・一般診療顔については、「主たる診療科」別に外来管理加算算定割合を算出したが、  

施設数が20を超えた診療科に限定してみると、外来管理加算算定割合が高かった診  

療科は、内科（65．〕％）、′ト児科（50．g％）であった。一方、外来管理加算算定割合の  

低い診療科は、耳鼻咽喉科（2－1％）、眼科（ヱ．7％）であった。  

・平成20年10月末現在、外来管理加算を算定している医療機関は、病院が96．5％、一  

般診療所が87．9％であった。平成20年4月の「外来管理加算の億儀付けの見直し」  

以降に外来管理加算の算定をやめた医療機関は、病院ではl．4％（7施設）、一般診療  

所では8．5％（50施設）で、一般診療所における割合が病院よりもやや高い結果とな  

った。平成つ0年4月以降に外来管理加算の算定をやめた一敗診療所の主たる診濱科  

別内訳で多いものを挙げると、眼科（58．0％）、耳▲咽喉科（2ヱ．0％）であった。  

・外来管理加算を算定した患者に対して必ず行っている診療内容としては、問診（病院  

の91．7％、一般診療所の89▼7％）、症状・状附こついての説明（病院の机．7％、一般  

診療所の90．7％）、身体診察（病院の82．5％、一般診療所の別7％）といった項ヨで  

回答割合が㌢割を超えた．この阻 一般診簾所では生活上の注意や指導（山般診療所  

のg2．3％）が8割を超えた。悩みや不安・疑問への対応、治療方針についての説明、  

処方薬についての説明といった項目を挙げた割合は病院では7割を、一般診療所Pは  

g割を割った。  

・外来管理加農を算定した患者l人あたりの平均診察時間は、病院では73分（標準偏  

差3．1、中央値60）、一般診療所で憬7．5分（標準偏差3ふ 中央値‘0）であった。  

・外来管理加算の意義付けの見直しによる影響として、「より詳細に身体診察等を行う  

ようになった」、「患者に説明をよりわかりやすく、丁寧に行うようになった」、「症状  

や説明内層に対する患者の理解度が高まった」、†患者】人あたりの診察時間が長くな  

った上「診療時間の延長が多くなった」、「患者の待ち時間が長くなった」とい／－た内  

容について、「大いにあてはまる」と「あてはまる」を合わせた回答割合は、一眼診  

療所よりも病院で高い結果となった。  

・望ましいr懇切丁寧な説明」については、病院・一般診疾所ともに「毎回実施すエペ  

き」という回答は15．4％であった．最も回答が多かったのはr項目毎に異なう姐度で  
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定あり」の患者では23，9％、博定なしJの愚者では川．7％となっており、「算定あり」  

の患者で5．2ポイント高し、結果となった。特に病院を受診した患者で比較ナると、博  

定あり」が24．9％、「算定なし」が15＿4％となり、9．5ポイントの差があった。  

診察時間の長さについては、「井定あり」の患者、「算定なし」の患者ともに、rちょ  

うどょいJが大半を占めた（「算定あり」E5．‘％、r算定なし」87．0％）．  

珍察時間の長さについて「長すぎる」r長いjあるいは「ちょうどよいJと回答した  

患者では、「短いJ「短すぎる」と回答した患者と比べて、外来管理加算の算定の有無  

にかかわらす、診察内容についてーとても満足しているJ職足しているjと回答し  

た割合が高かった。  

医師の問診や身体診蕪の丁寧さについて、「とても丁寧だった」という回答割合は、r算  

定あり」の患者では24＿4％、r算定なし」の患者では20．4％であり、r算定ありJの患  

者で4ポイント高い縫果となった．  

医師の脱明内容の丁早さについて、rとても丁牢だったjという回答割合は、r算定あ  

り」の息看でIi21．1％、r算定なしJの患者では】7．4％であった．  

医師の説明内容についての理解度について、r十分に理解できた」という回答割合は、  

†纂定あノウ」の患者では39．E％、†算定なし」の患者ではコ丁．3％であった。  

外来管理加算の時間の目安について、r時間の目安が必要だ」という回答割合は、r算  

定あり」の患者では34．4％、r算定なし」の患者では乃．1％であった．一方、r時間の  

目安は必要でない」という回答割合は、r算定あり」の患者ではさ4．4％、r算定なし」  

の患者では57．‘％であり、いすれの場合もr時間の目安ti必要でないJという回答の  

の方が多かった．  

外来管理加算のr時鱒の目安が必要だ」と回答した患者に、その目安を尋ねた結果、  

最も多かったのは「5分くらい」（「算定あり川7．5％、「算定なしJの．8％）であった，  

附こ多かったのはr5分より長く」（「算定あり」2‘j％、r算定なし」24．‘％）であり、  

「5分より短くj（「算定ありJ5．占％、r算定なしj占．5％）はl書1‖こ満たなかった．  

止革申町  

病院薫  

③上記②で選んだ診療科（主たる診療相）の表示している診療時間を24時間表記（鋼・午後3時は「15＝   
00」）でご記入ください。   

1．診療している   （  ）：（  ）～（  ）：（  ）  

月曜日               2．診療していない   （  ）：（  ）～（  ）：（  ）  

（  ）：（  ）～（  ）：（  ）   

1．診療している   （  ）：（  ）～（  ）：l  ）  
火l堤日               2．診療していない   （  ）：（  ）～（  ）：（  ）  

（  ）：（   ）～（  ）：（  ）   

1．診療している   （  ）：（  ）～（  ）：（  ）  

水曜日               2．診療していない   （  ）：（  ′〉 ～（  ）：（  ）  

（  ）：（   ）－（  ）：（  ）   

1．診療している   （   〉：（  ）～（  ）：‘（  ）  

木曜日                2．診療していない   （  ）：（   ）～（  ）：（  ）  

（  ）：（   ）－（  ）こ（  ）   

1．診療している   （  ）：（   ）～（  ）：（  ）  

金曜日                2．診療していない   l  ）：（   ）～（  ）：（  ）  

（  ）：（   ）～（  ）：（  ）   

1】診療している   （  ）：（   ）－（  ）：（  ）  

土曜日                2．診療していない   （  ）：（   ）－（  ）：（  ）  

（  ）：（   ）－（  ）：（  ）   

1．診療している   （  ）：（  ）→（  ）：（  ）  

日曜日               2．診療していない   （  ）：（   ）→（  ）：（  ）  

（   ）：（   ）～（   ）：（   ）   

1，診療している   （   ）：（  ）～（   ）：（   ）  

祝祭8                   2．診療していない   （   ）：（   ）～（   ）：（   ）  

（  ）：（   ）～（   ）：（  ）   

す生労働省保険局医療蛛委託書葉「平成20年庶診虎報酬改定の結果検証に操る特別鯛査」   

外来管理加算の意義付けの見直しの影響調査 施設票  

※以下のラベルに、tl古書号、ご回答舌のお名前をご讐己入ください．また、施陛名、所在地をご確認の上、   
た札内蓉に不旗がございましたら．弄tきで緒正してください．ご記入破いたt揺番号、お名前は、本調   
査の臨会で使用するためのものであり、それ以外の8的のために使用することはございません．また、適   

切に保t′t環・処理いたしますので，ご記入くださしヽまナょう、よちしくお■い申し上けます．  

繁本蜘査漉は．印の管理者の方と医師の方とでご相該Ⅵ上 ご記入くだきい．ご回答の障は、あてはまる   
蓼号jC（マルlで艶んでく＃きい．  

※（ ）内には榊をこ妃入ください．（）内に入る敵址がない場合にはro（ゼ柚   

を、井出でさないまたは不明の欄合は「－」をご記入ください．  
※醜蒙時点は平成20年10月末あるいは真岡に指定されている期間とします．   

1．★施設の状況（平成祁年10月末現在）についてお伺いし手す．  

（D開設手   1・甲立   2・公立  3・公的  4・社会保険閑係眉闇  

5．医療法人  6．個人   7．学校法人 8．モの他の法人   

⑦許可痍床鱒   一般病床  療t痍床  精神病床  精根鱒床  ≦染丘 新庄  廿  

床  ’ 床   床  床   床   床   
⑳疇■敵（≠独換暮）  憧 麟  歯科草輝  軍銅鉾  ■且ヰ■  その他   什  

＿ 人  ．人  ．人  ．人  ． 人  ． 人   

◎外来担当医肺魚   （  
（≠勤換算〉  ）人   

兼山捜欄については．以下の方岳で算出してください．tた、井触払井址の■員数は小数点以下鷺l拉までお手1ください．   

■l遇肌に鼓園勤環の鳩舎＝（麓♯勤鼠■のl靂偶の勤ホ晴間〉÷（貴慮拉bt定めている十勤ヰ■のt遇何の助精噌間）   

■lか月に鉄也劇痛のq合＝く幕下勤鼠■のIか月のh凍時W）÷（貴慮扱が定めていも常助m員のl島囲の胤即那恒l）   

2．外来診療の状況（平成20年10月末現在）についてお伺いします。  

1．内科  2．外科  3．整形外科   4．形成外科  

①外来診療を行って                  5．脳神経外科  6．小児科    7．産婦人科   8．呼吸さ科   
いる鯵環科  

製あてはfるものナべて  9・消化捏科 10・循環器科 11・精神科   12．眼科  

に0 ／   13．耳■咽喉科・‘一l．泌屈葬科  15．皮膚科  

16．その他（人体的に  
）   

1．内科  2．外科  3．鼓形外科   4，形成外科  

②上記（Dのうち  5．ぷ神経外科  6．小児科   7．董■人科   8．呼吸♯科   

主たる鯵憬科   9・消化豊科  10．循環器科 11．♯檜縞   12．駄科 

※0は1つだけ   13．耳■咽喉科 14，泌尿器科  15．よ■♯  

16．モの他く▲体的に  
）  

．j－1   



3．外来管理加井の算定状況等（平成20年10月末現在）についてお伺いします．  
④平成20年10月のtか月附こおける「外来夢療患者延べ人凱、「外来管理加算算定回数」等につい   

て、それぞ九（ ）内に数値をごた入く－ださい  

（りすぺての外来  （4）外来管】璽加井  

診療患者延べ  算定回数  
人数（2）＋（3）   延べ人数   

】）合計  （  ）人  （  ）人  （  ）人  （  ）回  

2）内科   （  ）人  （  ）人  （  ）人  （  ）回  

3）外科   （  ）人  （  ）人  （  ）人  （  ）回  

1）整形外科  （  ）人  （  ）人  （  ）人  （  ）回  

5）形成外科  （  ）人  （  ）人  （  ）人  （  ）回  

6）脳＃線外稗  （  ）人  （  ）人  （  ）人  （  ）回  

7川、児科   （  ）人  （  ）人  （  ）人  （ ）回  

8）産婦人格  （  ）人  （  ）人  （  （ ）回  

9）呼吸蓼科  （  ）人  （  ）人  （  ）人  （  ）回  

10）消化器科  （  ）人  （  ）人  （  ）人  （  ）向  

】t）揮環器科  （  ）人  （  ）人  （  ）人  （  ）匝】  

丁2）精神科   （  ）人  （  ）人  （  ）人  （  ）回  

】3）眼科   （  ）人  （  ）人  （  ）人  （  ）回  

川）耳▲咽喉科  （  ）人  （  ）人  （  ）人  （  ）回  

15）泌尿器払  （  ）人  （  ）人  （  ）人  （ ）回  

16）皮膚科   （  ）人  （  ）人  （  （ ）珂  

17）その他  

（ ）科  （  ）人  （  ）人  （ （ ）回  

（  ）枯  （  ）人  （  （ ）人  ）回  

（  ）科  （  ）人  （  ）人  （  （ ）回  

（  ）租  （  ）人  （  ）人  （  （ ）回  

①r外来管理加算Jの暮定をしていますか．  

※○は一つだけ。r2▲ 現在は暮定していない」土嘉今は、嘉定をやめた理由をご記入ください．「ユ ー宣し  
ている」‘壌合は、暮定開始時糊をお選びください．  

1 平成20年3月以前から算定したことがない → 7ページ4④へお進みください  

2． 平成20年3月以前は算定していたが、現在は算虻していない   

．みください  

3． 算定している →（1平成20年3月以前から 2．平成20年4月以降から）  

〕  

→次の質問②へお進みください  
②外来管理加暮を井定した患者全員に対して必ず行っている紛警内℡にあてはまるのは、次のうちどれです   
か。※あてはまる響号ナベてに○  

1．問診  2 身体診療（視診、聴診、打診及び触診等）  

3．症状・状t引こついての説明    4 今後の治療方針についての説明  

5．生活上の注意や指導  6 処方する藁についての説明  

その他〔附こ  〕  

7．患者の悩みや不安一疑問への対応、8，  

③外来管理加暮を嘉定している患者1人当たりの酬川恒   

はどのくらいですか．   

※おおよその時間で結構です．具体的に数字を記入してください．  

約（  ）分  

●r診察を行っている時間」とは  

患者が診震室に入圭した時点を診察開始時Ⅶ、退室した時点を診察終了時間とし、その間一文して  
医師が虚名に対して問診、身体診♯、療養上の緒彊を行っている場合の時間を指します。  

4．平成20年4月の診療報酬改定では、以下のように、外来管理加算の意義付けの見直しが行  

われました。  

■外来管理加欄の意義付けの見直しの内容＋   

平成20年4月の診療報酬改定では、「外来管理加算を見直し、外来で継続的な治療管理を要  

する患者に対し、医師が患者の療羊上の疑問に答え∴疾病・病状や療養上の注意等に係る説明  

を懇切丁字に行うなどの、療養維掛こ向けた医師の取組への評価とする」として、外来管理加  

算の意義付けの見直しが行われました。また、外来管理加算について懇切丁車な説明を行うこ  

ととして概ね5分とする目安が要件とされました。  

以下では・この外来管醐付けの見直しによる影響についてお伺いします。  

病院茶  

て   
は  

大  や  ど   
あ  全   い  や  ち  ま  く   に  あ  b  り  あ  

あ  て  と  あ  て   て  は  も  て は  
手  は   は  ま  い   ま   ま  る  え   

左  b  

5  4  3  2  

う  

っ  5  4  3  2  

5  4  3  2  

5  4  3  2  

5  4  3  2  

5  4  3  2  

よ   5  4  3  2  

〕   

5  4  3  2  ■   

①瑚塁付けの且直上によっ   
※r大いにあてはまる」を「5」．「全くあて  

ぞれ○をつけてください．  

③外来甘血ゐ曳鹿Lにより、外来管理加算を算定するためには、患者に対して「懇   
切丁字な説明」を行うこと、それは概ね5分を超えることが井定要件となりましたが、「慧切丁   
辛な説明」としてどうあるのがよいと思いますか。※貴方のお考えに最も近いものを1つだけ○  
をつけてください。   

＜懇切丁寧な説明の項目＞  
b．身体診察（視診、l蔭診、打診及び触診等）  

症状・状態についての説明  d．今後の治療方針についての説明  

生活上の注意や指導  f．処方する薬についての説明  

患者の悩みや不安・疑問への対応  
りより詳細に身体診察等を行うようになった  

2）患者に説明をよりわかりやすく、T箪に行うよ  1－ すべての項自について、診療の都度、毎回実施するべきである →質問④へお進みください  

2．すべての項目について、診療の都度ではなく敷か月に1回など、   

定期的に実施するべきである  →f問④へお進みください  

3．患者が懇切丁寧な説明を求めた時に、すべての項目について   
実施するべきである  →質問④へお進みくだ声い  

4 頃日毎に異なる頻度で実施するペきである 一貫牒③－1へお進みください  

3）丘状やは明内容に対する患者の理解度が高ま  

4）王者の樋間や不安を汲み取るようになった  

5）藍奄＝人当たりの診察時間が長くなった  

7）患者の持ち時間が長くなった  
③一1上記③で選択肢「4．項目毎に異なる頻度で実施するべきである」を選択した方にお伺い  

します．下記1）－4）について、実施するべき項自にあてはまるもの全てのアルファベ  
ット（a－g）に○をつけてください。また、rその他」として実施するぺき内容があれ  

ば、具体的に記入してください。  

8）自己負担が高くなるため、5分以内の診療を求  増えた  
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②上記①以外に、里．塞＿萱瑚且且の見直しによる授賞上（収入面等）の変化があれlま、具体  的にお暮きください。  

1）毎回実施するぺき項目  

2）敷か月に＝重など、定期的  に実施するペき項目  

求めた時に実施するべき   
3）患者が撃切丁字な説明を    項呂  

より．医師が必要と判断  

した時に実施するべき   
4）患者の状廼の変化等に        項目  

ー→■間（彰へお進みください   



厚生労働省保険局匡線捜委托事業「平成20年度診療報酬改定の結果検証に係る特別掃壬J   

外来管理加算の意義付けの見直しの影響調査 施設票  ④r外来一理加井」について棟腐等がござい≠したら、自由にお書きください．  

※ 以下のラベルに、t指番号、こ回答書のお名前をごl己入ください．また、施設名．所在地をご確匹の上、記載   
内容に不■がございましたら、赤手きで修正してください．こ記入Ⅷいたt托番号、お名前は、未明董の照会   
で使用するためのものであり，それ以外の自的のために使用ナることはこざい幸せん．また、適切に良t・甘   
環・処理いたしますので、ご記入くださいますよう、よろしくお願い申し上け麦す．  

※本研壬薫は、醐己入（ださい．ご回答の馴土・あてはまる書号を   
○くマル）で㈹．  

※（）内には…L用頂草をこ記入ください．（）内に入る数仕がない犠合にはro（ゼロ）」を・   
算出できないまたは不明の糧食は「－」をこR入ください．  

※璃董時点は平成ZO年川月末あるいはⅩ附こ指定されている期間とします．   

1．貴抵設の状況（平成20年10月末現在）についてお伺いします。  

G〉開披者   1・国立   2・ 

5．医療法人  6，個人   7．学校法人 8．その他の法人   

◎覆別   1．無銘診療所   

渥0は1つだけ   2，有床診療所 → 許可病床数（  ）床   

①♯A蝕（震動換暮）  邑 鐸  色科医師  三■ ■ 二■  ■環障■  その他   汁  

．人  ． 人  ． 人  ．人  ．人  ． 人   
★蝕娩■については．以下の方法で∫出してください．fた、♯山■嘉瞳の住A敷は小数点以下書l¢までお古えください．   

■1遇跡こ数回触dの場合こ（弁井鵬与員の1遍闘の蝕払鴫闘）÷【★托拉が支わている茶巾■Aの】王佃のh葡疇間J〉   

H tか月に数日勤揮の積雪：t非井山R員の1か月の勤珠疇川）÷（■格扱が生めていも★覿鷹1のt嘉間の鵬縫■聞けり）   

2．外来診療の状況（平成20年10月末現在）についてお伺いします．  

1．内科  2．外科  3．整形外科   4∴形成外科  

①外来診療を行って                  5．脳神経外科  6．′ト児科    7．産婦人科   8．呼吸器科   

いる鯵薇払 嘉あてはまももの  9．消化羞科  10二 循環器科 11．績神科   12．眼科   
ナぺてに0   13．耳▲咽喉科 14．泌尿播科  15．皮膚科  

16，その他（鼻体的に・  ）   

1．内科  2．外科  3．整形外科    4．形成外科  

⑦①のうち  5．脳坤邑外科 6、′卜児科   7．崖嫡人科   8．呼吸器科   

主たる鯵■科   9．消イヒ器科  1（）．循頻遷利  11．精神科   12＿ 岨科   

楽（）は1つだけ  フ3・耳鼻咽喉科 川・泌原盤科 15・皮膚科  

18．その他（人体的に  ）   

診療所薫  

3．外来管理加井の算定状況等（平成20年10月末現在）についてお伺いします，   
③上記②で選んだ診療科はたる診療科）の表示している診療時間を封時間表記（例＿午   

後3時はr15＝00」）でご記入ください？   

1．診療していろ  く  ）：（ ）～（ ）：（ ）  

月曜日            2．診療していない   （ ）：（ ）～（ ）：（  〉  

（ ）ニ（ ）～（ ）：（ ）   

1．診療している  （ ）ニ（  〉 ～（ ）：（ ）  

火曜日             2．診療していない   （ ）：（ ）～（ ）：（ ）  

（ ）：（ ）～（ ）：（ ）   

1．診療している  （ ）：（ ）－（ ）：（ ）  

水曜日           2．診療していない   （ ）：（ ）－（ ）：（ ）  

（ ）：（ ）－（ ）：（ ）   

1．診療している  （ ）：（ ）－（ ）：（ ）  

木曜日           2．診療していない   （ ）：（ ）～（ ）：（ ）  

（ ）：（ ）－（ ）：（ ）   

1，診療していろ  （ ）：く  ）～（ ）：く  ）  
金曜虻             2．診療していない   （ ）：（ ）～（ ）：（ ）  

（ ）：（ ）～（ ）：（′ ）   

1．診療している  （ ）：（ ）～（ ）ニ（ ）  

±．堤日           乙1診療していない   （ ）：（ ）－（ ）：（ ）  

（ ）：（ ）～（ ）：（ ）   

1．診療している  （ ）：（ ）－（ ）：（ ）  

日Il日           2．診療していない   （ ）：（ ）－（ ）＝（ ）  

（ ）：（ ）～（ ）：（ ）   

1．診療している・  （ ）：（ ）～（ ）二（ ）  

祝彙日           2．診療していない   （ ）：（）－（ ）：（ ）  

く  ）：く  ）～（ ）：く  ）   

（D「外来管理加井」の井定をしていますか．  

※0は1つだけ．r2．現在は暮定していない」埠合は、芹定をやめた理由至ご記入ください．「3．暮宣し  

ているJll含は．∫定開始時期をお選びください．  

1・平成20年3月以前から算定したことがない → 6乍－ジ4・④へお進みください  

2． 平成20年3月以前は算定していたが、現在は算定していない   

→井定捌た鋸 

〔  
→ 6ページ4．④へお進みください  

3， 井定している→（1．平成20年3月以前から 2．平成20年4月以降から）  

〕  

→次の質問（診へお進みください  

1．問診  

2．身体診察 く視診、1匪診、打診及び触診等）  

3．症状・状態についての説明  

4．今後の治揮方針についての説明  

5．生活上のl主意や指導  

6．処方する薬についての説明  

7．患者の悩みや不安・疑問への対応  

③外来管理加算を算定している患者l人当たりの給察を行ってい利別町は   
どのくらいですか．   

養おおよその時間で結構でナ．異拝担に取手を記入してください．  

約（  ）分  

書r診察を行っている時間Jとは   

患者が診察室に入室した時点を診買開始時臥退室した時点を診翳絶7時間とし、その間一文して   
医師が患者に対して問診、身体診察、療養上の措辞を行っている場合の時間を指します．  

④平成20年10月1か月間における各項目の実績についてご記入ください．   

り 外来担当医師致（常勤換算）   
※小数点以下芦l位壬で   （  ）人  

2）外来診療実日数（例．半日診療の場合はrO．5」）  （  
※小数点以下算1蝕まで   

）日  

3）医師全員の合計診療時間   
X小敵点以下第2位まで   

（  ）時間  

4）すべての外来患者延べ人数 （下吉己5）＋6‖   （  ）人   

5）4）のうち初診患者数   （  ）人   

8）4）のうち再診患者延べ人数   
（  ）人   

7）外来管理加算の算定回数   
（  ）回  

4．平成20年4月の診療報酬改定では、以下のように、外来管理加点の麓i付けの見直しが行わ  

れました．  

来管理加欄の意薮付けの見直しの内容■   

平成20年4月の診療報酬改定では、r外来管理加算を見直し、外来で推挽的な治癒管理を要す  

る患者に対し、医師が患者の療養上の疑剛二答え、疾病・病状や療養上の注意等に依る説明を慧  

切丁寧に行うなどの、療養継続に向けた医師の取組への評価とするj として、外来管理加算の意  

義付けの見直しが行われ去した。また、外来管理加算について懇切丁寧な説明を行うとととして  

概ね5分とする目安が要件とされました。  

以下では、この外来管酬直しによる影軋こついてお伺いします。  
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乙によって、書院ではどのような変化がありましたか。   

巨〈あてはまらない」をrlJとLて5段腎で評伍し、該当の番号にそれ  

ど ち  

大 い lこ あ て は ま  や や あ て は ま る    ら と も し、 ス．  ＝ 日 筈喜  
る  な  

い   

った   5  4  3  2 11   

Eが高まった   に行うようになった  5  4  3  2     1    5  4  3  2」1   

ようになった   5  4  3   

た   2    1    5  4  3  2     1    5  4  3  2     1  
’’■■十’’‾’■’‾■  

5  ■  3   2   

珍事を求める患者が  5  4  3  21  

】  

〕  5  4  3  2   ■   

③脚しにより、外来管理加算を算定するためには、患者に対して憎   
切丁字な説明」を行うこと、それは概ねS分を超えることが算定要件となりましたが、「慧切丁   
字な説明Jとしてどうあるのがよいと思いますか．※★方のお考えに最も近いものに1つだけ○   

をつけてください。   

＜懇切丁寧な説明の項日＞  

戎r大いにあてはまるJを「5」、  

b．身体診察（視診、聴診、打診及び触診等）  

症状・状態についての説明    d．今後の治療方針についての説明  

生活上の注意や指導  †．処方する薬についての説明  

患者の悩みや不安・疑問への対応  
†）より腋臥こ身体診察等を行うようにな  

2）患者に説明をよりわかりやすく．丁半  1．すべての項目について、診療の都度、毎回実施ナるべきである →質問④へお進みください  

2．すべての項目について∴診療の都度ではなく放か月に1回など、定期的に実施するペきである  
→井関④へお進みください   

3 患者が懇切丁字な説明を求めた時に、すべての項目について実施するペきである  
→■問④へお進みください   

4 項目毎に異なる頻度で実施するペきである →質聞③－1へお進みください  

3）症状や悦明内容に対する患者の理解度  

4）患者の腋間や不安を以前より汲み取る  

5）患者l人当たりの診察時間が長くなっ  

③一1 上巳③で選択肢「4．項目毎に異なる頻度で実施するべきである」を選択した方にお伺い    します．下記り－4）について、実施するべき項目にあてはまるもの全てのアルファベ    ット（a・－■）に○をつけてください．また、「その他」として実施するべき内容があれ     ば、具体的に記入してください．  7）患者の持ち時間が長くなった  

8）自己負担が高くなるため、5分以内の   
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岬し 
②上記①以外に、 による経営上（収入面等）の変化があれl£L具体  

外来   的にお暮きください．  
り 毎回実施するべき項目  

2）敷か月に1回など∴定期的   

に実施するべき項目  

3）患者が懇切丁寧な説明を   

求めた時に実施するべき   
項目  

ヰ）患者の扶聖の変化等に   

より、医師が必層と判断   

した時に実施するべき   
項目  

→質問④へお進みください  

厚生労働省島陰局医療課委托事業ー平成20年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査」   

外来管理加算の意義付けの見直しの影響調査 患者票  ④ r外来管理加■」について課頸琴がございましたら、自由にお書きください。  

1＿あなたご自身についておうかがいします。  

1．男性  2．女性  

く  ）歳  

1．高血圧  2．糖尿病  

3．高脂血症  4，風邪・気管支炎  

5，ぜんそく  6．花粉症などのアレルギー疾患  

7．皮膚炎・湿疹   8．腰痛・膝痛などの関節痛  

9．がん  1D．白内陣・枠内陣  

11，その他  

④③の診療科には、ど   

のようなご病気で   
診察を受けました  
か。（主な病名）  

⑥現在のご病気（④のご回答）で、本日診察を受けた診療科（③のご回答）に通院  するようになって、どのくらいですか。 ※○は1つだけ  
1．初めて  21か月未満  

31か月以上～3か月未満  4．3か月以上～6か月末清  

5．6か月以上－1年未満  6．1年以上→（およそ   年くらい）  

7．わからない  8．その他（具体的に  ）   

以上でアンケートは終わります。こ協力いただきましノて、あり力てとうこざい吏したら  
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＜すべての方におうかがいします。＞   

2．本日の診察の状況等についておうかがいします。  

くこのページは1年以上、同じ医療機儲の同じ診療科に通院した万（鍔問⑤で  
「6．1年以上」に○がついた方）におうかがいします。それ以外の万は3ページの  
2．東関①にお進み＜ださい．＞  

①本日の診察時間＊はおよそ何分でしたか。  
※時間がわからない場合は「1．わからない」に0をつけ  

てください．  

（  ）分   

→1．わからない  

＊診察時間とは・‥診察室に入り、医師から直接、問診や身体診察を受けたり、医  
師へ質問したり、医師から説明を聞いたりした後、診察室を出る  
までの時間です。待ち時間や会計の時間などは含まれません。  

②本日の診察く①の回答）で、医師から受けた診察内執こついて、あてはまるものすご主   
に0をつけてください。  

1．問診（あなたの症状・状態などについての医師からの質問）  

2．身体診察（聴診器で聴く、さわって腫れ（はれ）や痛みの程度  
確かめるなど、医師が患者の身体に、直接ま  

的にふれながら診奏する）  

3，症状・状態についての医師からの説明  

4．今後の治療方針についての医師からの説明  

5．生活上の注意や指導（食事や睡眠、運動などについての医師から  

の鋭明）  

6．処方された薬についての医師からの説明  

7．悩みや不安・相談への医師の対応  

8．その他（具体的に  

③本日の診察内容に満足していますか。  ※○は1つだけ  

1．とても満足している  2．満足している  

3．・どちらともいえない  4．不満である  

5．とても不満である  

⑤本日の診察で、医師の問診や身体珍掛ま丁寧（ていねい）でしたか。※○は1つだけ  

1．とても丁寧だった  2．丁寧だった  

3．どちらともいえない  4．あまり丁寧ではなかった  

5．まったく丁寧ではなかった   6．その他（具体的に  

曇看策  患者真  

②外来管理加算について、回答欄の番号1．－9．の中から、あなたのお考えに最も   
近いもの1つに○をつけてください。  

また、2．、4．、6．、8．を選んだ方は、実施してほしい内容を以下の＜憩切丁寧   
な説明の項目＞の四角囲みの中から選び、回答欄の（）内のあてはまる文字（ア．   
－キ．）に○をつけてください（○はいくつでも）。  

＜懇切丁寧な現明の項目＞  

⑥本日の診察で、医師の説明内容は丁寧でしたか。 ※0は1つだけ  

1．とても丁寧だった  

3．どちらともいえない  

5．まったく丁寧ではなかった  

2．丁寧だった  

4．あまり丁寧ではなかった  

6．その他（具体的に  

ア．問診（あなたの症状・状態などについての医師からの質問）  

イ，身体診察（聴診器で聴く、さわって腫れ（はれ）や痛みの程度を確かめる  

など、医師が患者の身体に、直接または間接的にふれながら  

診察する）  

ウ．症状・状態についての医師からの説明  

エ．今後の治療方針についての医師からの説明  

オ．医師からの生活上の注意や指導  

力．処方された薬についての医師からの説明  

キ．悩みや不安の医師への相談  

⑦本日の診察で、医師の説明内容が理解できましたか。 ※○はlつだけ  

1．十分に理解できた  

3．あまり理解できなかった  

5．説明を受けていない  

6．その他（具体側に  

2．だいたい理解できた  

4．まったく理解できなかった  

3，「外来管理加算」についておうかがいします。  

1．通院毎にすべての項目を実施してほしい   

2．通院毎に一部の項目を実施してほしい   

→実施してほしい項目すべてに○（ア．、イ．、ウ．、エ，、オ．．力．、キ＿）   

3．放か月に1回など、定期的にすべての項目を実施してほしい   

4．放か月に1回など、定期的に一部の項日を実施してほしい   

→実施してほしい項目すべてに○（ア．、イ．、ウ．、エ‥．オ＿、九、キ．）  

5．症状の変化が  

㌣  
ったときのみ、すべての項目を実施してほしい  

6．症状の変化があったときのみ、一部の項目を実施してほしい   

→実施してほしい項目すべてに○（ア．、イ，、ウ．、エ‥ オ．、力．、ヰ．）  

7．自分が求めたときだけ、すべての項目を実施してほしい   

8．自分が求めたときだけ、一部の項目を実施してほしい   

→実施してほしい項目すべてに○（ア．、イ‥ ウ．、エ，、オ，、力．、キ．）  

9・その他（具体的に  
）   

→ 質問②にお進みください．  
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他、外来管理加算（医師の懇切丁寧な説明、診察時間等）について、ご意見  

ざいましたら、ご言己入ください。   

以上でアンケートは終わりです。こ協力いただきまして、ありがとうこさいまし  

た。   

調査専用の返信用封筒（切手は不要です）にアンケートを入れ、お近＜のポスト  

に12月18日（禾）までに投函してください。  

㊤   



中医協 検－2－3  

2 1． 4 ． 2 2  

診療報酬改定結果検証に係る特別調査（平成20年度調査）  

後発医薬品の使用状況調査  

報告書（案）   



1 目的  

後発医薬品の使用促進のため、種々の取組が行われてきており、平成】8年4月の診療報  

酬改定においては、処方せんに「後発医薬品への変更可」のチェック梱を設け、処方医が、  

処方せんに記載した先発医薬品を後発医薬品に変更して差し支えない旨の意思表示を行い  
やすくしたところである。しかし、平成柑年度及び平成19年度に実施した診療報酬改定  

結果検証に係る特別調査の結果では、後発医薬品に変更された処方せんの割合は依然とし  

て低い状況であった。   

このため、平成20年4月の診療報酬改定では、後発医薬品の更なる使用促進のために、  

処方せん様式の変更、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等の改正等が行われた。具体  

的には、処方医が∴後発医薬品に変更することに差し支えがあると判断した場合に、その  

意思表示として、所定の「後発医薬品への変更不可」チェック欄に、署名又は記名・押印  

することとなり、当該欄に処方医の署名等がない場合は、処方せんを受け付けた薬局にお  

いて、患者の選択に基づき、後発医薬品への変更が可能となった。また、保険薬剤師は、  

医師が後発医薬品への変更を認めている場合に†ま、患者に対して後発医薬品の説明を適切  

に行うことが義務づけられるとともに、後発医薬品を調剤するよう努めることとされ、ま  

た、保険医についても、投薬、注射、処方せんの交付を行うに当たって、後発医薬品の使  

用を考慮するよう努めることとされた。   

本調査では、処方せん様式等の変更による後発医薬品の任用状況や、後発医薬品の使用  

に関する医棄機関・医師、薬局及び患者の蕎随、後発医薬品の使用が進まない理由等を把  

握し、平成20年度診療報酬改定の結果を検証することを目的とした。  

◆ ◇ 目 次 ◇ ◆  

2．調査対象  

3．調査方法  

4 調査項目  

5．結果概要  

（1）回収の状況  

（2）保険薬局調査の概要  

（訪薬局の属性  

②取り扱い処方せんの状況等（平成20年12月1か月分）  

③後発医薬品への対応状況（平成2（）牢4月以降） 
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④医薬品の備蓄状況  
（9後発医薬品への変更を進めるための要件  

⑥医療機関との速決  
蔓）後発医薬品の任用に関する考え方  

⑧後発医薬品に変更して調剤した処方せんに係る薬剤料の状況  
⑨後発医薬品の使用にあたっての問題点・課題等，．．．．‖  

（3）診療所・病院・医師調査の結果概要  

（∋診療所の施設属性  

②病院の施設属性  
（訃医師の属性  

2．調査対象  

本調査では、r保険薬局調査」「診療所調査j r病院調査」「医師調査」「患者調査」の5つ  

の調査を実施した。各調査の対象は、次のとおりである。  

○保険薬局閉査・全国の保険薬局の中から無作為に抽出した2，000施設。  

○診療所調査：全国の一般診療所の中から無作為に抽出した2．000施乱  

○病院調査：全国の病院の中から無作為に抽出したし000施設。  

○医師調査．上記「病院調査」の対象施設において外来診療を担当している医師。1施設に  

つき、診療科の異なる医師2名を対象とした。  

○患者調査・上記「保険薬局調査」の対象施設に調査日に処方せんを持って来局した患者．  

ただし∴＝料設につき最大4名の患者を対象とした（4名の内訳は65歳以上の  

男性・女性 各l名、65歳末清の男性・女性 各1名）。  

④診療所・病院の診療体制  
⑤診療所・病院における医薬品の備蓄状況  4
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（む病院で使用している後発医薬品リストの提供状況  

⑦入院患者に対する後発医薬品の任用状況等  
⑧外来診療における後発医薬品の使用状況  
⑨医師における後発医薬品使用に関する意識等．．．‖．．．  

⑩診療所における後発医薬品の使用にあたっての間是重点・更果題等．川．‖  

⑪病院における後発医薬品の使用にあたっての問増点・課j哲等，．．‖  

⑫病院医師における後発医薬品の使用にあたっての問題点・没願等‖‖．  

（4）患者調査の結果概要  

①回答者の属性  
②後発医薬品の使用状況  

3．調査方法  

本調査は、対象施設・医師・患者が記入する自記式調査票の郵送配布・回収により行っ  

た。   

r保険薬局調査」については、施設属性、処方せん枚数、後発医薬品の調剤状況等をた  

ずねる「様式1」と、英断こ調剤した薬剤料をたすねる「様式2」の三種頸の調査票を紀布  

した。   

「診療所調査」については、施設の概況や院外処方せんの発行状況、後発医薬品の使用  

状況と使用に関する意識、後発医薬品を使用する上■Pの毘層等をたずねる 仁診療所栗j を  

配布した。   

「病院調査」については、施設の概況や院外処方せんの発行状況、入院患者に対すム後  

発医薬品の使用状況、後発医薬品を使用する上での課題等をたずねる「病院票」を配布し  

た。   

「医師調査」については、医師に後発医薬品の使用状況と使用に関する憲法等をたずね  

る「医師票」を配布した。配布に際しては、上記の「病院調眉」の対象施設を通じて行っ  

たが、回収は、各医師から本調査事務局宛の専用の返信用封筒（切手不要）にて直接回収  

した。   

「患者調査」については、上記の「保険業局調査」の対象施設を通じて「患者栗」ヤ西己  

布した。調査日に来局した患者の中から、来局根に性別・年齢カラニブリごとに該当す5患  

者で同意を得た患者に調査票を配布していただいた。記載された調査票は、各患者かごっ本  

調査事務局宛の専用の返信用封筒（切手不要）にて直接回収した。   

調査実施時斯は平成20年11月～平成21年2月とした。  

4＿ 調査項目  

本調査の主な項目は次のとおりである．  

○薬局の概要  
・組農形態、磯員数  
・調剤基本料の種類、基準調剤加算の有無、後発医薬品調剤体制加算の   
有無、後発医薬品調剤率  

○処方せんの受付状況等  
・処方せん発行医療機関数、後発医薬品への変更不可欄に処方医の署名   
等がある後閑数、先発医薬品・後発医薬品を金E柄指定している機関数、   

処方せん枚数等  
○取り扱い処方せん校数の内訳等  
・取り扱い処方せん枚数、1品目でも後発医薬品を調剤した処方せん枚数、   

後発医薬品への変更不可櫛に処方医の署名等がない処方せん枚数等（1   

か月／1週間）  

・後発医薬品への変更不可‡■に処方雇の署名等がある処方せん枚数、処   
方せん内容の－一部について変更不可としている処方せん枚数等（1か月   

／】週間）  

○後発医薬品への対応状況等  
・後発医薬品の説明を行った患者の割合、後発医薬品説明と一般的服薬   
指導の合計説明時間等  
・医薬品・後発医薬品の備蓄状況の変化、薬局で取り扱っている後発医   
薬品の採用理由等■  

○医療機ぶとの連携状況等  
・医療機関への情報提供の頻度・タイミング等  

○後発医薬品の使用に関する考え ・後発医薬品の使二用に関する考え  
・後発医薬品の使用にあたっての問題点・罷旗等 ／等  

処方せんの記載銘柄に基づき調剤した場合の薬剤科および実際に調剤  
した薬剤料等  

∩施設の概要  
・開設者、病院種別、DPC対応の状況、特定入院料の状l兄、許可病床数、   

医師数、薬剤師数、医薬品備蓄品目数、後発医薬品の備蓄品目数等  
・lか月間の延べ外来患者数、lか月間の外来診療実日数等  
0院外処方せん発行状況等  
・院外処方せんを発行している診療科  
・外来における院外処方せん華行枚数、後発医薬品を銘柄指定Lた処／三   

せん枚数等  
C入院患者に対する後発医薬品の任用状況等  
・平均在院患者数  
∵入院患者に射すろ後発医薬品の使用状況  
・後発医薬品を使用して生じた問顎点  
・1年斬と比較した後発医薬品の供給体制の変化  

C）後発医薬品使用についての諷暫  

・後発医薬品使用についての設題等 ／等   



・処方せん様式の変更によって良くなった点、問題点  
・後発医薬品の処方を進める上で望まれる対応  
・後発医薬品の使用上の課題 ／等   

患者調査   ○属性等  
・性別、年齢、受診している診療科、薬局への来席頻度、かかりつけ薬  

局の有無、お茶手帳任用の有無  
○後発医薬品の使用に対ナる意敲等  
・後発医薬品の認知度  
・医師や薬剤師からの後発医薬品についての説明の有無  
・後発医薬品任用経験の有無、ある場合はその満足度、薬代の負担感．  

・後発医薬品の使用に灯る考え、必要なこと  
・後発医薬品を使用ナる上での意見・要望等 ／等   

OA性等  
・性別、年齢、粗当診療科、t日あたり外来診察患者数  

○院外処方せん発行時の状況や処方に関する考え  
・後発医薬品の処方に関する意緻、処方しない場合の理由  
・l年前と比較した後発医薬品の処方状況  

・後発医薬品への変更不可凱こ署名した処方せんの発行経験の有無、割   
合、その理由等  
・一触の医薬品についてのみ後発医薬品への変更不可と妃駁した処方せ   
んの発行経験の有無、割合、モの理由  
・後発医薬品に関心のある患者の割合、】年前との比較  
・後発医薬品を銘柄指定した院外処方せん枚数の割合  
・保険薬局で後発医薬品に変更した場合の情報提供の有無、望ましい情   
報提供について  

○後発医薬品使用についての考え  
・後発医薬品の承隠に関ナる認知度  
・処方せん様式の変更によって良くなった点、阻題点  
・後発医薬品の処方を進める上で望まれる対応  
・後発医薬品の使用上のⅢ等 ／等  
○回答者の属性等  
・性別、年齢、担当診療科  
○施投Al生等  

・所在地、開設者、種別、主たる診療札医師数、薬剤師数、医薬品の   
傭￥状況等  

○入院患者に対‾ナる後発医薬品の使用状況鐸  
・平均在院患者数  
・入院患者に対する後発医薬品の使用状況  
・後発医薬品を使用して生じた問題点  
・1年前と比較した後発医薬品の供給傭欄の変化  

○院外処方せん発行状況欄  
・院外処方せんの発行の有無  
・院外処方せん発行枚数、1か月間の外来診療英日数・外来延べ患者数  
0院外処方せん発行時の状況や考え  
・後発医薬品の処方に関ナる意緻、処方しない場合の理由  
・1年前と比較した後発医薬品の処方状況  

・後発医薬品への変更不可肌こ署名した処方せんの発行経験の有無、割   
合、その理由  
・一部の医薬品についてのみ後発医薬品への変文不可とた駁した処方せ   
んの発行経験の有無、ケース、割合、その理由  

・後発医薬品に関心のある患者の割合ご1年前との比較  

・後発医薬品を銘柄指定した院外処方せん枚数割合  
・保険薬局で後発医薬品に変更した場合の情報提供の有精、iましい情   
報提供について  

○外来診療における院内投薬の状況や後麗医薬品の使用についての考え  
・後発医薬品の処カに関する意織、処方しない場合の理由  
○後発医薬品の使用についての考え  
・後発医薬品の承終に関する認知度  

5．結果概要   

（1）回収の状況   

保険薬局偶査の様式1の有効向収数（施設数）は9叫件、有効回収中は47．2％であっ広  

また、様式2に紀載された有効処方せん枚数はペほ薬局分の7．07‘放であった．  

診療所憫査の有効回収数（施設数）は乃3件、軒効回収率は封．7％であった．   

病院■査の有効回収数（施設数）はコ26件、有効回収中はユユ．‘％であった．また、医師  

加重の有効回答人数は4コ】人であった．   

患者臍査の有効回答人数は1，717人であった．  

国表1回収の状況  

（2）保険業馬調査の概要  

【閥主対象等】  

○調査窯欄式1   

河童対象：全国の保険薬局の中から無作為に抽出した保険薬局   

回答数：外4施設   

回答者：管理者  

○礪重責 様式2   

処方せん枚数：7．076枚（435薬局分）   

回答者：管理者  

①薬局のA性   

1）組織形払   

薬局の組織形態（法人・個人別）についてみると、rま人」が85．0％、「個人jが14．7％  

であった．   

法人の稚類は、r有破会社」（法人薬局の5れ‘％）がtも多く、勘、で「株式会社」（同42．】％）  

であった。  

国表2 組織形態（法人・中人別）（『944）   



3）鯛剤の状況等  

l）調剤基本料   

調剤基本料についてみると、「調剤基本料（40点）」が9臥9％、r調剤基本料（柑点）」が  

0冨％であった。  

図表6 諷刺基本料  

01  tO～  201 30ヽ 401 50ヽ 60～  701 8肌 9（鵬 1m  

2）l随員数  

i）薬剤師   

薬剤師の職員数（常勤換算）についてみると、「1、2人未満」（〕77％）が最も多く、次  

いで「2～3人未満」（〕4、1％）、「3人以上」（25，0％）であった。  

l薬局あたりの職員数（常勤換算）についてみると、薬剤師の平均人数は2．〕人（中ヰ亡値  

2．0）であった。  

図表4 薬剤師の職員数（常軌換算）   

○■  】Ot  20ヽ  3仇  皿  5ロ1  6仇  丁（】ヽ  80t  90ヽ 1［肌   
▼」  

■慣剤美本料（咄点） 口調剤基本料（18点） 口糧回答   

再）基準調剤加算   

基準調㈲加算についてみると、「基準調剤加算l（10点）」が42，4％、「基準調剤加算ユ（ユ0  

点）」が136％であった．   

基準調剤加算を「井定していないj は42．g％であった．  

国表フ 基準互司剤加算  

仇 101 201 m  ヰ0～  5肪  601  701 801 901 1肌  

（注）T勤換算Ii、次の計算式で算出した．また、常勤換算後の職員数はた歎（小数点以下四捨五入）  

とした．  

・1週間に数回勤珠の毒■合：（非★勤職1のl週間の勤秩時間）二（★薬局が定めている常勤増員のl  

遇Ⅶの勧誘時間）  

・1か月に数回勤続の場合：（非≠虻屑員の1か・月の勤務時間）÷（★纂局が定めている常勤根■のl  

週間の勤祷時間×ヰ）  

il）その他（事務職且等）   

薬剤師以外のその他（事務職員等）の職員数（常勤換算）についてみると、r2人未満」  

（42．g％）が最も多く、次いで「2～3人未満」（32．4％）、r3人以上」（2l．3％）であった。  

l薬局あたりの職員数（常勤換算）についてみると、その他（事務職見等）の平均人数は  

ヱ．0人（中央値2．0）であった。  

凶表5 その他（事務職員等）の瞳員数（常勤換算）  

（h lO1  2（】～  3仇  ヰ01  50t  6（粍  70～  8仇  901 1（仇  

巳基準鋼剤加工l（川点〉口基準n純血算2（30貞）日算宣していないロk回答  

平均儀：2．8 中央慮・乙0  

∨）後発医薬品調剤奉別にみた薬局数の分布（平成20年12月）   

平成20年12月における後発医薬品調剤率別にみた薬局数の分布をみると、「〕0％以上  

40％未満」（27．5％）が最も多く、次いで「40％以上50％未満」（2ユ．5％）、「50％以上餓％  

未満」（】6，l％）となった。  

図表10 後発医薬品調剤牟別にみた薬局数の分布（平成20年12月、n＝843）  

○ヽ  l（Iヽ  JOヽ  ユ0ヽ  40ヽ   

lii）後発医薬品調剤体制加算   

後発医薬品調剤体制加算についてみると、「算定している」が78．69ム、「算定していない」  

が2l．1％であった．  

国表8 後先医薬品力弓剤体制加算  

（）1 10t  201 301 ●O1 50ヽ  60～  701 80t  901 1【肌  

虹暮定している  日算定していない  ロ舞回答  

付）後発医薬品調剤率（平成20年）   

平成20年1月から12月までの各月の後発医薬品調剤平をみると、わずかながらも増加  

傾向がみられ、「1月」は平均値では40．2％、中央値では38．0％であったのが、「12月」に  

は平均値では43．9％、中央値では4l．7％となった。  

図表9 後先医薬品瞬刑串（平成ZO年、n＝糾3）  

（単位：％）  

平均旗  標準偏雇  中央値   
1月   40．2   17．8  38．0   

2月   40．7  17．7  38．0   

3月   40，4  17．4  3冨．0   

4月   4l．7  16．9  39．3   

5月   42．1   16．7  39．9   

6月   ヰ1．7   16．5  39．2   

7月   4l．g   16．5  38．9   

8月   ヰ1▼7   16．5  3呂．8   

9月   42．2   16．8  59，2   

10月   ヰ3．l   l（；．9  4l．0   

11月   ヰ3．5  17．0  4l．〕   

12月   一lコ．9   l‘・9  4l．7   

（注）各月全てにi可誓があった施設を対象に集計した．  



iii）特定の保険医膿機関lこ係る処方せん割合（最も多いもの）  

特定の保険医療機関に係る処方せんの割合（最も多いもの）についてみると、r70％軌  

（‘5．2％）が最も多く、次いでr50％超～70％以下‖13．8％）、「3D％超～50％以下」（1l．8％）、  

「10％超－30％以下」（8．7％）であった。平均は75．4％（標準偏差2‘．l、中央値88■5）であ  

った。  

図表13 特定の侃険医療機朋に係る処方せん割合（最も多いもの）  

0■ 1D1 281 30t ヰO1 5D～ 60t 701 801 帥110【Il   

4）処方せん先行医療機朋（平成20年12月）  

i）処方せん発行医療蝕関数   

平成20年12月に薬局で受け付けた処方せんの発行医療機硯掛こついてみると、1薬局あ   

たりの平均は29．2件であった．このうち「変更不可」欄に処方医の署名等が9智以上ある   

医療機関ま如ま丁．0件で、処方せん発行医療機関全体に占める割合は24・0％であった．  

国表1 

匿■け開種別  

鯵■斬  合什  
病戌  耳■  

内科  小児科  外科   鑓所            埴科   l咽喉科  精神科  その他   

処方せん晃行医療職関数C旨毅）（A）  9，‘  l■  0．8  l．5  l．丁  tJ  1．2  】，0  1．4  29ユ  

（うち〉「交叉不可J榊に処方医の署名鞘  

が9引以上ある医療一敗関数（施設）【B）  

（うち）主として先発医薬品を  
銘柄措定している医ま機関数（施設）  2．l  l．9  0．2  0＿3  0．4  0ユ  OJ  0．丁  0．1  ‘．1  

（うち）主として後発医薬品を  銘柄指定している医療機関政（施設）  0．2  ○＿2  0．0  0．l  0．1  0．1  0．0  0．1  0、○  0．9   

処方せん枚数（牧）  389j  457．2  130．0  102j  65．）  鈍．8  】8ユ  129．8  1（】．5  1，4け．4   

r変更不可j♯lこ処方医の署名零が  
9割以上ある医療機関数の割合（B／A）（％）    23，8  23．5  29．9  ユ4．5  28．4  21．‘  25．6  ユ7．5  10．T  24．0   

素月数  588   

全体  
（∩＝578）  

to－101以下    B101鶴－3仇以下  □m超－5仇以下  

■5（粍紐－70t以下  臼7仇粗  ロー回答  

（注）特定の保険医療機関に係る処方せん割合は、次の折井式に上る．  

（当炸薬月で受付故蜘l最も多い医療楓剛；発行した処方せんの受付枚数）  

÷（当抜群局での受付処方せん枚数の総数）  

レ）半径20伽】以内にある医療機関致   

半径200m以内にある医療機関数についてみると、l薬局あたりの平均医療機関ま如まっ・4  

件（標準偏差3，了、中央値2．0）であった．  

図表川 半径20αn以内にある医撞機関致（悍9＝）  
（注）すべての項日に回答のあった施設を対象に▲計した．  

iり処方せん枚数が最も多い1医療機朋の取り扱い処方せん枚数  

処方せん枚数が最も多いl医療機朋の取り扱い処方せん枚数についてみると、l医療槻朋  

あたりの平均処方せん枚数はl，122．9枚（標準偏差919．‘、中央値999．0）であった．  

図表12 処方せん枚数が最も多い1医療楼蘭の取り扱い処方せん枚数（n＝5一色）  

半径200m以内にある医療機関数（件）  

（注）回答のあった施設を対動こ集計した．  

処方せん枚数（枚）  

（注）処カせん枚数について匝I審のあった施投を対象に集計した．  

13  12  

②取り扱い処方せんの状況等（平成20年12月lか月分）   

1）取り披い処方せん枚数   

取り扱い処方せん放射こついて、平成20年】2月の1か月食体の取り扱い処方せん総計  

（486，】52枚）の内訳と、平成20年12月の1か月のうち、12月8日から】2月14日の1週  

間分の取り扱い処方せん総計（120プ00枚）の内訳をまとめた。   

V）算定する桐剤料の過半数が渡河集または湯薬   

算定する調剤料の過半数が浸煎薬または湯薬であるか否かについてみると、r浸煎薬また  

は湯薬ではないJが9（〉．4％と大半を占め、r浸煎薬または湯薬であるj は0．1％であった．  

図表15 算定する調剤料の過半数が浸煎薬または濾薬  

0～  tO～  201 3仇  401 50X 601 7肪  801 9胚 1印：瞞  

郎霊覿黒または濠集である口漫煎黒または蕩諷ではないロー回答  



2）1品目でも後発医礫品を鰐刺した処方せん割合   

すべての処方せんにおける、1品目でも後発医薬品を調剤した処方せんの割合についてみ  

ると、「後発医薬品の萌剤あり」が車．0％（21叩96枚）、r後発医薬品の調剤なし」が5‘．0％  

（272，35（i枚）であった。  

図表17 すべての処方せんにおける、1品目でも後発医薬品を調剤した処方せんの割合  

（平成20年12月1か月分の処方せんべ一ス）  

O1     2（汽     ▲O1     60ゝ     8Dt    】00～  

国表16 取り扱い処方せん枚数  

平成20年12月  

（ア）1か月全拝の取  
リ扱い処方せん抜殻  

方せん枚数  
（粟島致n＝371）  

枚数（枚）  割合  枚数（枚）  苔l合   

（Dすべての取り扱い処方せん  4雲6．352  100．伊払  lユ0，200  l（Xl．0％  

②①のうち、1品目でも後発医薬品を鯛窮した処方せん  コ13，996  44．0％  5】．61ユ  42．卯滝  

③（Dのうち、「後発医菓品へのま更がすべて不可j】環に処方医の  
書名事がない処方せん  318，B96  65▼‘％  77J40  64．3％  

④③のうち、1品目でも先発医薬品を後発医薬品に変更した処方    19，497  4．0％  4，509  〕．吉％    せん（以l打に一度た吏し 
、今回も同様に賓更した場合も含む）  

⑤④のうち、後発医薬品情報捜供＃を算定した払方せん  4．乃7  1．0％  Ⅰ，14Ⅰ  0．卯る  

⑥④のうち、後発医藁晶分割調剤加算を★定した処方せん  1ヱ26  0二】％  ヱ73  0＿2％  

0．〕％    ⑦Q）のうち、1品目でも後発医薬品を他の後発医薬品に変更した処    Ⅰ，占24  0．3％  〕70    方せん  

⑧③のうち，処方せんに紀粧された三三玉里銘組こついて後発底薬  
52，494  6．7％  7コ06  6．m    品が藁価収tされていないために、後景医薬品に変更できなかった  
処方せん（改発医薬品のみが記載された処方せんを含む）  

（診Q〉のうち、r後発医薬品についての税明」を行ったにもかかわらず、  

Z8，328   5．8％  占，550   
5．4％  

しており、今回も後発品へのま更をしなかった場合を含む）  

③のうち、以下の理由により、緩免医薬品に文王できなかった先発医薬品が1品臼でもある処方せん  

㊥先先医薬品の含1規格lこ対応した後免医薬品がなかったため   44，〕66  9．1％  6，795  5．7％  

⑧⑩のうち、豪儀収載されていなかったため   29，406  6．0％  〕，892  3ヱ％  

⑫⑩のうち、在庫として慎畜Lていなかったため   2】，ユ55  4．4％  2，g85  2．4％  

⑬ 先発医藁品の刑形（ただし、OD錠陰〈）に対応した後先医薬品   8．138  l．7％  Ⅰ，9ユ6  】．6％     がなかったため  

⑭⑬のうち、薬価収載されていなかったため   5，6柑  l．2％  しコヰ6  1．1％  
⑬⑬のうち、在庫として儀斉していなかったため   5，084  0．6％  577  0．5％  

⑩ 先発医薬品の剤形がOD錠であり、それに対応した後先医薬品   2，169  0．4％  〕23  0．3％     がなかったため  

⑫⑩のうち、薬価収粧されていなかったため   t，446≡  0．3％   2Z9  0．2％  
⑩⑯のうち、在庫として備蓄していなかったため   t．206  0．2％  89  0．1％  

⑱①のうち．㌻後発医薬品への変更がすべて不可」偶に処方医の量旦量     167，456  】〕4．4％   42．950  35．7％   がある処方せん  

l⑳⑯のうち．後先医薬品を銘柄指定している処方せん  69．629  14．；％  柑，】5ヱ  15．Ⅰ％  

8 ①のうち、処方せん内容の一瓢こついてまモ不可としている処方せん     ‘，5S5  1．4％  1，O17  0．8％  
凸∴0のうち．－⑪先覚医藁品について変王不可としている処方せん    5，79コ  l，2％  うー2  08％  
¢lDのうち、岬部後先医藁品について変更不可としている処方せん  66ユ  0．】％  Z8  0．0％   

処方せん全体  
（∩＝486．352〉  

■後発医薬品の調剤あり   

（注）r】か月分Jは平成ヱ0年IZ月1か月分の取り扱い処方せん．「一週間分」はIlか月分Jのうち、lむ8－1乙／】4の1   

週間の取り扱い処方せんの校数．   
●r後発医薬品についての説軌 とは  

後発医薬品と先発医薬品とが同等であること（例えば、品質、安定性、生物学的同等性試験結果など）   
の説明に加え、患者の処方せんにおける変モ前の薬剤料と変王後の薬剤料の基幹等についての説明などを   

指す．  

16  

平成20年12月tか月分のすべての取り扱い処方せん486J52故における「後発医薬品へ  

の変更不可」欄への処方医の署名等の有無についてみると、「署名等なしJが65．6％（3柑，89占  

枚）、「署名等あり」が）4．4％ く柑7．456枚）であった．   

「署名等なし」の3】8，896枚のうち、美声削こ「l品日でも先発医薬品を後発医薬品に変更  

した」処方せんは占．1％であった．   

「処方せんに雷己載されたすべての銘柄について、後発医薬品が薬価収載されていないた  

めに、後発医薬品に変更しなかった」処方せんは10＿2％、「患者が希望しなかったた捌こ、  

すべて後発医薬品に変更しなかったJ処方せんはg．9％、それ以外の理由で「後発医薬品に  

変更しなかった」処方せんは74．8％であった。  

図表柑 すべての処方せんにおける、「後発医薬品への変更不可」澤の  

処方医の署名等の有無（平成20年12月1か月分の処方せんベース）  

Ot      2肪     481     60■     80t l肌  

3）後先医薬品への変更割合（処方せん枚数ベース）   

「後発医薬品への変更不可」欄に処方医の署名等がない処方せん（318，89‘枚）におりる、  

後発医薬品への変更状況等の内訳をまとめた。  

図表18 r後発医凛晶への変更不可」偶に処方医の署名等がない処方せん  

（『318．896）における、後先医薬品への変更状況等  

（平成20年12月1か月分の処方せんベース）  

枚数  綱   
r変更不可」‡Rに処方医の書名等がない処方せん  3】8，g96  l00D％   

1品目でも先発医薬品を後発医薬品に変更した処方せん  19，497  61％   

（うち）後発医薬品情報提供料を暮定した処方せん  4，727  t：5％  

（うち）後先医薬品分割調剤加井を暮定した処方せん  1ココ‘  04％   

l品目でも後発医薬品を他の後発医薬品に文王した処方せん  1，‘24  n5％   

処方せんにた1覿されたすべての銘柄について、後発医薬品が薬価収載き    3コ．494  】02％  ていいめに 
れなた、後発医薬品に変更しなかった処方せん   

患者が希望しなかったために、すべて後発医薬品仁変更しなかった処方せ  
ん   

28，〕28  針ケ％  

以下の理由により 後先匡策晶に変更できなかった先発医薬品が1品目でもある処方せん   

44，366  】〕．弼  

92％   

製剤が薬価収載されていなかったため  
先発医薬品の倉皇規格に対応した後発医薬品を採用していな   先発医薬品の含王規格に対応した後発医薬品がなかったため  21．ヨ55  ‘7％  

先発医薬品の剤形（ただし、OD錠除く）に対応した後発医薬品がな  

かったため  
8，Ⅰ38  2．6％  

採用している後発医薬品に、先発医薬品の剤形に対応した製剤  5，618  ト音％    が薬価収載されていなかったため  

先発医薬品の剤形に対応した後発医薬品を採用していなかった   
ため  】，064  10％  

先発医薬品の割形がOD錠であり、それに対応した後発医更品がな  

かったため  
（）丁％          2．169  

採用している後発医薫品に、OD錠が薬価収載されていなかっ   l．446  

】  1，20（）   

処方せん全体  
（n＝▲86，35Z）  

｝書名なし  日暮名あリ  

図表20 r後発医薬品への変更不可」桐に処方医の書名等がない処方せん  

（n＝318．896）における、後発医薬品への変更状況  

（平成20年12月1か月分の処方せんベース）  

［■     Z【蔦     4【九     601    8【蔦    1〔ロー  

変更可の処方せん   
（∩＝318β粥）  

田後発医薬品に変更しなかった   

田処方せんに記載されたすべての銘柄について、後先医薬品が薬価収鮭さ   
れていないために．後発医薬品に変更しなかった  

■患者が希望しなかったために、すべて後発医薬品に変更しなかった   



「後発医薬品への変更不可J柵に処方應の署名等がない処方せんをl枚以上取り扱った  

7‘5薬局のうち、rそれらの処方せんを1牧以上、実軌こⅠ品目でも先発医薬品から後発医  

薬品に変更した薬局Jは7l．0％（543薬局）、r先発医薬品を後発医薬品へ変更しなかった薬  

局」は21，丑％（1占7薬局）であった。  

臨表2J「後発医薬品への変更不可」‡剛こ処方医の書名等がない処方せんを取り扱った  

薬局（765薬局）のうち、実際に1品目でも先発医薬品を後発医薬品に変更した  

薬局勧の割合（薬局ベース）  

Ol 】O1  201  3（h  4【九  5tホ  601  701  8m【 9仇 】tX鵬  

4）「変更不可」欄＝こ処方医の署名琴がある処方せんのうち、後発医薬品を銘柄指定してい   

る処方せんの割合   
平成20年12月1か月分で、「後発医薬品への変更不可」榊に処方医の署名等がある処方  

せん1占7．45‘牧のうち、r後発医薬品の銘柄指定あり」は4l．6％、「後発医薬品の銘柄指定な  

しj は58．4％であった．  

図表21 r後発医薬品への変更不可」揃に処方医の署名等がある処方せん  

（∩＝167．456）における、後発医韮品の銘柄指定している処方せんの割合  

（平成20年12月1か月分の処方せんベース）  

OX ◆    21）1    1仇     8【lt    801   1m  

ま更不可の処方せん   
（一戸沌丁ノ58）  

薬品に文軍した藁亀  
田先免匿薫品を後免医薬品へ文王しなかった憂丘   tそれらの処方せんをl牧以上、失職に一品自でも先発医薬品から後免医     ロー回答  ｛後先医薬品の総柄指定あり   巳後先医薬品の総柄指定なし  

5）後発医薬品への変更割合（薬局ベース）   

平成20年12月lか月間で、「後発医薬品への変更不可J袖に処方医の署名等がない処方  

せんをト枚以上取り扱った薬局は、8川％（7‘5薬局）であった．  

図表221か月間の取り扱い処方せんのうち、「後発医薬品への変更不可」楕に処方匡の  

書名等がない処方せんを取り扱った薬局数の割合（薬局ベース）  

OX  2t蔦     峨     脇     机    1∝嵐  

21  

1  

6）1か月肌に調剤したすべての医薬品に占める後発医薬品の割合   

平成ユ0年12月1か月間に調剤したすべての医薬品に占める後発医薬品（数量ベース）  

についてみると、rlO％以上～20％未満」（19，5％）が最も多く、次いでr30％以上－40％未  

溝」（川．6％）、rユ0％以上～30％未満」（10．4％）であった．  

図表251か月Ⅳ‖こ閂刺したすべての医薬品に占める後発医薬品（敷1ベース）の割合  

く平成20年12月1か月仰、薬局ベース）  

O1  20t      4仇      ¢払  801     1m  

「後発医薬品への変更不可」桐に処方医の署名等がない処方せんを取り扱った765薬局  

における、後発医薬品への変更可能な処方せんに占める、実附こ後発医薬品に変更した処  

方せんの割合（変更割合）についてみると、変更割合がr5％未満」が293薬局、r5％以上  

～川％未軌rlO％以上一っ0％未削がそれぞれ74薬局であり、後発医薬品への変更割合  

は低いとみられる．  

国表24 「後先医薬品への変更不可J欄に処方匡の書名等がない処方せんを取り扱った  

薬局 く了65薬局）における、・後発医薬品への変更可能な処方せんに占める、  

後発医薬品への変更割合別の度数分布（薬局ぺ「ス）  

薬局全体  
（∩＝01イ）  

後免色黒品へ文王した51羽腋局  
■10％宋濱  田10％以上－20％未満臼201も以上－ユOIも東灘  

■38％以上一帖Iも兼1日ヰOIも以上－50，も乗糞臼5091以上一叩％未濃  

ロー（】％以上  口無風昔  

500   

100   

伽   
2∝）   

1【旧  

0   

（注）数土ペースとは、藁饉墓場の規格単位ベースで、例えば錠剤の場合、■鈍に1か月間にH剤  

した全長数を数えて什書することを景蛛する．   
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平成20年】2月1か月膵＝こ調剤したすべての医薬品に占める後発医茶品の劃合について  

みると、l薬局あたりの平均は27．0％（標準償差1，ユ、中央価コ．0）であった．  

国表261か月間に桝刺したすべての医薬品に占める後先医薬品（数暮ベース）の割合  

（平成20年12月】か月間、薬局ペース、r戸605）  
（往）丁65黒鳥の中には、後発匿巣品への変更割合が不明の55薬局がある．  

すべての医薬品に占める後発  
医薬品の割合（％）  

（i主）回答のあった施貯を対象に▲計した．  
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2）後発医薬品についての睨明を行った患者のうち、後発医薬品の使用を希望しなかった  

患者の割合   
後発医秦品への変貰可能な処方せんを持参し、薬局において後発医薬品についての説明  

を行った患者のうち、後発医薬品の使用を希望しなかった患者の割合についてみると、  

「10％未満」（Z4．2％）の薬局が最も多いが、他のいすれのカテゴリも10％程度から17％】星  

床の間の回答割合があり、ばらつきがみられた。  

図表28 後発医薬品への変更可能な処方せんを持参し、  

逸見医薬品についての艶明を行った患者のうぅ、後発医薬品の使用を  

希望しなかフた患看の割合（薬局ベース）  

01 10一  之01 3（h  ヰOt  50t  601 7肪  8仇  90～ 1皿  

③後発医薬品への対応状況（平成20年4月以降）   

l）後発医蓬品についての説明を行った患者の割合   

後発医薬品への変更可能な処方せんを持参した患者のうち、後発医薬品についての説明  

を行った患者の割合についてみると、rlO％未満」（375％）が最も多く、次いで「10％以上  

、）0％未満」（20．t％）、「30％以上～50％未満」（12．4％）であった。  

匡ほ受27 後発医薬品への変更可能な処方せんを持寄した患者のうち、  

後発医薬品についての説明空行った患者の利金」藍屋さ二旦L  

Ol lO1 20ヽ 3〔粍 哺～  501 60ヽ 701 801 901100％  

全体  
（∩＝94ヰ）  

■10％兼濱  口lO％以上～30％未満830％以上一節％未満  

■58％以上～70％未満日了0％以上－909も未満ロ9D％以上  

ロー回答  

（注）「後発医薬品についての悦明」とは、後発医薬品と先発医薬品とが同等であること（例え  

ば、晶ダ、安定性、生物学的同等性試験結果など）の説明に加えト患者の処方せんにおけ  

る変更前の薬剤料と変f後の藁刑料の差斬等についての説明などを指す．  

■10％兼濱  田lO％以上－30％未満q30，も以上－58％未満  

七58％以上－70％未満日フ0％以上～上砂％東員8鋪％以上  

ロー回書  

4）後発医薬品への変更調剤を行った患者のうち、2回目以降に後発医薬品の使用を希望し  

なかった患者の割合   
後発医薬品への変更調剤を行った患者のうち、2回目以降に後発医薬品の使用を希望しな  

かった患者の割合についてみると、「10％未満J（島1．0％）が止も多かった。  

国表∽ 後発医薬品への変更調剤を行った患者のうち2回目以降†こ後発医薬品の  

使用を希望七なかった患者の割合（薬局ベース）  

0～ 】0～  20t  301 ヰ01 501 6ロー  TO1 801 90t lm  

3）後発医薬品についての説明を行ったにもかかわらず、患者が後発医薬品の任用を希望  

しなかった理由   
薬局において後発医薬品についての説明を行ったにもかかわらず、患者が後発医薬よの  

使用を希望しなかった理由についてみると、「薬剤料等（患者自己負担瀕）の差額が′トさい  

から」（叩．5％）が最も多く、次いで「後発医薬品に対する不安がある」（356％）であった。  

図表29 後先医薬品についての伐明を行ったにもかかわらず、患者が後先医薬品の  

使用を希望しなかった理由（薬局ペース、犀数回答、個叫〉  

Ot l肪    201   3（】1   ヰOt    50ゝ  

藁刑料亭（丘書自己1担書l）  
の養欄が小さいから  

公土1廼の重看であるため  
経済的インセンティブがないから   

】凰主に撞発医藁晶を使用したが  
体p不良となった拝♯があるから  

改発tE薬品に対する  
不安がある  

その他  

腰回答  

■】0％未満  ロ10％以上－30Iも未満臼∽％以上－50％未満  

■50勺も以上－70％未満870％以上一対％未礪口抑％以上  

D無回書   



5）後先医薬品への変更調剤を行ったが、患者が2回目以降に後発医薬品の使用を希望しな   

かった理由   
後発医薬品への変更柄剤を行ったが、患者が2回旧以降に後発医薬品の使用を希望しな  

かった理由についてみると、r効果に疑問があったた軌（2】，Ⅰ％）が最も多く、次いで「使  

用感が合わなかったため」（22．9％）、r体調不良となったため」（】‘．8％）となった。  

国表312回目以降に後発医薬品の使用を希望しなかった理由  

（薬局ベース、単数回答、佃44）  

Ol tO1    2【拝    跡     401    50～   

6）患者1人に要する後発医薬品についての平均説明時間   

患者1人に要する後発医薬品についての平均説明時間について、初回の患者における「後  

発医薬品説明＋服薬指導時朋」をみると、平均は】0．9分（標準偏差‘．0、中央値10．0）で  

あった。   

2回目以降の患者における「後発医薬品説明＋服薬繕導時間Jをみると，平均は6．0分（標  

準偏差1．8、中央価5▼0）であった。r一般的な服薬指導時間」の平均が5．葛分（標準偏差ユ．2、  

中央値5．0）であることから、2回目以降の患者のヰ合、－1更的な服薬指導と大きな差異は  

みられなかった。  

国表32 患者1人に要する平均睨明暗何の分布（rF713）  

Ol 101 ヱ01 ユOl 18ヽ bOヽ らOl †Ol lOヽ 90ヽ1（将ヽ  

効果に疑問があったため  

体璃不1となったため  

使用恐が合わなかったため  

不安廿闇えなかったため  

その他  

七回答  

後免医薬品鮫明＋一般的腹黒指導  
の合計時間く初回〉  

礁尭医薬品伐明＋一般的服薬持礪  
の合什時間（之回目以降）  

一般的な組諷指事の時間  

■5分乗満山5分－10分乗満8川分－15分乗濱u15分以上  

（注）「後発医薬品説明い後発医薬品と先発医薬品とが同等であること（例えば、品質、安定性、   

生物学的同等性供験結果など〉 の説明に加え、患者の処方せんにおける変更前の薬剤科と   
変更後の薬剤料の差額等についての税明などを指ナ．  

図表33 患者l人に要する平均奴明時Ⅶ（n＝713）  

平均櫨  標準海業  中央値   
後発医薬品挽明＋服薬指導時間（初回）（分）   10．9  － 6．0  10．0   

後先医薬品説明＋服薬指ヰ時㈲（三回目以降〉（分）   6．0  3．8  5．0   

一般的な服薬指頭時何（分）   5．8  3．2  5．0   

【注トナペての項は＝こついて回答があった施設を対射こ集計した．   

・「後発医薬品説明j．往発医薬品と先発医薬品とが同等であること（例えば、品質、安定   

性、生物学的同等性試験結果など）の説明に加え、患者の処方せんにおける変更前の薬剤   

粁と変更後の兵剤料の碧掛軌こついての説明などを指す．  
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7）平成20年12月以前に後発医薬品への変更調剤を行った患者のうち、医療払馳机葉風   

で変更した当該後発医薬品の総柄処方に切り替えた患者数の割合（薬局ベース）   

平成20年」2月以蕪研こ後発医薬品への変更調剤を行った患者のうち、医療機朋が、薬局  

で変更した当該後発医薬品の銘柄処方に切り替えた患者数の割合についてみると、rO％」  

くユ9．9％）が最も多く、次いでr10％未軌（18．4％）、19D％以上」（11．ユ％）であり、平均  

は24．2％（中央値2．0）であった．  

図表34 平成20年12月以前に後発医薫晶への変更調剤を行った患者のうち、医僚機関が、   

薬局で変更した当該後発医薬品の総柄処方に切り替えた患者数の割合（薬局べ一ス）  

001    10．【粍    20∬    30仏    48．仇    50仇  

8）在庫がなくて後発医薬品に変更できなかった患者の割合   

後発医薬品への変更が可能な処方せんを持参した患者のうち、当該後発医薬品の在庫が  

なくて後発医薬品に変更できなかった患者の割合についてみると、「10％未満」（叫．4％）が  

最も多かった。一方、r50％以上」という薬局を合計すると16．3％であった。  

国表35 後発医薬品への変更が可能な処方せんを持参した患者のうち、当該後発医薬品の  

在庫がなくて卿  

01 101 2肪 30X 401 5【椎 801 701 801 9【）l】0（粍  
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■ 回妻36 備蓄医薬品品目数の変化（n＝600）  ④医薬品の備蓄状況  

1）医薬品の備蓄品目数   

備蓄医薬品の全品日数についてみると、平成19年12月時点では平均7585品目であっf  

が、平成20年12月時点では平均gl月5品目となり、79％の増加率となった。中央値で九  

ても7155品目から776．0品目となり、g5？もの増加率となった。   

次に後発医薬品の備蓄品目数についてみると、平成丁9年Ⅰ2月時点では平均97．j品目で  

あったが、平成つ0年12月時点では平均lコ5．5品目となり、290％の増加率となった。中斗ヒ  

値でみても、685品目から100．0品目となり、460％の増加率となった．   

したがって、後発医薬品の備蓄品目数は、医薬品全品目の備蓄品目数よりら増加率とし  

ては削、ものの、平成20年12月時点における全品目に占める後発医薬品のシェア（図表  

ji（鋸／（A‖は、平均値15．3％、中央値】2．9％となっており、併然として低い結果  

となっている。   

当該薬局において1つの銘柄の先発医芥品について複数銘柄の後発医薬品を備えていら  

場合に、その先発医薬品の銘柄掛こ換算した場合の品目数は、平均】1．0品目（標準偏差171、  

中央値5．0）となった。つまり、先発医薬品＝．0品目については、保険薬局において複数銘  

柄の中から調剤する後発医薬品を選択することができるということになる。  

平成19年12月  平成20年12月  増加率   

平均値   75g．5  818．5  7．9％   
医薬品全品日数（A）   標準偏雇   3g5．7   397．7  

中央値   715．5   776．0  E▼5％   

平均値   97．3   125＿5  29．0％  

うち、後発医薬品の品 （B）  113．6   99．0   ／  

中央値   6g．5   100．0  4（；．0％  

うち、複数銘柄の後発  ＝．0  

品を備えている先発医  17．l   ／  

品の品目数  中央値  ノ／一一一「   5，0   

平均確   12．g％   15＿3％  

（B）／（A）  

中央値   9．6％   lヱ．9％  

（注）・すべての項目について回答があった施設を対亀に集計した。   

・「うち、複数銘柄の後発医薬品を備えている先発医薬品の品目数」とは、薬局で1つ  
の銘柄の先発医薬品について複数銘柄の後発医薬品を偏えている場合（薬局で後発医  

薬品を選択できる場合）に．それを先発医薬品の銘柄数に換算した場合の品目数を慧  
味する．  

例）先発医薬品   

］  
先発医薬品血g七墨還芸三盆r   

→この場合、薬局において先発医薬品α10ng、α20ngの在庫の有無にかかわらす、   
後発医薬品AlOロ】g、後発医薬品BlO皿g、按発医薬品A20皿g、後発医薬品B21）皿g   
の在庫があれば、先発医薬品の品目数は「2品目」となる．  

2）同じ剤形の後発医薬品が薬価収載されていない先発医薬品の備蓄品目数   

同じ剤形の後発医薬品が薬価収敲されていない先発医薬品の備蓄品目軌こついてみると、  

「先発医薬品がOD錠」の場合の平均は3．9品目（棟準偏差6．2、中央値2．0）、rOD錠以外J  

の場合の平均は‡7．5品目（標準偏差168，8、中央値3．0）であった．  

図表37 同じ剤形の後発医薬品が薬価収鼓されていない  

先発医薬品の備蓄品目数  

先発医薬品がOD錠（∩＝613）  

OD錠以外（rF488）  

⑤後発医薬品への変更を進めるための要件   
採用している後発医薬品を選択した理由についてみると、「迅速かつ安定的に製造販売業  

者や卸業者から入手できる」（75．2％）が最も多く、如、で「後発医薬品メーカによる品質  

に関する情報開示の程度」（58．7％）、「近隋の保険医療機関・保険薬局への納入実績の程度」  

（】9．1％）であった。  

国表39 採用している後発医薬品を選択した理由（複数回答、『944）  

D1    20t    40～    801   801   】0（粍  

3）在庫がなくて後発医薬品に変更できないケースがないようにするために必要な後先医   

薬品の備蓄品目数   

在庫がなくて後発医薬品に変更できないケースがないようにするために必要な後発医薬  
品の備蓄品目数についてみると、「200一－299品目」（12．4％）が最も多ぺ、次いで「300～】99  

品目」（12．0％）、「l00～199品目」（‖．8つも）で、平均値は275．Ⅰ品目（中央値200．0）であ  

った。   

なお、ここでは「無回答」が4l．5％と多かったことに留意する必要がある。  

図表38 在庫がなくて後発医薬品に変更できないケースがないようにするために  

必要な後発医薬品の腐蓄品目数  

〔粍  201  ヰ〔惰  8（鵬  801    1【X汽  他の後発医薬品より薬価が安価 18¶・  

近間の保険医療機叫・良枝薬局  
への納入実績の程度  

迅速かつ安定的lこ製造販禿裏書   
や卸業者から入手できる  

患者の使用感がよい  

鯛和がしやすい  

モの他  

口10q－■199品目  

百イ00－イ，9品目 8500品目以上 口無回答  
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喧）医療機関との連携   

後発医薬品への変更調剤に係る医療機関（医師）への情報提供の頻度についてみると、r新  

規の変更調剤を実施した時のみ」（52．き％）が最も多く、次いで「変更調剤を実施した都度j  

（35．ユ％）であった．  

図表41後発医薬品への変更餉割に係る医療抜㈱（医師）への情報提供の頻度  

0～ 101 2（）1 301 40兄 50I 80■ 701 801 90l1100l   

処方せんのr後発医薬品への変更不可J欄に処方医の署名等虻なかったが、後発医薬品  

に変丈しなかったケースについて、今後薬局の立場として後発医薬品への変更を進めるた  

めの最大の要件をたずねた．   

この結果、r品質保証の周知徹底」（19j％）がtも多く、次いで「剤形・規格の違いに関  

わらず銘柄変更調剤ができる環境の整備上（17．8％）、「メーカによる情報提供・安定供給j、  

一息者の理解j（15．4％）であった。  

図表仰 処方せんの「後発医薬品への変更不可」欄に払方医の尊名等がなかったが、  

変更しなかった場合について、薬局の立場として後発医薬品への変更を  

進めるためのこ■大の羊件（単数回答、個44）  

0．01 5．0110，Ot15．O120．O1 25，0羊 3001  

全体  
（h＝8一日）  

晶糞尿旺の蠣知攣戚  

メーカによる情報提供・安定供給  

鳥篭の理鮮   

剤形・規格の暮いに糾わらす銘柄た王鯛刺が  
できる覆墳の聾傷  

明細相計上の－何の絆ず  

簡lこ対応は必暮ない  

モの他  

■凪苔  

■史東川剤壬実施した♯度  D新規のま史論刺を実施Lたときのみ  

β憎＝朗1供していない  ■モの他  
l】■国書   

後発医薬品への変更調剤に係る医療欄儲（医師）への情報提供のタイミングについてみ  

る 
まとめて」（1ユ．7％）、r患者経由で次の診療日にj（9．9％）であった．  

図集42 後発医薬品への変更調剤に係る医療機関（医師）への拝観撞供のタイミシグ  

Ot lO～ 20～ 3皿 401 5（〉‡ 601 70t 80■ 9011α〕l  

全体  
（∩＝9日）   

ロー定期間の変更綱鏑をまとめて  
日韓殿何も対応していない  
D■回答  

山た更瞬綱をした♯度ナぐに   
81書経由で次の鯵■日に   

8モの他  
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後発医薬品への変更調剤について情報提供不要の取り決めを行っている医療機胡散につ  
いてみると、情緒提供不要の取り決めを行っている医療機関数がrOJはったくない）と  

いう薬局が59．7％であった．  

凪衰¢ 後発医薬品への変更且剤について情報提供不要の取り決めを  
行っている医療撞間数（n＝9ヰ4）  

各薬局で採用している後発医薬品のリストの近隣医原像関く医師）への提供状況につい  

てみると、r提供してか、」が7）．2％、鳩供している」が24．6％であった。   

r提供している」と回答した力2薬局について、その提供方法をたすねたところ、懐局  

単独で提供している」が87．5％で最も多かった。この他、「地域の薬剤師会として提供して  

いる」が6．0％、「複数の薬局で共同して提供しているjが2．2％であった．  

図表羽 後発医薬品のリストの近隣医療機関（医師）への縫供状況  

0～ 10I 20t 30t 一肌 501 6【鶴 7D1 80％ 901100t  
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図表46 後発医稟品調剤に関する考え方   

0ヽ  l仇  201  301 481  5（鵜  60ヽ  70ヽ  801  

⑦後発医薬品の使用に射する考え方   
後発医薬品の調剤に関する考え方についてみると、「説明・調剤にはあまり積極的には取  

り組んでいない」（〕ユ．5％）が最も多く、次いで「薬効によっては患者に説明して、調剤す  

るようにしている」（3り％）、「特にこだわりはない」（コl1％）であった．   

「説明・調剤にはあまり積極的には取り組んでいない」と回答したj】6秦局に対して取  

り組まない理由をたずねたところ、「品質に疑問があるため」、「安定供給体制が不備である  

ため」、r近隣医療嵐関が使用に消極的なため」（いずれもヰ02％）が最も多く、次いで「効  

果に疑問があるため」（367％）、「情報提供が不備であるためJ（269％）、「薬局に経済的な  

便益がないため」（25．0％）であった。   

全体  
（∩＝944）  

「
′
′
了
′
′
 
 

日掛＝こだわりはない  口積極的に調剤するようにしている  
田薬効により調剤するようにしている  ■あまり積縫的には取り組んでいない  
ロ撫匡】苔   

図表47 後発医薬品の説明・調剤にあまり積極的に取り組まない理由  

（複数回答、n＝316）  

（）t     20～     1（粍     6（It m l∝n  

品書に年内がある  
ため  

効よに騒闊があも  
た′）  

騨作用に不安がある  
ため   

安定供総体銅が不■で  
あるため   

情報檀供が不■である  
た▲）  

主著への書風書泉が  
不足なた〝）   

藁馬に経済的な吐益が  
ないため   

近騨最轟醜鯛が佳用に  
消棲的なたJ）  

モの地  

■巨】著  

⑧後発医薬品に変更して調剤した処方せんに係る薬剤料の状況   
ここでは、調査票の「様式ヱ」に記載のあった処方せん7．076牧の薬剤料を分析の対象と  

した。   

平成20年12月8日から12月14日の】週間に、「後発医薬品への変更不可」欄に処方医  

の署名等がなく、かつ実際に後発医薬品に変更して調剤された処方せん（7，076枚）につい  

てみると、記載銘柄により調剤した場合の薬剤料は、平均754j点（標準偏差107l＿9、中  

央値〕920）であった。一方、実際に調剤した薬剤料は、平均582ユ点（標準偏差芸78j、  

中央値Z弧0）であった。   

この結果、記載銘柄により調剤した場合の薬剤料に占める、実際に調剤した薬剤料の割  

合は、平均77．2％（中央値7‖）であった．  

図表4912／8～14に後発医薬品に変更して調剤された処方せん（7．076枚）の状況  

後発医薬品の品質保証の方法についての理解状況をみると、r十分に理解している」が  

g．】％、「ある程度理劇している」が6i．0％、rあまり理解していない」が刀・8％であった。  

図表亜 後発医薬品の品質保証の方法についての理解状況  

〔粍 1仇 20ヽ 301 ヰ（1 50ヽ 601 701 8（穐 9【邦 1m  

刀十分に理解している 口ある程度理解している 臼あまり理解していない  
コ全く理解していない  ロー回苔  

平均価  棟準1芋茎  中央値   

記正銘柄により調剤した場合の薬剤料（A）（点）  754－5  107l．9  39ヱ．0   

実際に調剤した場合の薬剤窮（B）（点）   582．2  息78j  2吉0．0   

記載銘柄により訊剤した士■合の薬剤斜に占める、  77二Z  
実際に調剤した薬剤料の割合（B／A）（％）  

7l．4  

次に、患者一部負担金割合別にみると、後発医薬品に変空して調剤された処方せんの平  

均薬剤料Ii、「記載銘柄により調剤した場合の薬剤科jが、1割負担で94t．7点、つ割負担で  

700．0点であった。一方、「実際に調剤した薬剤科」は、l割負担で752．4点、3劉負担で522．8  

点であった。   

この結果、記載銘柄により調剤した場合の薬剤料に占める、実際に調剤した薬剤料の割  

合は、l割負担で79．9％、】割負担で74．7％であった。  

図表50 患者一部負担金割合別にみた、12／8～12／川に後発医薬品に変更して  

調剤された処方せん（7．0丁6牧）の状況  

7，076  404  し944  20（；  4，506   患者一部負担金割合   全体  0割  1割  2割  3割  10割  処方せん枚数（扱）            10  記載銘柄により調剤した場合の薬剤料（A）（点）  754．5  740．0  941．7  241．l  700．0  176．l  実際に調剤した場合の菓剤料（B）（点）  5g2．2  637．6  752．4  191．2  522．g  】19．8  記粧銘柄により調剤した場合の薬剤矧こ占め る、実矧こ調剤した薬剤料の割合（B／A）（％）  77．2  ＄6．2  79．9  79．3  74．7  68．0   
（注）患者一部負担金割合の「全体」にl士、患者一部負担金割合が不明だった処方せん6牧が含  

まれる。  
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⑨細医薬品の使用にあたっての開局点一抹樋専  

ここでは、自由記述形式により、後発医薬品の使用にあたっての関諾点・級題等につい  

て意見・要望を記載していただいた内容のとりまとめを行った。  

1）後発臣藁晶の供給㈱  

局の在阻供給体射  
・後発医薬品が1社しかないものは、採用したくても安定供給が可能かどうか不安なので   

採用できない．  

・当薬局では、処方される薬の集中率が低いため、後発品を採用すると、在庫の回転率を   

悪化させてしまう便向がある。そのため処方される薬が集中していて採用薬品の数の少   

ない薬局に比べ、積極的に後発品に変更ナるのが摩しい状況である．  

・それぞれの病院、医師の考えにより、後発品の使用法が違い、また、患者サイドでも薬   

局により商品が変わることは納得していただけない。とくに汎用医薬品は、一成分で数   

種類の商品を在庫として置く必要がある．一刻も早く商品名ではなく成分名での処方せ   

ん輔を温む。   

晩発医掛カーの♯東面司  
・先発医薬品メーカーが後発医薬品を販売することが増え、メーカー・の説明や対応もしっ   

かりしているため信頼できる．だが情報提供がきっちりとできる後発医薬品メーカーは  

ほとんどない．  

・後発医粟晶を隅刺していて、錠剤の破損に気づき、メーカーに問い合わせたことがある．   

このロットは、メーか－の回収品だったようだが、一切その情報がなく、クレームのあ   

った薬局・医院等のみに対処しているようだった．もし回収品が出たら、どこのメーカ   

ーでも情報発信をし、納入先には知らせる体制を整えてほしい。  

幻 後発医薬品の品質と表示  
・包装の表面はともかく、錠剤、カプセルを出す時に手を切ったりナることがあり、薬だ   

けでなく包装にも気をつけてほしい．  

・欧米のジェネリシタのように有効成分、添加物が全て同一のものを後発品として認める  

べきだ．  

・現状のデータは、客観的・中立的ではないため救いづらい。借用できかねる．後発品の   

副作用、効果等は、できるかぎり薬局でもやっているが、これだけの辞しい調査は、特   

別スタッフを用意していただかないととても無理だ．海外のように第三者舶による後   

発品と先発品とのデータの比較（海外でいうところのオレンジブック）をお掛、したい。  
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・先発晶よりも後発品の方が、溶解性、添加物なとが優れていると思われる医薬品も多く、   

もしその上うな後発品が増えると、自然と、後発品を積径的に勧めるょうになると思う．  

3）後発医薬品処方における薬局と医師  

方箋を通じた意思蔵  
・処方変モ不可のところに署名等が入っているもので、それが、すべて後発品のものなど   

は、医師の処方意図がわかりづらいことがある。  

・変更不可印を押ナ理由の1つに、変更情租を受け取ることのわずらわしさがあると聞い   

ている（医師側に）。後発品の品質が先発と同等であるならば変更観官は不要とすれば   

良い． 

・溶出試験等による生物学的同等性について、医師はある程度理解されているが、実際の   

効果についてわからないため変更不可の処方せんが多いと感じる．  

・剤形相異の変更を基本可にして欲しい．タメな時にのみ変更不可印を押して欲しい。   

廃局の鐘轟  
・後発品に変更後も先発品のままで処方される医療機関が多く、違う薬局へ行かれた時な   

ど患者から情報提供がなければ、先発に房るか、別のメーカーのものになってしまい、  

問題がある。  

・薬剤師にとって、後発品への変更可の処方せんは魅力もある．患者と一緒に複数の後発   

品の中から自由に薬を選べるというのはやりがいを感じる甲で、薬局でも患者に後発品   

を薦め、手書きのポスターを作って薬局に貼るなどの努力をしている．しかしながら医   

師から明らかに不快感を示されたこともあり、現在、受け付けている処方せんの95％   

以上が、後発品への変更不可に印鑑が押してある。  

・医師のサインの無い処方せんだったので、患者と相鉄し、後発品の希望があり変更し、   

その内容を病院にフィード′くックしたら、r後発に変更する前に必ず電話でこちらの了   

解を取ってから変更してください」と言われた。まだ医師サイド主導での後発品変更の   

ため、もっと薬局サイド主導での変更にしていただきたい。  

4）後免医薬品についての広報と説明  

・rあなたのお薬代が安くなる」という説明では、r良い物は高くても良いjと思ってい   

る人が多いので、広報を通じて、r今の医療保険制度が崩壊するんです上」という全体   

的な説明をして欲しい。  

・1割負担の患者は、変更後の負担金の差が′j、さく、後発への変更を希望されないことが   

多いが、残りの9剥が税金や他の人の保険金で賄われていることをご理解されている方  
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られる．高齢者の方では窓口での負担が1割ということもあり、経済的インセンティプ  

も働きにくいので、ジェネリッタに対する理解に乏しい（説明しても）．あるいは理解  

されてもブランド志向が強いために変更しないことが多い。  

先発品のみを患者が選択ナる場合は、何か負担をするという形にしか、と、すべての患  

者へ拡めることば離しいと思う。  

当薬局は主に高齢者を対象としているため、後発品への変更を行うと、介護者が理解し  

ていても、本人は混乱が生じる。そこで当薬局では、病院と協力して後発医薬品の選定  

を行っている。  

は、後発品を希望されることがある．医療保険の仕組みについて皿民に知っていただき、   

医療保険のお金を皆が大切に使っていこうという啓発も大切だと感じている．  

・先発品と効果が違ったり、後発品に変声復員作用や棚に変化があった事例が公になか   

なか出て来ない。 

ージが出来過ぎている．  

・患者の待ち時間をいかに短くして、迅速に正確に投薬するかという課題において、ジュ   

ネリッタ医薬品への変更に向けて窓口で説明する時間は大変なネックになっている．  

5）後発医薬品を任用する際の責任所在  

・後発医薬品は自作を持って薦められない．何かあった時の★任が今の所はっきりしてい   

ないこと、自分にかかってくると思うと心声引こなってくる。より安心なジュネリッタを   

遺択できるように、薬剤師のスキルを上げることが一番に取り込むべ幸楓庸だと思う．  

・厚労省において同等性が経路されていると説明しても添加物等の違いがあり、副作用が   

起きたときの★任が難しい．  

8〉 後先医薬品を使用するメリット  

・後発を薦めているのは医療費削減以外のメリットはない．ということは、先発晶と後発   

品の値段の善がありすぎる。同じにナればよい．  

・30％に達しないと、後廃品に切りかえた時のメリットが薬局にほとんどない．薬価差を   

もらった方が利益が削、。患者に（後発医薬品を）希望する人の割合が低い．医者が処   

方する時に、後発品の割合にメリット制を入れるべきだ．  

・後発品が80％以上なので、そこは評価してもらえないのですか．後発医薬品の新発売   

時は、医師に育って使用してもらっているので、その辺のことも考えてもらいたい．  

・経済的インセンチイブといっても薬価が安ければよいというものでもなく、例えば局方   

晶の低薬価品－（散剤のヒートシール）などでは逆ザヤとなる．′くラ晶を分包しても経費   

を考えれば同様に逆ザヤとなる．騨剤すればする軽赤字．このようなことはないように   

切にお願いしたい．  

丁）後先医薬品を促進するための理念と実態  

・小児への後発品の使用には、聞隠があると思う．後発品メーカーからデータを取り寄せ   

てもらっても、成人のみ任用歴があり、小児に対する臨床データがないものが多いと思   

う。医薬品全般にこの制度を適応するのではなく、例外品目、例外とな古診凍科目等が   
あっても良いのではないか．  

・「保険医療への協力」という語をして理解が得られるのは、比較的若年厳層の患者に隈  
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（3）診療所・病院・医師調査の結果概要   

【調査対象等】  

2）診療所の種別   

診寮所の種別についてみると、「無床診療所」がさ9．6％、「有床診療所」が10．0％であっ  

た。  

図表52 診療所の楓別  

01 101 ZOt  301 ヰ仇  501 601 70t  801 90～ 1001  

○診療所調査   
隕査対象：全国の一般診療所の中から無作為に抽出した一般診療所   

回答数：733施設   

回答者：開設者・管理者  

○病院間査   
調査対象 全国の病院の中から無作為に抽出した病院   
回答数：326施設   

回答者：開設者・管理者  

（⊃医師調査   

照査対象二上記、「病院調査」の対象施設で外来診療を担当する医師  

】施設につき、診療科の異なる医師ヱ名   

回答数：4；1人  

診療所  
（n＝丁：I3）  

日舞床診療所  □有床診療所  

②病院の施設属性  
り 病院の開設者   

「病院調査」において有効回答が得られた病院32‘施設の開設者についてみると、「医療  

法人」（549％）が最も多く、次いで「公立」（54，9％）、「その他の法人」（1l＿3％）であった。  

図表53 病院の開設者  

○ヽ 10～ 20ゝ 3（汽 401 5（h 6肪 7D㌔  8仇 90ゝ 1∝粍  

①診療所の施設属性  

り 診療所の開設者  

「診療所調査」において有効回答が得られた診療所7〕j施設の開設者についてみると、「個  

人」が55．ユ％、「法人」が398％であった。  

国表51診療所の開設者  

01 101 20～ 301 401 501 60t  7〔粍  801 9811∝）l  
オ公’的  
口個人  
口無回答  

血国立  口公立  
■‡土会保険闇俵団体  日医療法人  
旧字校法人  8その他の法人  

‾‾一‾‾■ヽ       ，  

’      「  

‾ ，■，■■   ‾ ‾   l     ▲  

b個人  □法人  匹その他  ロk回答  

2）病院の病床規操  

病院の許可病床掛こついてみると、「】00－199床」およぴ「200－2卵床」（ともに2且5％）  

が最も多く、 

許可病床数の平均は18】．5床（標準偏差l）6．9、中央値152．0）となった。  

匡卜表 54 病床規摸  

O1  201  ヰ仇  60t  8肪     】m  

4）DPCの対応状況   

DPCの対応状況についてみると、「DPC対象病院」が5．2％、「DPC準備病院」が104％  

であった。また、DPCに「対応していない」病院は7g．5％であった．  

国表56 DPC対応状況  

01 101 201 30％ … 5肪 601 701 80～ 9D～ 1m  

8DPC対女病院  EDPC準傭病焼  払対応していない  □無回答  
■－ヰ9床    858－99床   四1【X巨〉1拍床  

口300－3g9床  コ400ー499床  口説X）床以上  

5）特定入院料の状況   

特定入院料の状況についてみると、「回復期リハビリテーション病棟入院料」を井左して  

いる病院は15．0％であった。同様にみていくと、「亜急性期入院医療管理料」は15．‘％、「救  

命救急入院料」が0．9％、「特定集中治療主管理科」が3．1％、「小児入院医療管理料」が46％  

であった。  

図表57 特定人院料の状況（複数回筈、n＝326）  

【粍     2肪    4（≠    80t    8仇   Im  

3）病院の種別   

病院の種別についてみると、「特定機能病院」である病院が0．9％、「地域医療支援病院」  

が74％、「がん診療連携拠点病院」が2．5％、「臨床研修指定病院」が16．9％であった．  

図表55 病院の種別（複数回答、n＝3Z6）  

01     20t     40～     61）1    80t lm  

卜
「
腋
L
L
「
 
 

特定株能病院  

地域医療支主l病院  

がん診療遺構拠点病院  

臨床研修指定病院   

回復期リハビリテーション  
病棟入院料  

亜急性期入院医療管理料  

救命粒恩人院料  

特定集中治療主管理科  

小児入l完医療管理料   
】 寧型±⊥⊥  



③医師の属性  
l）医師の性別   

医師の性別についてみると、診療所の医師では「男性」がB7二Z％、「女性」が11．9％であ  

った。また、病院の医師では、一男性Jが90．コ％、「女性」が乳7％であった。  

国表58 医師の性別  

Ol 101 ZOX  3D1 4D■  50～  801 10ゝ  80～  g【は 100l  

3）医師の主たる担当診療科   

医師の主たる担当診療科についてみると、診ま所、病院ともに「内科」（診療所購．1％、  

病院咄．占％）が最も多かった．次いで診療所では「耳暮咽喉科」（7．1％）、「眼科」（6．8％）、  

り、児科」（6．1％）であった．   

病院では「外科j r精神科」（】2．5％）、r整形外科」（5．芸％）、「循環等科j（】コ％）であっ  

た。  

国表60 医師の主たる担当診療科  

5仇  

4（h  

調  

1乱  

】ロー  

0l  

口女性  ロー回答  
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2）医師の年齢   

医師の年齢についてみると、診療所ではr50～59軌（35．1％）が最も多く、勘、でr60  

～‘9軌（22．‘％）、r70歳以上j（19．0％）、r40～4，乱（16．9％）であった．平均は59．0蔵  

（中央値5さ．0）‘であった．   

病院では「50～59軌（35．5％）が最も多く、次いで「40～49軌（31．‘％）、「‘0～‘9軌  

（l】．7％）、r39歳以下」（11．4％〉であった．平均は5l．4織（中央値51．0）であった．  

国表59 医師の年齢  

0‡ 10～ 2D～ 3D1 40t 50■ 80～ 70t 80～ 80‡1001  

鯵療所  
（∩＝了33）  

病院  
（∩＝43り  

■ユ9慮以下 日朝－4膿 ロ5ロー5鳩』仙－6，ま 巳10鼓以上 日舞回答  
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④診療所・病院の診療体制   

診療所・病院における常勤の医師数と薬剤師数についてみると、診ま所における常勤医  

師の人数は平均l，2人（標準偏差0．7、中央値1．0）であり、常勤の薬剤師紛ま平均0．1人  

（橿準偏差0．4、中央値0．0）であった．   

病院における常勤の医師数は平均1‘J人（槙準偏差コ‘．9、中央値8．1）であり、常勤の  

薬剤師敷は平均4．4人（標準偏差5．T、中央値3．0）であった．  

図表引 ＃勤の医師数・薬剤師数  

診療所・病院における後発医薬品の備蓄状況についてみると、診療所では「l－50品目未  

軌（47．7％）が最も多く、次いで「○品目j（26，ユ％）、「50～100品目未満」（9．1％）であっ  

た．一方、病院においては、r50～100品目未満」（】T，4％）が最も多く、如、でrl′こ50品  

目未満」（2き．且％）、r108～200品目未満」（2〕．占％）であった．  

図表63 後発医薬品の備蓄状況  

Ot 】0～ 201 30t ヰO1 50t 801 －0～ 80父 90～ 100t  

平均値  棟韓偏差  ヰ央値  診療所 （n＝708）  医師数（人）  1．2  0．7  l，D   薬剤師数（人）  D．1  0．4  0，0  病床 （n＝318）  医師数（人）  16j  36．9  ・8＿l   薬剤師致（人）  4．4  5，7  】．0   
：■○品目  ロ1－5ロ品8朱1   a即－100晶∃未満   

81（氾－200晶巳木鶏  ■Z00－300品目朱濱  口300品E以上   
□幾回筈  ⑤診療所・病院における医薬品の♯蓄状儒   

診療所・病院における医薬品の備蓄状況についてみると、診療所における医薬品の備蓄  

品目数は、平均123・4品目（標準偏雇1弧5、中央値74．5）であった．このうち、後発医薬  

品の備蓄品目軌ま、平均25．3品目（標準偏差52．5、中央値7．0）であった。備蓄医薬品全  

品目数に占める、後発医粟品の備蓄品目数の割合は、平均20．5％（中央値9．4）であった．   

病院における医薬品の備蓄品目数且平均71l．タ品目（標準偏差3軋3、中央値引8．0）  

であった．このうち、後発医薬品の備蓄晶日数は、平均鋸M品目（標準偏差73．2、中央催  

70・0）であった．備蓄医薬品全品日掛こ占める、■後発医薬品の傭＃品目数の割合は、平均  

121％（中央償11．3）であった．  

図表62 医薬品の旗手状況  

⑥病成で使用している後発医薬品リストの提供状況   
病院で使用している後発医薬品リストの提供状俄についてみると、「提供してない」  

（59・2％）が最も多く、次いで「近隣の薬局に提供している」（18．1％）、r近隣薬局ヤ地域  

の薬剤師会に提供」（10．1％）、「地域の薬剤師会に提供しているj（‘4％）であった。  

国表64 病院で使用している後発医凛晶リストの提供  

0～ 10■ 201 30I 小）1 50ヽ 80ヽ 70‡ 801 901100l   診療所（n＝133）  病院（rF328）  

平均値  標準傭圭  ・■ 中央也  平均値   r＝  中央値   

①医薬品情事品目数 （品目）  】2ニー．4  136．5  74．5  7Il．9  384二！  ‘18，0   
②うち、後発医薬品の 備蓄品目数（品目）  25，3  52．5  7二0  8‘．0  7：！．2  70．0   

③②／①   20＿5％  9，4％  12．1％  l】．つ％   

病院  
（∩＝≡328）  

■近駿薬局や地域の薬剤師会に縫供 日地坤の藁刑師会に提供している  
q近隣の議員に提供している    山塊供していない  

8その他  ロー回箪 
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⑦入院患者に対する後発医薬品の使用状況等  
1）1か月間の平均在院患者数   

平成20年12月1か月間の平均在院患者数についてみると、有床診療所では平均50人（標  

1準偏差6】、中央値l．5）、病院では平均】37．5人（標準偏差122．l、中央値109．畠）であっ  

た。  

国表65 平均在院患者数（平成20年12月1か月間）  

Dl－C対応状況別にみた、病院における入院患者に対する後発医薬品の使用状況について  

みると、DPC対▲負病院では「後発医薬品のあるものの一部を使用」（52．9％）が最も多く、  

「後発医薬品があるものは積極的に使用J（17．6％）を合わせると70．5％となったが、「後発  

医薬品をほとんど使用していない」という回答が17．6％であり、比較的高い割合を示した。  

これは、DPC準備病院とDPCに対応していない病院における割合（それぞれg8％、125％）  

と比較しても高い敏幸となった。  

図表67 病院における入院患者に対する後発医薬品の使用状況（ロPC対応状況別）  

011硝20t 301 401 50t 601 7t几 8〔】1 9仇l∝瑞  者致（人）  

1か月間の平均在院患  

5．0  
（注）有床診療所73施設のうち平成20年12月1か月間の平均在院患者数0人という施設7施  

設と病院326施設のうち平成20年12月1か月間の平均在院患者数0人という施設30施設  
を除いて集計した。  

2）入院愚老に対する後発医薬品の使用ボ況   

入院患者に対する後発医薬品の使用状況についてみると、有床診簾所、病院ともに r後  

発医薬品のあるものの“部を使用」（有床診療所390％、病院500％）が最も多い点で共通  

しているが、続く順位は、有床診療所ではF後発医薬品をほとんど使用Lていない」（ヱ7．Ⅰ－‰ノ、  

「後発医薬品があるものは積極的に使用」（16．9％）という順であったが、病院では「経発  

医薬品があるものは積極的に使用」（〕28％）、「後発医薬品をほとんど使用していない」  

（1ヱ．ユ％）という頓であった。  

図表66 入院患者に対する後発医農品の使用状況  

0～ 】0ヽ 201 3D㌔ 40～ 501 60ヽ 701i 801 9011001  
臼後免医薬品のあるものの   
一部を使用  

自その他  
■後発医薬品があるものは   
積極的に使用  

日後先医薬品をほとんど   
使用していない  

□舞回答  

（注）「病院全体」には、rDPC対応状況lについて無回答であった19施設が含まれる．  

■後発医薬品があるものは   
積極的に使用  

日後発医薬品をほとんど   
使用していない  

ロー回答  

ロ後発医薬品のあるものの   
一節を使用  

日その他  

（注）有床診療所については、平成20年12月lか月間の平均在院患者数がrD」であった施駿を  

除いて集計した，  
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4）1年前と比較した入院患者に対する後発医秦品の供給体制   

1年前と比較した入院患者に対する後発医薬品の供給体制についてみると、有床診療所、  

病院ともに、「変わらない」（有床診療所58．9％、病院7l．g％）が最も多く、「改善した」は  

有床診療所が】2．3％、病院が23．0％であった。また、「悪化した」は有床診療所がl．4％、  

病院がl．5％であった。  

図表70 1年前と比較した入院患者に対する後発医薬品の供給体制  

01 101 ヱO1 3（】ゝ  40ヽ  501 601 7D1 80～  90t 1001  

3）入院患者に対して後発医薬品を使用して間蝮が生じた経験の有無   

入院患者に対して後発医薬品を使用して問題が生じた経験の有無についてみると、奄床  

診療所∴病院ともに「ない」（有床診腐所る〕0％、病院g2．2％）という回答が大半を占めた。  

一方で、「ある」と回答した有床診療所は4．】％（3施設）、病院は16．6％（54施設）であっ  

た。   

「ある」と回答した病院におりる、後発医薬品を使用した際に生じた問題の内容に′ル、  

てみると、「供給体制上の問題」（「あるjと画答した病院の48．1％）が最も多く、次いで品  

質上の問軌（同40．7％）、「メーカの情報提供体制上の問周」（同〕Ⅰ．5％）であった。  

図表68 入院患者に対して後発医薬品を使用して問題が生じた経験の有無  

Ot 】Ot  201 30ヽ  40ヽ  501 601 TO1 801 90t lOOl  

■改善した    ロ変わらない    同君化した    ロ無回答   

／′ 
ノ乙一／  

／    ▼  
■ある  日ない  日舞回答  

図表69 r入院患者に対して後発医薬品を任用して問題が生じた経♯がある」と  

回答した施設における、後発医薬品任用で生じた問鶴（複数回苓）  

Ol   ヱOt   181   60ヽ   aO1  100l  

品質上の聞瀾  

メーカの情報濃供   
体制上の同穣  

供給体制上の問題  

その他  

無回答  

（注）有床診療所3件の回答内訳は、「品質上の間軌 が1件、r供給体制上の問軌  

がヱ件であった。  



3）病院における外来患者への…に際しての後発医薬品使用に関する施設としての   

対応方針   

病院における外来患者への院内投薬に際しての、後発医薬品使用に関する施設としての  

対応方針についてみると、咽々の医師の判断による」（4‘．9％〉が最も多く、次いで「後発  

医薬品を積極的に使用」（22．】％）、「後発医薬品をほとんど使用しない」（Ⅰ6．‘％）であった．  

図表了3 病院における外来患者への院内投薬に際しての後発医薬品使用についての  

施設としての対応  

01 101 201 301 401 501 601 70％ 801 9011001  

⑧外来診動こおける後先医薬品の使用状況  

1）診療所における院外処方せん発行状況   

診療所7ココ施設における院外処方せんの発行状況についてみると、院外処方せんをr発  

行している」診療所は砧j％（486施設）、「発行していない」診療所は317％であった．  

図表了1診療所における院外処方せん先行状況  

0■ 101 201 301 401 5【】1 60ヽ 70ゝ 801 901100■  

病院  
（rF326）  

■析している  ロ新していない  l  「i痩衰頭豆竜頭画面三直面‾‾‾‾古鶴舞医薬品をほとんど使用しない  
8個々の医廉の判ポによる  ■その他  
○書回答  

4）病院l＝おける外来患者に院外処方せんを発行する際の後発医薬品使用に関する施設と  

して打対応方針   

病院における外来患者に院外処方せんを発行する際の、後発医薬品任用に関する施設と  

しての対応方針についてみると、咽々の医師の判断ドよる」（54・9％）が最も多く、次いで  

r後発医薬品を積極的に使用」（23．0％）、r後発医薬品をほとんど使用しない」（4・9％）で  

あった．  

瓦表74 病院における外来患者に院外処方せんを発行する際の  

後発医薬品使用についての施設としての対応  

01 tO～ 201 301 401 501 8肪 70～ 801 901】m  

2）外来診療の状況   

診療所・病院における外来診療の状況について、lか月間の外来診療英日数虐みると、診  

療所は平均19．8日（楳準備羞3．9、中央砿20．0）、病院は平均21．3日（標準偏差1．8、中央  

値22．0）であった。   

続いて、1か月間の外来延べ患者数をみると、診療所は平均L粥0．5人（標準偏葛1，201．‘、  

中央値1，鵬9．0）、病院は平均り07．4人（標準偏差5，766．3、中央値2，56LO）であった。   

また、lか月間の院外処方せん発行枚数をみると、診療所は平均紬2．9枚（標準偏差g60．4こ  

中央値糾5．0）、病院は平均圭l】4．7牧（操準備藍3，079．1、中央値1，152j）であった。  

図表72 診療所・鼠院における外来診療の状況  

診療所（l戸733）  病院（l下326）  

平均値  標準偏差  中央摘  平均値  横準偏差  中央隠   

①1卑、月間の外来診療果   19、8  3．う  20．0  2l．】  3．写  22．0   
日数（巳）  

（か1か月間の外来延べ患 者数（人）  l．ュ約．i  ■l，ユOl．6  し砿9，0  ヰ．ユ07．4  5，7t；‘j  ユ．56l．0   

（91か月間の院外処方せ ん発行枚数（枚）  802．9  860＿4  645．0  2，134．7  3．OT9．】  1，152j   

病腕  
（rI＝328）  

ロ後発医蓬昂盾ほとんど使用しない  
叫その他  

i■抜免医薬品を積極的に使用  
日Mけの医師の判断による  
口熱回書  

（注）一枚発医薬品を積極的に任用」とは、後発医薬品の銘柄処方のほか、院外処方せんの「後  

発医薬品への変更不可」凱こ署名等を行わない場合を含む．  
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6）外来診療l二おける後先医業品の処方の変化（1年前と比較して）  

1年前と匹較した、外来診療における後発医薬品の処方の変化について診療所および病院  

の医師こたすねたところ、診療所、病院ともに、†変わらない」（診療所48．g％、病院49．7％）  

と r多くなった」（診療所46」％、病院47．1％）が、ほぼ同じ割合となった。  

図表76 外来診療における後先医薬品の処方の変化（1年前と比較して）て医師ベース）  

Ot  柑t 2【l■ 301 101 501 601 701 80I 90～ 1001  

5）病院における院外処方せんを発行している診療科   

病除こおける院外処方せんを発行している診療科についてみると、r内科j（69，0％）が最  

も多く、次いで「整形外科」（43．9％）、r外科」く4ココ％）の順となっている．  

図表75 病院における院外処方せんを発行している診療科（複数回筈）  

○ヽ  201  ●ロー  8t】t  8肪     1昭  

■多くなった   日豪わらない   8少なくなった   口触回筈   

I 

て
薄
 
 



8）「後発医薬品への変更不可」梱に書名した処方せんの発行軽装（平成20年4月以降）   

r後発医薬品への変更不可」楕に署名した処方せんの発行経酸の有無について診簾所お  

よび病院の医師にたずねたところ、「ある」と回答した医師は、診療所が42．4％（20‘人）、  

病院が35．5％（Ⅰ53人）であった。   

また、「後発医薬品への変更不可」柵に署名した処方せんが、院外処方せん枚数全体に占  

める割合についてみると、診療所・病院ともに「10％未満イ（それぞれ42ヱ％、34．0％）と  

「90％以上」（それぞれ38．g％、3l．4％）が、ほぼ同じ割合となっている。  

図表79 r後発医薬品への変更不可」欄に署名した処方せんの発行経壊の有無  

（医師ベース）  

0ヽ  101 20t  30t  ヰO1 501 60～  －Ot  80ゝ  901 1m  

7）院外処方せんのうち、後発医薬品を銘柄指定した処方せんの発行状況   

病院において、平成20年l：Z月lか月間に発行した院外処方せんのうち、後発医薬品を  

銘柄指定した処方せんの割合についてみると、「10％未軌（4〕ヱ％）が最も多く、次いで、  

「10％以上～10％未満」（20，9％）となった。  

図表77 病院における、院外処方せんのうち後発医薬品を銘柄指定した処方せんの割合  

（医師ベース、平成20年12月1か月間）  

O1  10t 、20ヽ   301  481  5仇   80t   7（）t   80ヽ   90t lD〔鵜  

■10％未三萬 貯58％以上－70％未満 ロー回答  ト  
＿＿＿■ ＿  ■ ∴  

（注）無回答が多いのは、院外処方せんを発行していない医療機関が含まれ  

ているため。  

同様に、診療所についてみると、平成20年12月1か月間に発行した院外処方せんのう  

ち、後発医薬品を銘柄指定した処方せんの割合についてみると、rlD％未満J（33．7％）が最  

も多く、次いで「10％以上～30％未満」（20．2％）、「；0％以上～50％未満」（15．0％）であっ  

た。  

図表78 診療所における．院外処方せんのうち後発医薬品を銘柄指定した処方せんの割合  

（医師ベース、平成20年12月1か月間）  

01 】【）ゝ  201  〇Ot  峨  50～  6仇  7Dt  きO1  9〔粍 10C在  

図表80 院外処方せん枚数全体に占める、「変更不可」櫛に署名した  

処方せんの割合（医師ベース）  

0～  101 20～  301 40t  5〔l1 601 701 80t  901 ＝）0ヽ  

診療所  
（∩二486）  

口 元三高盲盲前古言二言蒜議可  109も未満  

鑑三二≡ニ竺二竺竺 ■川サb末葉  BID％以上－3D％未三萬 田38％Gl上－50％未三高  

85D，も以上～70％未満 巳70％以上－gD％未満 口別）％以上  

口無届筈  

10）一部の医薬品についてのみ後発医薬品への「変更不可」と記載した処方せんの発行経験   

一部の医薬品についてのみ、後発医薬品への「変更不可」と記載した処方せんの発行経  

験の有無について診療所および病院の医師にたすねたところ、rある」と回答した医師は、  

診療所が2l．6％（105人）、病院が17．6％（76人）であった。   

さらに、一部の医薬品について後発医薬品への「変更不可」とするケースで最も多いも  

のについてみると、診療所、病院ともに「先発品について変更不可」という回答が7割弱  

となった。  

図表82 一部の医薬品についてのみ後発医薬品への「変更不可」と記載した  

処方せんの発行の有無（医師ベース）  

0～  tO1 20～  301 101 50t  80t  70t  80～  9D～ 100l  

9）「後発医薬品への変更不可j欄に署名した理由   

「後発医薬品への変更不可」欄に署名した理由について診療所および病院の医師にたず  
ねたところ、診療所、病院ともに「品質が不安だから」（診療所49．0％、病院5川％）が最  

も多かった。次いで、診療所では「先発医薬品を長く使用し信頼しているから」（41．7％）、  

「効果や副作用の違いを経験したから」（345％）、病院では「先発医薬品を長く使用し信頼  

しているから」（40．5％）、「患者から強い要望があったから」（37．9％）の順となった。  

図表81「後発医薬品への変更不可」欄に壬名した理由  

（医師ベース、複数回苦）  

00  100  2（〉0  300  40．0  50D  600  

1ある  Bない  日舞回答  
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図表83 一番の医薬品について後発医業晶への「変更不可」とするケースで  

最も多いもの（医師ベース）  

0ヽ  101 201 301 40～  501 601 701 80～  90ヽ 100t  

■先発品についてま更不可  □後発品について他銘柄へ変更不可  
8先発晶▲後発品の区別なく変更不可 日その他  

口熱回答  



一部の医薬品についてー変更不可」と記載した処方せん枚数の割合について診療所およ  
び病院の医師にたずねたところ、診療所・病院ともにrlO％未満」（それぞれ55．ユ％、5ユ．9％）  

が最も多かった．一方、r90％以上」（それぞれ22．9％、l】，g％）も比較的削、割合となった。  

図表84 －卸の医薬品について「変更不可」と記載した処方せん枚数の割合  

（医師ベース）  

OX tO～  201 301 401 501 801 101 80父  90～ 】00l  

図表85 一部の医薬品について「変更不可」とする理由（医師ベース、単数回答）  

0．0   5ロ  ーt）O t50  280  ヱヨ0  30□  15．0  

慮書からの注い事呈が  
あるから  

仕舞匿玉島のII作J蠣  

が心電  

仕麓匿藁品の効kに  

疑問がある  

は尭鑑巣品の供緒♯蠣  
に不安がある  

払方銘柄が●体への  

影■が大±い  

処方k輌が為さ壌の  

せまいE軍晶  

1暑に1した州わが  

也lこないから  

処方稀欄盾暴く使用し  
慎精してt＼る  

t用匹＃晶の紘輌童  

托重されている  

モの也  

■回書  

診療所  
（∩＝105）  

病院  
（∩＝78）   

■10≠未裏  口】0†l以上－30，●未満 田ユ○％以上－50ウも東糞   

白幻≠以上－－0％未濃 ローO％以上－98％未満 8帥％以上   

一部の医薬品について「変更不可」とナる理由について診療所及び病院の医師にたすね  
たところ、診療所・病臨ともにr後発医薬品の効能に疑問がある」（それぞれユ‘，丁％、】心％）、  

r患者からの強い要望があるからj（それぞれ18．1％、ユ¢．3％）が多かった．  

（注）「モの他Jには、複数の選択肢に○がついている回答が含まれる．モの内訳は、  
以下のとおりである．  

その他の記較内容の内訳  
病院   

rその他」を遥択した回答数   氾件  17件   

上菅からの装い憂呈があるから   7件  1件   

後免寧藁品の椚作用が心E   さ件  】件   
後発医薬品の効能に疑問がある   10件  8件   

後免医業晶の供給体制に不安がある  十件  ユ件   
処方銘柄が轟体への影響が大きい   1件  つ件   

処方銘柄が治療ヰのせまい医巣晶   一件  l件   

患篭に適した湘形が他にないから   1件  2件   

処方銘柄を轟く使用し信輔している   5件  9件   

使用医薬品の総柄を指定されている  0件  ユ件   

その他   5件  5件   

未記入   5件  ヱ件   

11）後先医薬品について閑心がある患者の割合   

外来患者のうち後発医薬品について関心がある（医師に質問する、使用を希望ナる）患  

者の割合について診療所および病院の医師にた－㌻ねたところ、診療所・病院ともにr10％  

未満」（それぞれ68．Ⅰ％、7ユ．4％）との回答が最も多く、次いでr10％以上－30％未満」（そ  

れぞれ20．0％、1菖＿8％）となった．  

図表86 外来魚看のうち、後発医薬品について関心がある（医師に質問する、  

使用を希望する）患者の割合く医師ベース）  

m l（〉1 20■ 30t 40t 501 181 7t）1 80t 9Dt l【】01  

1Z）保険業届からの情報提供についての意向   

保険薬局で後発医薬品に変更した場合、変更された銘柄等についての情報提供の有無を  

診療所おょび病院の医師にたずねたところ、診療所では、「ある」がユ8．9％、「だいたいあ  

る」が3】，9％となり、両者を合わせると70．8％となった。また、病院では、「あるJが2l．3％、  

rだいたいある」が32．9％となり、両者を合わせると封ユ％となり、診療所と比較すると  

低い割合となった。病院では、「まったくない」が3‘．7％で最も多く、診療所の2l．2％と比  

較しても高い割合となった．  

図表88 保険業局で後発医薬品に変更した場合、変更された銘柄等についての  

情報提供の有無（医師ベース）  

Ol 】OI 201 30■ 40t  50I 601 7D1 80I 981100t  

鯵鑓廟  
（鵬88）  

ホ続  
（n三43り  鯵瘡所  

（n＝488）  

病院  
（∩＝131）  

■t8％乗糞  6＝Oh山上一っ0≠未篇 b肌机上－∽％未満：  
■乱川引払上一TO≠未糞 87m以上一如朋層欄In卯朝成上  
ロー国書  

■ある  1年前と比較して、後発医薬品について関心がある患者数の変化について診療所おょび病  

院の医師にたすねたところ、診療所・病院ともに「変わらないJ（それぞれ52．5％、‘】．6％）  

が最も多く、次いで増えたj（それぞれユ8．5％、ユ1．6％〉 となった．  

国表87 後発医薬品について関心がある患者数の変化  

（1年前と比較して、医師ベース）  

Ol lO■ Iql ユ○ヽ 40t エロ1 101 I01101 ■01 t00l  

ロだいたいある   ロまったくない   ロー回答   

t井♯に叫えたロ増えたB暮わらないR▲った口調欄によ｝た【‖削封書  



保険薬局で後発医藁晶に変更した媛合の望ましい情報提供のあり方について診療所お上  
び病院の医師にたずねたところ、診療所・病院ともに「都度、保険薬局からすぐに提供」（そ  

れぞれ58．占％、47．〕％）が最も多く、次いで「新たに調剤を変更した時だけ提供」（それぞ  

れl（i．9％、22．5％）となった。  

図表89 保険薬局で後発医薬品に変更した場合の望ましい情報提供のあり方  

（医師ベース）  

0％ 】81 20I 30～  4（】1 501 801 TO1 80ヽ  901 ＝）0ゝ  

（勤医師における後発医薬品使用に関する意識等  

1）医師における、後発医薬品の薬事承認に必要なデータの内容に関する認知状況   

（医師ベース）   

後発医薬品の薬事承認に必要なデータの内容に関する認知状況について診療所および病  
院の医師にたすねたところ、医師全体では「少しは知っている」（ヰ00％）が最も多く、次  

いで「ほとんど知らない」（3且，l％）、「だいたい知っている」（lS．占％）であり、この傍向は、  

診療所と病院でも同様であった。  

図表gO 後発医薬品の薬事承認に必要なデータの内容に関する認知状況  

（医師ベース）  

Ot 101 201 30t 401 501 601 101 801 9011DOl  

診療所  
（n＝186）  

病院  
（∩ニ43り  

■熱度．保険藁局からすぐに縫供   巳次回診療時に患者を通じて提供  

凪一定期間まとめて保険業局から提供E新たに餌湘を丈更した時だけ提供  

日間納内容の情報は必要ではない  口その他  
ロー回答  

■だいたい知っている 田少しは知っている Bほとんど知らない □無回答   

外来診療において、r患者からの要望があっても後発医薬品を基本的には処方しない」と  

回答した診療所及び病院の医師（診療所I18人、病院53人）にその理由をたずねたところ、  

医師全体（t71人）では「後発医薬品の品質への疑問」（「患者からの要望があっても後発医  

薬品を基本的に処方しない」と回答した医師の81．j％）が最も多く、次いで r後発医薬品  

の効果への疑問」（同砧．7％）、「後発医薬品の副作用への不安」（同56．1％）となった。   

この傾向は、病院の医師において「後発医薬品の効果への疑問」と「後発医薬品の副作  

用への不安」の割合が逆転していることを除くと、診療所おょび病院の医師ともに同様で  

あった。  

図表92 外来診療l二おいて患者からの要望があっても後発医薬品を  

基本的に処方しない理由（医師ベース、複数回答〉  

8■     281     401    …     80t lOOl   

2）医師における、外来診療時の後発医薬品の処方に関する考え   

外来診療時の後発医薬品の処方に関する考えについて診療所および病院の医師にたずね  
たところ、医師全体では「特にこだわりはない」という回答が71．1％と最も多かった。ま  

た、「要望があっても基本的に処方しない」が14．7％、r要望がなくても積極的に処方」が  

10．2％であった。病院の医師では、診療所合計の医師と比較して「特にこだわりはない」と  

いう回答割合が1l．2ポイントホい結果となった。  

図表91外来診療における後発医薬品の処方に関する考え方（医師ベース）  

0～ 101 201 301 40t 50～ 601 70～ 801 901100l  
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■特にこだわりはない  日章皇がなくても穣権的に処方  
ヨ要望があっても基本的に処方しない ロ無回答  



⑳診療所における後発医薬品の使用にあたっての問題点・陳樋等   
ここでは、自由記述形式により、後発医薬品の使用にあたっての問題点・慄選句引こつい  

て、診療所に記載していただいた内容のとりまとめを行った．  

1）緩尭医薬品の供給体制  

発医薬品メーカーのMRの間  

・後発のメーカーは購入の際はMRが来院するが、それ以外の時は売ったらそれきりのと  

ころも多い．情報は全然持ってきてくれない．  

・後発品の品質どメーカーの責任体制が明らかに向上・確立されること．一度先発品を患   

者希望に上り後発品へ変更したが、強い副作用のため対応に苦労した．報告連絡すべき   

MRがいないことが閉局。  

・プロパーが各医師に説明できるょうにする．後発品メーカーのプロパーの教育がなされ   

ていない。営業マンではだめだ．  

・後発医薬品を使用して皮膚のかぷれが目立ったときなど、メーか一の担当者に連絡して   

も、データがないとの答えがある．おそらく、販売までに多く棚がなされていなかっ  

たと推測した。   

匪局の供給臨御  
・ r先発晶しか置いていないので、それに変更したい」という連絡をくれる薬局がある．  

r本人が同意すればOK」と答えているが、高血圧、乱脂血症、糖尿病などの薬は、せ  

めて一種類の後発品を用意ナるか、すぐ取り零せる方策を、各薬局に用意しておいては  

しいものだ．  

3）後発医薬品の処方を進めるための環境   

後発医薬品の処方を進めるための環境について診療所および病院の医師にたずねたとこ  
ろ、診療所・病院ともに 

朋．5％）が最も多く、如、で「メーカによる情報提供・安定供給J（それぞれ19・8％、封・‘％）  

となった．  

匝表93 後発医薬品の処方を進劇るための環境（医師ベース）  

ロー lOt 20～ 30■ 401 50■ 60t 70■ 80■ 801100l  

■晶平良任の周知徹鷹  
B慮書の】1鳥  
白矧こ対蝕ま必事ない  
□．事寧琴」  

ロメーカによる情報提供・安定供給 ■  
■鯵轟相欄上の輌■  
田その他  1  

2）後発医薬品の品賞と表示  

・気管支拡張剤などの貼付刺で、後発医薬品が有効でない場合がある．  

・特に循環器の後発医薬品は危ないように思う．  

・人数は少ないが、後発品変更後、アレルギー症状が出た患者がいた．薬品の墓軋 コー  

ティング革も明らかにする必要あり．  

・皮膚科で使用ナる外用剤は基剤が違えば全く別のものである。主成分が同じだからと育   

って同薬剤とは認められない．  

・ノj、児用のドライシロップ、散薬などでは、先発品と味がまったく異なる。味が落ちる場   

合には後発品を使いたくても使えない協合が多い（多くの場合先発品の方が味が良い）。   

また成分は同じでも、顆粒のざらつきや香りが先発と兵力ったものがある。  

・使用上の注意、相互作用、薬物勤I臥副作用などのた附こついて、先発メーカーと同様  

に細かく辛くことが立法しい。「お分かりでし上う、お使いください」という感じを受  
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択をできる上うにするべき．  

・後発医薬品の品質保旺、メーカー情報の借頼性などを一つ二つ話してゆくと、かなり手   

間と時間がかかる．したがって、現在行っているような啓蒙活動がさらに必要だ。是非   

継続し、ジェネリッタのイメージアップを図ってほしい。  

・いくら安くても内容の情報が不十分であれば、自分の体に入るものであるから選択は慎   

重になる。メーカーも後発医薬品を売りたいのであれば、もっとコマーシャル活動や啓   

発活軌を行い、消費者l；魅力ある製品をアピールして社会的認知を待なければ、この状   

況は変えられないと思う。  

6）後先医薬品を使用する際の責任所在  

・医師が先発医薬品を処方し、薬局で勝手に後発品に変えられ、もし患者に副作用等が顕   

著に出現した場・合、維が★任を負うのか．国か、医師か、薬剤師か、患者本人か。  

・健康保険組合が「安い方に切り変えろ」という提示をしているが、点眼等の外用薬を   

30年以上佐用し、副作用が生じた場合、その書任を推がとるのか．30年先までの科学   

は借用できない。任用できないということを、きちんと艶めるべき。  

・後発品が先発品と同じと言うのはミスリードだ．蹄加物等で、大きな違いがある．それ   

を知った前提で、低価格等で患者がリスクをとって選択されるのは開局ないと考える。  

・後発品メーカーは比較的小さな会社であることが多く、もし予期しない大規模な副作用   

が発生した揚合、患者が十分な補償を受け与れるか心配である。  

・以前、当院において後発品を使用した際、肝楓能の悪化を来し、先発晶に変えたところ   

治った．そのことを報告し、問いただすと、r分からない」の一点張り。敷か月後、吸   

光度の測定方法の違いにより内容物が足りないと厚生省からの文章を得た。再度問いた  

だしても返答はなかった．この上うな無責任なメーカーがあるため、人の命を預かる人  

硯として後発品は使用できない。  

7）その他  

・基本的に先発品メーカーが苦労して先発品引乍り上げて、はじめて後発品が存続し得る  

わけであるから、先発晶の評価も忘れてはならない．このままだと、素晴らしい新薬が  

出てこなくなるのではないかと危惧している。  

薬価差に上る医師のメリットが存在しない。使用促㈲こ国家予算をつけるのなら診療報   

酬上にメリットをつけるべきである。  

・公費負担にて、自己負担ゼロの患者には、後発品に限定すべきであり、先発品希望の場  

合は、1～3劉の自己負担とすべきである。  

・後発医薬品の使用を促すのは良いが、金で釣る施策はとるべきではない．医療界から善  

意と奉仕の精神が消失してしまう。  

・患者の経済的理由で患者自ら後発医薬品を望まれるのは問題ないが、安価であることの  

みを全面に出して患者を誘導するのIi好ましくない．価格より、安心や性能を評価して、  

79   

ける。  

3）後先医薬品の検査と保証  

・欧米並みの臨床検査（主作用、副作用、成分安定性、血中・吸収に朋するもの、品質の   

安定性、一定性）を導入してi重しい。処方は増えているが、今のままでは不安だ。  

・薬剤の原料は、中日・インド製かを明記し、安心、安全性など品質保証を徹底してほし  

い。  

・血中濃度、絶世経路、代謝経路甲データ提出がないのは間凰先発晶と同じかどうかだ   

けでもデータ提出は必要だ．  

・安全性の確保のため、すべてオレンジブック（オンライン）で確潔している．ところが  

ジェネリッタには、主成分のみが先発晶と一致しているもの、主成分も副成分も先発品   

と一致しているもの、2種研がある。ちれをはつきりしてほしい。  

・主成分は効果があるとしても、モのコーティングのため、血中濃度の上昇などのデータ   

が先発品と比較してきわめて少ない（例えば症例数）ように思われる。  

・ジェネリッタ剤が厚芳省で路可されるには、2種類の試験、生物学的同等性（血中濃度）  

1と溶解度試験をバスすればよいが、ほとんどの薬でデータ数がせいぜい20－30である．   

統計の紬としては30以上が確保できなければ有意羞が出ないのに、これでどうして、   

ブランドとジュネリッタが同じ品質だと保証できるのか．  

4）後先医薬品処方における薬局と医師  

・薬局で処方せんに変更可とした姐合、薬剤名の連絡を受け、またカルテを出して記鼓す  

る手間が大変で間組だと思われる．  

・商品名では名前がいろいろで覚えられない．成分名にするか、統一品名十A＝先発、統  

一品名＋B＝後発 にするなど、工夫していただきたい．  

・院内処方で後発医薬品を処方していた患者を、院外処方に変更したら調剤薬局で先発医  

薬品に変更になった．後発医薬品は、医薬品メーカーが多すぎて、調剤薬局が変わるた  

び（患者の都合で）処方される薬が変わってしまう。  

5）後先医薬品についての広報と説明  

ほとんどの患者はすべての薬に後発医薬品があると思っている。新しい薬には後発医薬  

品がまだ出ていないことから説明を始めなければならす、後発品について正しく判断し  

てもらうためにとても手間がかかる。  

・後発品の佐用が期待されたほど進んでいないのは、先発品とは必ずしも同じ素材でない   

ことが、国民に知らされなかったためではないか。価格とひきかえのデメリット（副作  

用の対応、品質、供給における不安点）などももっとはっきり知らせ、患者が正しい迦  
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しては、誰が見てもわかるのでいいと思う。  

・後発医薬品の銘柄が、多種多様で、薬の判別が複雑化。後発医薬品の銘柄は、成分名一   

会社名などの統一化を希望。  

先発晶を好む人も多いはずだ。  

①病院における後発医薬品の使用にあたっての問題点・課題写   
ここでは、自由記述形式により、後発医薬品の使用にあたっての問題点・課層等につい  

て、病院に才己厳していただいた内容のとりまとめを行った。  

り 後発医薬品の併給体制   

師∃  
・供給体制が悪く、発注を掛けても納品までに相当時間がかかる。  

・商品名の変更に伴い、混乱することがある。  

・先発品が供給不安定であった際、後発品メーカーはチャンスであると思うが積極的な動  

きはみられず、むしろどこも供給不安定となってしまった。  

・後発品の抗生物質を発注していたが、近県では当院以外は2病院しか購入していないた   

め卸に在庫がなく、メーカーからの鮨送をはらはらした状態で待ったことも2度同じ薬   

品である。保管代替品がないか尋ねても、県によってはあまり流通していないようだ。  

・各医療施設が後発医薬品の導入促進のため、せっかく後発を検討していて亀）導入が遅く  

なったり、品質やDIなどから病院として良いと思う後発品を選べなかったりするため、   

増産体制のある後発品しか導入できなくなる状況である。国としても、後発品の増産を  

後押しして欲しい。  

・回収品が出ても、卸のMSからの情報提供のみで、MRからの情報提供がない。回叫ヾロ  

ットがなくても、情報提供はMRが行うべきである。先発晶メーカーは行っているi  

・製品の情報提供を依頼したとき「何で資料提供しなければならないのか」と本社のDI  

箋に宮われたとMRに言われた。後発品メーカーは、情報提供が免除されている駅では  

ないと思う。  

・後発医薬品の医薬品情報の供給不足に関して、以前と比べ、情報提供は行われるょうに  

なったが、まだまだ先発メーカーと比較すると賃・量ともに少ない。愚者へのバン7レ  

ット等、指導上必要な資材も不十分である。  

2）後発医薬品の品質と表示  

・先発品と後発に適応症の逢いがあること。情報提供の充実化が必要。  

・入院患者に対してii、後発品で問翳ない。積極的に導入し、患者の負担軽掛こ努めたい。  

・薬品の飲み方や、使用方法など、患者向けの冊子などの提供が少ない。作成されていな  

い。  

・医薬品によってはカタカナでカプセル本体に薬品を印字しているt）のがあり、これに関  
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3）後発芦≡薬品の検査と保証  

・後発品上市後の市販後調査のようなモニタリング機構をメーカーがつくるのではなく、   

厚労省が責任をもって作る必要がある。  

一 当院は、がん専門病院であり、抗がん剤の後発品導入を検討している。しかし、現状の   

抗がん剤後発医薬品の薬価収載品目が少なく、また、有効性・安全性等が担保された臨   

床！式験等による評価がなされていないため、導入が難しい状況となっている．医薬品費   

の節減に大きな影響が考えられる抗がん剤後発医薬品の導入の方向性を示していただ  
きたい，  

・先発晶との同等性試験のAUC、C皿aX、Tm乱X、tl／2のデータについて一部しか公表し   

ていないメーカーがあるので、全てを公開して欲しい。また、先発品は過酷試験まで行   

っているが、後発品においても徹底して欲しい。以上二項目については少なくともホー   

ムページで調べられるようにして欲しい。現状では、上述二項月のデータが揃っていな   

いと安心して後発品を邁択できない。  

・当院では、抗菌薬注射剤をかなりの割合で後発医薬品に変更している。導入にあたって   

今まで苦労したことは、先発品と比較した抗菌活性データがないことであった。含有量   

が同じでも許容範幽でかなりの幅が出る。下限と上限では善が出るかもしれないし、効   

力が同等という証拠にはならないということが問題だった。抗菌薬後発医薬品の申請許   

可にあたって、この点のデータを要望する。  

4）後発医薬品処方における薬局と医師  

・勤務医と開業医との間には、後発医薬品に対する考え方に（地方に行けば行く程）、温  

度差がある。病院の場合、管理職がトップダウン的な方策を取らない限り、後発医薬品  

に対する処方促進は望めない。  

・周閤に影響力のある医師が、先発品に対する†言仰が強く、後発品導入が難しい。  

・調剤薬局での変更後の剤型（大きさ等）が把捉しにくく、患者の訴えをうまく主治医が  

把握できない。情報提供が閉場だが、そのあたりを全て理解している医師が少ない。  

5）後発医薬品を使用する際の責任所在  

・医師側に後発医薬品使用に対する抵抗感が非常に強く、導入が進まない。後発品を患者   

に使用したが想定通りの効能が発揮されなかった温合、先発品を使用しなかったことに  
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転女垂塵  
・高齢の患者には薬の名前を覚えることが不可能だ。  

・後発品薬品の名前が覚えきれない。その都度、医薬品集を見なければならず大変だ．  

・患者が持参した他院処方の後発品の一般名が判らず、診療上トラブルとなることがあっ   

た。勘違い処方のような事件が再発する危惧がある．  

・後発品の商品名が氾濫していて、医療事故が心配だ。後発品の商品名は「先発品名【後   

発品メーカー名」に統一すればどうか。商品名の特許の問題は、例えば売上の1％を後   

発品メーカーが先発品メーーカーに支払うのではだめだろうか。  

対して貢任を問われる場合がありうる、との懸念からだと考えられる。  

・使用するのに多くの医師がためらいを感じている。患者の責任で服用するのであればよ   

いが、そもそも後発医薬品の薬効（薬剤の効果）と副作用は先発医薬品と同じとは言え   

ないため、後発医薬品に変更した場合、その薬剤で副作用や効力の低下がみられれば、   

責任をとらなければならないため、進んで後発品に変更するのは危険と考えている。  

6）後発医薬品を促進するための理念と実態  

・後発医薬品メーカーは先発メーカーから自由に医薬品データを引き出せるようになら   
ないといつまでたっても普及しないと思う。体制作りを望む。  

・度々の薬価改正で後発品の薬価は引き下げられ、最低薬価へ一直線。おかげで先発品よ   

り後発品の方が利ざやが低い（少ない）ものが増えたり、後発品のメリットが減少し」こ．   

後発品は市場価を調べて先発晶同様に薬価を下げたのでは、後発品メーーカーが成〔】立た   

なくなるのではと心配でならない。十分安いのだから∴薬価改正時に下げるとき、一定   

の係数でもかけて少な目に下げて欲しい薬剤も多いと思われる。  

・市場の約7割の医薬品について小児の適応がないのに、あえて後発品に変更する必曹性   

を疑問視する。′」、児医療の場合∴後華医薬品を使用しても患者のメリットがない。どち  

らを使用しても支払いが発生しない．  

2）後先医薬品の検査と保証  

・後発医薬品がどこで（海外も含めて）どのように製造されているのか。中国の食品問歴   

と同じようなことが生じないだろうかと、常に不安がある。それらに関する情報提供が  

必要。  

・日本における後発医薬品は、主成分が同じであれば製法や添加物が異なっていても良い。   

従って同等性に対■する保証が今一つないように思う。  

・先発医薬品と同等の効果があるのか、品質は安全なのかという心配が常にあり、積極的  

に使用する気持ちになれない。国家レべ／レの治験、効果測定など是非やってもらいたい。  

・後発医薬品のデータにいい加減なものがある．同じ薬物が同丑含去れているからと言っ   

て体内で同様に吸収されるかは疑問。後発品を推進するならもっと症例数を増やした治   

験を行い、生物学的に同等である証明をして頂きたい。  

3）後先医薬品処方における医師と薬局  

・後発品と一括りにすると、信頼できるメーカーの品も、弱小メーカーの晶も、同じ扱い   

である点が不満だ。例えば、「アロプリノール剤ならザイロリック・サロペール・アロ  

シトール・リボールのどれかなら可」と複数を指定できればよいが、非現実的である。  

・後発品を処方したところ、調剤薬局より先発晶に変更して欲しいという連絡がある。薬  

局への指導はどうなっているのだろうか。  

4）後発医薬品の広報と説明  

・後発品は先発晶と同じとのTVコマーンヤルがあるが、「完全に同じものIではないと．  

もっと患者や一般市民に説明して欲しい。DPC導入も含め、後発品の導入によるメリ  

ットと特にデメリットも、国などが中心に説明して欲しい。現場の「医師」に説明させ  

るのはあまりに酷であると考える。  

・適応症や添加物が先行品等と同等かどうかといった点で、先行晶と塞がないことが明示  
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⑫病院医師における後発医薬品の使用「二あたっての問題点・課題等   
ここでは、自由記述形式により、後発医薬品の使用にあたっての問顆点・課題等につい  

て、病院の医師に記載していただいた内容のとりまとめを行った。  

り 後発医薬品の品質と表示   

匪麺頭  
・化学的には同数でも∴剤型、純度、不純物、保存剤、吸収性などに差がある。抗七臥  

向精神薬などで、しばしば薬効不足を感じる。  

・先発品との醗酵剤も同様にするようにしTいけば接発品の信頼性も高まると思う、  

・軟軒ま後発品であると効果が弱いなどといったことがあり因って1、る∴内服凛汗「li■綴で  

はと危惧する。  

・DPC、回復期病棟、老人保健施設、介隷施設など包括医療になり、その度にいろいろな   

後発品がパラバラに患者に処方され、患者がかわいそうである。  



（4）患者調査の幸吉黒澤掌  

【調査対象等】  

され、周知される必要がある。  

・明らかに薬効が劣る後発品があるのも事実。こういったネガティプな情報も公にする必   

要がある。  

・後発医薬品は安価であることが強押されているが、安全性の検証は先発品と同等ではな   

いことを周知ナるべきだと考える．その上で、患者が自己決定するのであれば何も閉増   

Iiない．  

5）後発医薬品を使用する際の責任所在．  

・先発薬よりも効果の劣る後発品のた捌こ疾病が悪化した場合、あるいはジュネリック薬   
メーカー独自の問題（原料・、製造上、保管など）で薬害が生じた譲合、その兼任は推が   

負うのか．そのメーカーの★珪だけでいいのか。現在のような後発品施用推進政策の下   

では、医師は個別の後発品の処方までは責任が持てない。その薬品を採用した薬局やそ   

れを了承した患者本人の★任か。  

・医薬品にも偽装は起こり得るということを考慮しておかなければいけない．にもかかわ   

らず、この領域では実際の被害と罰則のバランスが志すぎる．  

6）後発医薬品を促二進するための理念と実劇  

・後発品と先発品と区別があってはならず、突き桔めて甘えば値段に差がつくこともおか  

しいと考えられる．先発晶の値段を下げて一本化すべきであると思う．  

・ 
覚えることが不可能で、医師の方ち同じようなものだ．資金を費やして再度治験をして、  

また副作用のことも確認していくより、先発の薬を安価で光るようにした方が、患者・  

医療側も安全で安心の上うに思えるが、どうか．  

・後発医薬品を積極的に使用することとすると製薬会社で新薬を開発する積極的姿勢が  
失われるのが心配である。つまり、新薬を開発する上りも、利益の上がった後発品の方  

向へ行ってしまう、ということがないょうにしてほしい．  

・「財政中立的に、ジェネリック謳使用により削減された医療費を、革新的新薬の開発・  

利用に振り向ける」という方針には期待するが、実際にどれほど実行されているのかが  

伝わってくれば良いと思う。  

○患者調査   
隅査対象：「保険薬局調査」の対象施設に調査日に処方せんを持って来局した患者．  

ただし、l施設につき最大4名の患者を対象とした。（4名の内訳は、65  

歳以上の男性・女性 各1名、65歳末満の男性・女性 各l名）   

回答数：1717人   

回答者：患者本人または家族   

餌査方法：調査対象薬局を通じて配布。回収は各患者から調査書務属宛の返信用封  

筒にて直接回収．  

（D回答者の属性  

り 性別   
回答者の性別についてみると、r男性」が47．0％、r女性jが52．3％であった．  

図表94 性別  

0■ 10ヽ  20l－ 30I 18t  501 80～  了0ヽ 80ヽ  9Dヽ 】00l  

■男性  田女性  0無回答  
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2）年齢   

回答者の科料こついてみると、全体では「75歳以上」（19．2％）が最も多く、次いで「50  

～59軌（14．9％）、r‘5～69軌（lヰ．5％）となった．   

年齢の平均は59．さ歳（標準偏差16．9、中央値朗．0）であった．  

図表95 男女別 年齢分布  

m  lM      ヱ0爪      y】仇     1n（粍  

3）受診した診療科   

受診した診療科についてみると、「内科」（65．4％）が最も多く、次いで「整形外科」（18j％）、  

「眼科j（14．8％）、r耳鼻咽喉科」（‖．0％）であった．  

図表97 受診した診薇科（複数回答、∩＝1717）  
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4）薬局への来局頻應   

薬局への来局貌割こついてみると、全体では「1か月にl回程度」（42．7％）が最も多く、  

次いで「2週矧こ1回撞腐」（24．5％）、「年に数回程度」（13．4％）であった。男性と比べて、  

女性では一年に数回程度j という回答割合が且」ポイント高かった．  

国表g8 薬局への来局頻度（男女別）  

O1 1【粍  20～  3肪  ヰ0～  501 6椚  70～  801 9（株 l∝沌  

図表g唱 二平均年齢  

■遇に1凪根反    日之週間に1回程よ  り1か月に1回程度  

巾2か月に1回程度  8年に数回程度   □それ以外  

口無回蒼   



5）かかりつけ薬局の有無   

かかりつけ薬局の有無について男女別にみると、男女ともに「ある」という回答が9割  

近くとなった．  

図表100 かかりつけ薬局の有無（男女別）  

（沌     ■ 2（汚  l（n  m  801  1【仇  

薬局への某局頻度について年l拾階層別にみると、40歳以上ではどの年齢階層においても  

rlか月に1回転度」が最も多かった。また、65歳以上では「三通剛こl回程度」の回答割  

合も高くなる傾向がみられた。「遇に1匡】程度J、r2週間に】回程度」及び「lか月に＝司  

程度」を合わせた割合は、「65～69歳」でIi刀．5％、r70～74歳」では853％、「75歳以上」  

では86．1％となった一  

国表99 薬局への来局頻度（年齢階層別）  

（）t      201     4（粍     6仇     8肌    1801  

■ある  日ない  □鷹回答   

かかりつけ薬局の有無について年齢階層別にみると、40歳未満では「ある」という回答  

は7軌こ達していないが、咄歳以上の各年齢層においては、「あるj という回答が8割を超  

えた。特に「65～69歳」と r75歳以上」では、rあるj という回答は、それぞれ死．＄％、  

92．7％と9割を超える結果となった。   

■真に1回程度    B2靂間に1【画亨呈度  81か月に1直程度  

■之か月に1回程度  日年に数回程度   8それ以外  

ロー回答  
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図表101かかりつけ薬局の有精（年齢階層別）  

仇     20t     …     60t     80～    1∝汽  

お薬事帳の使用状況について年齢階層別にみると、50歳以上の各年齢層においては、r使  

っている」という回答が5割を超えており、年齢が高くなるにしたがってお薬事楼を使用  

する割合が高くなる傾向がみられた．特に75歳以上ではお薬手帳をr使っている」という  

割合が88．5％となっており、すべての年齢層の中で最も高い割合となった。  

6）お薬手帳の使用状況   

お薬手帳の使用状況について男女別にみると、男女ともに「使っ⊂いる」という拭旨が  

およそ‘割を占めた。  

図表102 お薬手帳の使用状況（男女別）  

O1  20～  4」】1  60ヽ  8〔乱     1m  

■使っている 口座っていない ロお薬手帳を知らない ロ無回答   

■使っている n使っていない 田お英幸帳を知らない  



後発医薬品の認知状況について年齢階層別にみると、年齢がホくな引こしたがって認知  

度が低くなる傾向がみられた．75慮以上では、後発医薬品を「知らない」という回答が24．さ％  

と、4人にl人が後発医薬品を「知らないJという結果となった．  

図表105 後発医薬品の故知状況（年齢階層別）  

Ot  m     401     60一     肌    l昭   

②後先医薬品の使用状況  

1）後発医薬品の認知度   

後発医薬品の払知状況についてみると、全体では、r知っている」が72．‡％、「名前は開  

いたことがあるjが15．‘％、r知らない」が11．1％であった．   

後発医薬品の隠知状況について男女別にみると、後発医薬品を「知っている」という回  

答は、男性ではT4．7％、女性では70．5％となり、男性の方が女性よりも4ヱポイント拓い結  

果となった。  

図表104 後先医薬品の監知状潔（男女別）  

0～  201     401  6仇  801     100l  

全体（n＝l－17）  

∽鵬未欄（一戸07）  

30－ユー■（r戸t封）  

48－49▲（∩＝柑○）  

試卜膏肌■（lFZ5さ）  

00－11▲（lFlTl）  

65－∽▲（両1射  

？0－71▲（叔45）  

丁5牡以上（Jlくlユ¢）  

■知っている 日名抑士帥いたことがある 日知らない ロー回答   

■知っている 白名相il肌、たことがある 良知らない Dt回答  

後発医薬品の認知状況についてかかりつけ薬局の有無別にみると、後発医薬品を「力】つ  

ているJという回答は、rかかりつけ薬局がある」患者では74．0％、rかかりつけ薬局がな  

い」患者では‘2．7％となり、tl．1ポイントの格差があった。   

一方、後発医薬品を「知らない」という回答割合をみると、「かかりつけ薬局がある」患  

者では10＿0％となったが、rかかりつけ薬局がないj患者では1さ．0％と rかかりつけ薬局が  

あるj患者と比較して8ポイント高い結果となった． ．  

図表106 後先医薬品の認知状況（かかりつけ薬局の有無別）  

耶    2仇    ◆仇    801    且Ol lm  

2）後発医薬品の拉知方法   

後発医薬品の認知方法について、後発医薬品を知っている人にたずねたところ、rテレビ  

CMを見てj（75．5％）が最も多く、次いで「医師・薬剤師の説明で」（50．7％）、r医療機関・  

薬局内のポスターを見て」（2E．5％）、「新郎・雑誌等を見てJ（27．7％）の版となった。  

図表107 後発医薬品の認知方法（後発医薬品を知っている人、『1510）  

O1     201    40t     801    801    川0ゝ  

テレビCMを見て  

新聞・雑誌琴を見て   

医師・薬剤師の説明で  

医療機関・薬局内の  
ポスターを見て   

家族・知人から帥いて   

掛道府県・市町村から  
のお知らせ   

健康保険地合からの  
お知らせ毛見て  

インターネットを見て  

その他  

触回暮  

■知っている n名1加重削いたことがある 8知らない D■回答  

94  95   



後発医薬品の認知方法について年齢階層別にみると、「テレビCMを見て」という回答割  

合がどの年齢層においても最も高かったが、65歳以上ではその割合が他の年齢層と比較し  

て低くなる傾向がみられた。75歳以上でIi、「テレビCMを見て」が最も有いという点では  

他の年齢層と同じであるが、「医師一薬剤師の説明で」という回答割合が52・7％と削、結果  

となった。  

国表109 後発医薬品の盟知方法（診発医薬品を知っている人、年齢階層別）  

（単位：上段「人」、下段「％」）  

後発医薬品の認知方法について男女別にみると、女性と比較して男性での回答働合が相  

対的に高かったのは、「新聞・雑誌等を見Tj（男性が女性より～－ポイノト高い）、「医師・  

薬剤師の説明で」（男性が女性より4．6ポイント師、）であった。   

一方、男性と比較して女性での回答割合が相対的に高かったのは、「ニーレビCMを見て  

（女性が男性より6．1ポイント和、）、唱廉機関・薬局内のポスターを見て」（女性が男性  

より】．4ポイント削、）、「家族・知人から聞いてJ（女性が男性より2．8ポイント高い）で  

あった。  

図表108 後先医薬品の認知方法（後発医薬品を知っている人、男女別、忙1510）  

0【几  20．O1  4001  8D，01  8001 1000ヽ  

1生業     医薬遍  の認月】万  法  

か遺   

テ レ  新 鼎  医 師  内医 の薇  家 抜  村碁   ら健 の康  イ ン      総 艶  ピ C  見衰  ；】【†－ 師  云Jき±  い知  せ重箪  感崖  タ 見l  そ の  無 回    M  て誌    て人 か   てら組  てネ  ツ  他  ∃亡：    を 見  等  の  l藁  ら  知市  せ合  ト    て  を  三見  を局  間  ら町  をか  を   

15【0  1140  418  76‘  4：）0  169  19  j9  〕0  28  2  
1000  755  27．7  50．7  2呂，5  ‖．2  l3  2，6  2．0  1，9  0．1   

98  朗  14  42  25  14  0  0  2  5一  0  全休                                               30歳末篇                         100，0  711  L5．‘  46．丁   Z7．8  15．6  0．0  0，0  2．2  5．6  0．O 
151  126  57  69  49  9  ユ  3  9  6  0 

30～39歳  

186  154  66  10占   60  12  4  7  9    0  
40～49a                          1000  82．g】5．5  5了．0    〕2．）  6．5  2．2  3．8  4．8   2．7   00   

24】  20‘  g6  11ユ  80  ）！  7  12   1   5    0  
50～59歳                             1000  84．g  15．4  46．1  32．9  14．4  2．9  4．9  0，4  2．1  0，0   

l（）l  1け  44  

60－64歳       273   
2∋0  174  56  122  6g  25  ロ  ユ  

65－69鐘                 l．3   
】9l  1二；6  59  96  52  2‘暮  0  

70一丁4歳               0．0   
24】  147  54  127  49  30  ロ  

丁5歳以上               2．l   

テレビCMを見て  

新聞・撞誌等を見て  

医師・藁荊師の！党明で  

医t捜関・露見内のポスターを見て  

手族・知人からylいて  

都道府県・市町村からのお知らせ  

健康度険組合からのお知らせを見て  

インターネットを見て  

その他  

k回答  

医師や薬剤師からの後発医薬品の説明の有無について年齢階層Bりにみると、40歳以上70  

歳末満では「鋭明を受けたことがある」が65％前後であるのに対し、40歳末満と70歳以  

上の各年齢層ではいずれも60％未満とヤや低い数値となった。  

図表1‖ 医師や薬剤師からの後発医薬品の説明の有無（年齢階層別）  

0ヽ  2Dt  4（汽     601  且01    10Dt   

3）医師や薬剤師からの後発医薬品の説明の有無   

医師や薬剤師からの後発医薬品の説明の有掛こついて男女別にみると、全体では「説明  
を受けたことがある」が6l．2％、「説明を受けたことがない」が〕4・9％であった。  

男女別にみると、女性は男性と比べて、r説明を受けたことがある」がヨ4ポイント低か  

った白  

鼠表】10 医師や薬剤師からの後発医薬品の説明の有無（男女別）  

01  20～    ヰ仇  6仇  m lDO～   

全体  
（∩＝171†）  

男性  
（∩ニ807）  

女性  
（鰐898）  

’■■‾▼ 
l                          ！ L竺讐禦竺竺竺⊥竺竺竺竺竺竺」竺竺  



後発医薬品の主な説明者について年齢階層別にみると、どの年齢層lこおいても「おもに  

薬剤師から」が‘割を超え、最も多かった。「30～ユ9乱、r65－‘9歳」、「75歳以上Jでは、  

r医師と薬剤師の両方から」が「全体」や他の年齢層と比較して相対的に高い結果となっ  

た．  

図表113 主な説明者（説明を受けたことがある人、年齢陣層別）  

0ヽ  2rヽ  ■〕ヽ  肌  8rヽ     100l  

4）後発匿莱品の主な説明者   

後発医薬品の主な説明者についてみると、r主に薬剤師から」が朗．1％で最も多かった。  

次いで、「医師と薬剤師の両方からJが20．2％、r主に医師から」が8．8％であった∴男女に  

よる大きな差異はみられなかった．  

回諷112 主な説明者（睨明を受けたことがある人、男女別）  

O1  2仇      朋拐  6（粍  801     1昭  

■おもに医師から  巳おもに薬剤師から  
日露顔と奥州師の両方から    ロ■回書  

■おもに医師から  臼おもに薬剤師から  
巳匿隋と薬剤師の爾方から    ロ■風警  

101   

後発医薬品についての説明内容の理解度について年齢階層別にみると●どの年齢層もー理  

解できたjが最も多いが、その割合は、r65～‘9蔵」では80．1％、r70～7ヰ歳」では苫1．2％、  

r75歳以上」では7‘．7％となっており、「全勘や他の年齢層と比較して低い結果となった．  

‘0歳以上についてみると、年齢層が布くな引こしたがって、「あまり理賜できなかった」「ま  

ったく理解できなかった」の割合が高くなる傾向がみられた。  

図表115 悦明された内容の理解度（税明を受けたことがある人、年齢階層別）  

01  2【粍  lOI  60～  80t tO（托  

5）後先医薬品についての説明内容の理解度   

後発医薬品についてゐ悦明内容の理解度についてみると、「理解できた」が84．0％、「あ  

まり理解できなかったjが9．5％、rまったく理解できなかった」が0．‘％であった．男女別  

にみても、大きな差異はみられなかった。  

抱表1日 説明された内容の理解度（説明を受けたことがある人、男女別）  

Ot  2th     4（九  鍋     島Ot l00l  

錮
刷
㈹
㈹
 
 

■理解できた  Dあまり理解できなかった  

巴まったく理解できなかった    日義回寄  

■理解できた  臼あまり理解できなかった  
白まったく理解できなかった    ロー回答  

102  103   



6）後発医薬品の使用経験の有無   

後発医薬品の使用経験の有無についてみると、全体では、後発医薬品の使用経験が「あ  

る」が50．2％、「ない」が464％であった。男女別にみると、男性は女性と比較して「ある」  

という回答が6．4ポイント高い結果となった。  

図表1り 後発医薬品の使用経験の有無（男女別）  

0～  2〔粍  ▲Ot  6仇  80t lOOl  

後発医薬品についての説明内容の理照度について「主な説明者」別にみると、「おもに医  

師から」と回答した患者では一理解できた」がL75．3％、rあまり葦竺解できなかった」が17二％  

であった。「おもに薬剤師から」と回答した患者では一理照できた」がB5j％、「あまり理  

解できなかった」が8．5％であった。また、「医師と薬剤師の両方から」と回答した患者で  

Iir理解できた」が＆5．8％、「あまり理解できなかった」が9．9％となった。  

図表116 説明された内容の理解度（説明を受けたことがある人、主な説明者別）  

肪      2m      40～     60～      801    100～  

■ある  日ない  □撫回答  

■理＃できた  8あまり理解できなかった  

広まったく理解できなかった    ロー直答   

7）後発医薬品を使用した満足度   

後発医薬品を使用した満足度についてみると、「満足している」が43ユ％、「どちらかと  

いうと満足している」がユg▼2％、rどちらかというと不満である」が10．9％、「不満であるJ  

が2．6％であった。   

男女別にみると、満足とする回答（「満足している」と「どちらかというと満足している」  

を合計した割合）は男女ともにg割を超え、不満とする回答（「どちらかというと不満であ  

る」と「不満である」を合計した割合）はl割程度となった。  

図表119 後発医薬品の使用の満足度（使用軽躾ある人、男女別）  

（札  2（粍  ◆肪  机  8肌     1∝作  

後発医薬品の使用経験の有無について年齢階層別にみると、「40～49歳」では使用経験が  

「ある」という回答が53．7％で、すべての年齢層で最も高い割合となった。一方、「70～74  

歳」では「あるj が44．9％で最も低い結果となった。  

図表1柑 後発医薬品の任用経験の有無（年齢階層別）  

8t  2肪     1（鵬  6D1  80t     】m  

鮒
 
 

8どちらカヽというと漢足している  

■不鳶である   
tミ■足している  

8どちらかというと不満である  

ロボ回書  

■ある  



後発医薬品を使用した満足度について年齢階層別にみると、満足しているという回答  

（欄足している」と「どちらかというと満足している」を合計した割合）は、「40～49軌  

では刀．5％とやや低くなっているものの、他の年齢層ではおよそ8割前後となった。  

国表120 後発医薬品の使用の満足度（使用経験のある人、年齢階層別）  

【n  Xlヽ  ▲Ol     肌  肌     l∝Il  

7）窓口での薬代の負担感   

窓口での薬代の負担感について、後発医薬品の任用経験のある人にたずねたところ、r全  

体」ではー安くなったJが50．2％、「それほど変わらなかった」が31．2％、rわからない」  

が15．7％であった．   

男女別にみると、男性では「安くなったjが5ユ．4％となり、女性と比較して「安くなっ  

たJという回答が占ポイントホい結果となった。  

図表121窓口での薬代の負担磐（任用練鞍のある人、男女別）  

01 10～  20t  30ゝ  40I． 5（鵬  601  70～  8仇  901 1001  蕊
舶
還
㈹
還
豊
諾
咽
蒜
 
 

5ヱ1    1ヱヽ    ljヽ  

2．0ヽ  

5必  

5．ヰX  

6．4～    3．m    8．8l  

■安くなった ロそれほど嚢わらなかった 払わからない ロー回書  

■讃足している  
qどちらかというと不潔である  

ロー回答  

ロビちらかというと1足している  

■不三縄である   

患口での薬代の負担感について年齢階層別にみると、30歳末満と75歳以上では「安くな  

った」という回答がー全体Jや他の年齢層と比較して低かった。一っ0～39乱と「75歳以  

上」では「わからない」という回答がおよそ2割を占めており、他の年齢層と比較して相  

対的に高い結果となった．  

図表122 窓口での薬代の負担蛙（使用経験のある人、年齢階層別）  

81  2Dl  lO1  8肪  801  1（仇  

8）今後の後発医薬品使用に対する考え方   

今後の後発医薬品使用に対する考え方についてみると、全体では、r後発医薬品・先発医  

薬品にこだわらないJが㈹．】％で最も多く、次いでrできれば後発医薬品を使いたい」が  

2l．0％、「できれば先発医薬品を使いたいJが19．4％、rわからない」が15．7％であった。   

男女別にみると、男性では「できれば後発医薬品を使いたい」が24．0％となっており、  

女性（柑．4％）と比較して、5．‘ポイント高い結果となった。  

国表123 後先医染晶使用に対する考え方（男女別）  

01  201  ヰm     6D1  801    1m   

全体  
（n＝lTlT）  

男性  
（∩＝807）  

女性  
（n＝898）  

■できれば後発医薬品を使いたい  日できれは先発医薬品を使いたい  
ロ後先・先発医薬品にはこだわらない ■わからない  
D鳥回答   

暮安くなった 口それほど変わらなかった 臼わからない 巳無回書  
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後発医薬品使用に対する考え方について後発医薬品の使用経験別にみると、「使用経験あ  

り」の患者では「できれば後発医薬品を使いたい」が314％となり、「使用経験なしJの患  

者の回答（11＿2％）と比較して2D．2ポイント高い結果となった。「使用経験なし」の患者で  

は「わからない」が24－9％となっており、「使用経験あり」の患者と比較して1丁．1ポイント  

高かった。  

図表ほ5 後発医薬品使用に対する考え方（後発医薬品の使用度願別）  

m■      20ヽ     皿     即】～      801    10（玖  

後発医薬品使用に対する考え方について年齢階層別にみると、50歳末清までの年齢階層  

では「できれば後発医薬品を使いたい」に比べ「できれば先発医薬品を使いたい」の割合  
が高いが、50歳以降では逆転しており、「できれば後発医薬品を使いたい」が「できれば先  

発医薬品を使いたい」を上回る数値となった。  

国表124 後発医薬品使用に対する考え方（年齢階層別）  

（九  20t  ヰ0ゝ  60t  8〔鵬     †m  

鮒
 
 
 

tできれば後先医藁品を使いたい  田できれば先発題蓬品を使いたい 田後先・先莞医薬品にはこだわらない ■わからない  

駆回苔  

後発医薬品使用に対する考え方について後発医薬品に対する満足度別にみると、「後発医  

薬品に満足している」という患者では：「でき九ば後発医薬品を使いたい」〔5】．6％）が最も  

多く、次いで「後発・先発医薬品にはこだわらない」（ユ8．丁％）、「できれば先発医薬品を使  

いたい」（4．0％）の順となった。また、「どちらかというと満足している」という患者では  

「後発・先発医薬品にはこだわらない」（565％）が最も多く、次いで「できれば後発医薬  

品を使いたい」（18．5％）、「できれば先発医薬品を使いたい」（14．3％）の順となった。「ど  

ちらかというと不満十不満」の患者では「できれば先発医薬品を使いたい」（690％）が最  

も多く、次いで「後発・先発医薬品にはこだわらない」（i4．7％）、「できれば後発医薬品を  

使いたい」（4．3％）の帳となった。  

図表1Z6 後発医薬品使用に対する考え方（後発医薬品に対する満足度別〉  

肪 10～ コ0～ 301 10～ 5〔n 6〔≠ 7Dゝ 8仇 9ロ118（二へ  

後発医薬品使用に対する考え方について窓口での薬代の負担感別にみると、「安くなっ  

た」という患者では「できれば後発医薬品を使いたい」（4占．7％）が最も多く、次いで「後  

発・先発医薬品にはこだわらないJ（39．7％）、「できれば先発医薬品を使いたい」（7．9％）  

の順となった。また、窓口の負担が「それほど変わらなかった」という患者では丁後発・  

先発医薬品にはこだわらない」（42，8％）が最も多く、次いで「できれば先発医薬品を使い  

たい」（34，6％）、「で善れば後発医薬品を使いたい」（14．9％）の順となった。  

国表†27 後発医集品使用に対する考え方（窓口の薬代の負担感別）  

Ot     宏）■    叫）l    餌：lゝ    従）1   1ぴ：）～  

全体  
（「ド171丁）  

満足している  
（∩＝372）  

どちらかというと満足し丁いる  
（∩＝a29）  

どちらかというと不貞＋不濱  

（∩＝11t））  

使用柱野なし  
（∩＝796）  ■できれば後先医薬品を使いたい  口できれは先莞医薬品を使いたい  

‾ 

石窟直義面前盲義扁夜妄哀音義古 
妻牒し、たし＼「  窃後発・先発医薬品にはこだわらない■わからない  

□無回答   



9）後発医薬品を使用するにあたって必要なこと   

後発医薬品を使用するにあたって必要なことについてみると、r全体」では、r効果があ  

ること」（7】．5％）が最も高く、次いでr副作用の不安が少ないこと」（58．0％）、r窓口で支  

払う薬代が安くなること」（50．5％）となった．   

男女別にみると、男女ともに「効果があることJ（男性72．4％、女性74．且％）が最も高く、  

次いで「副作用の不安が少ないことj（男性53，7％、女性62．‘％）、「窓口で支払う薬代が安  

くなること」（男性5】．2％、女性47．9％）の順となった。女性では男性と比較して r副作用  

の不安が少ないこと」の回答割合が8．9ポイント高い結果となった。一方、男性では女性と  

比較してr窓口で支払う薬代が安くなること」の回答割合が5＿3ポイント削、緒果となった。  

匝幾128 後先医薬品を使用するにあたって必要なこと（複数回答、男女別）  

00    20♪   48♪   80．0   80♪  l00．0  

後発医薬品を使用するにあたって必要なことについて年齢階層別にみると、どの年齢層  

においても「効果があることj、r副作用の不安が少ないこと」、「愈口で支払う薬代が安く  

なること」が上位を占めている，また、年齢層が高くなるにしたがって、「医師のすすめが  

あることJ、「薬剤師のすすめがあること」が高くなる傾向がみられた。  

図表12g 後発医薬品の使用に必要なこと（棟数回答、年齢階層別）  

総  効  使  な劉  が窓  る医  あ築  と不  に正  そ  と  無   数  臭  用  い作  受口  こ師  る剤    人環  の  く  匡l    が  缶  吉男  く で  との  こ師   手な  他  に  筈    あ  が   な支  す  との      な  い  
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効果があること  

住用感がょいこと  

刑作用の不安が少ないこと  

窓口で支払う車代が安くなること  

医師のすすめがあること  

薬剤師のすすめがあること  

不安吉報放できるところがあること  

正札な叫＃がさ鳥に入手できること  

モの他  

とくにない  

■回書  

（注）「全体Jには性別について無回答だった12人が含まれている．   

後発医薬品を使用するにあたって必要なことについて後発医薬品に対ナる満足度別にみ  
ると、後発医薬品にー満足している」という患者では、r効果があること」（82．ユ％）、「恵口  

で支払う薬代が安くなること」（る9．1％）、「副作用の不安が少ないこと」（60．2％）の順であ  

った。「どちらかというと満足している」という患者でIi、「効果があること」（81．2％）、一別  

作用の不安が少ないこと」（‘4．4％）、「窓口で支払う薬代が安くなることj（仙5％）の順で  

あった．「どちらかというと不調＋不軌という患者では、r効果があることJ（81．9％）、「副  

作用の不安が少ないこと」（57▼8％）、「窓口で支払う薬代が安くなること」（コ6．2％）の順で  

あった。   

後発医薬品を使用するにあたって必要なことについて後発医薬品の使用後験の有無別に  
みると、使用経験の有無にかかわらずー効果があることJ（あり80．9％、なし鱒＝％）が最  

もホく、勘、で「副作用の不安が少ないこと」（同仙6％、58．0％）、「愈ロで支払う薬代が  

安くなることJ（同仙4％、42j％）の廟となった．後発医薬品の使用経験の有無に上る差  

異がみられたのは「森口で支払う薬代が安くなることJであり、任用経験がある患者では  

使用経験がない患者と比較してlも．1ポイントホかった．また、「効果があること」でも同様  

に11．8ポイントホい結果となった．  

国表130 後先医薬品を使用するにあたって必要なこと  

（複数回苔、後先医薬品の使用経験の有無別）  

0．肪  20朋  咄爪  60．肪  80．Ol t00．肪  

効果があること  

使用醇がよいこと  

劃作用の不安が少ないこと  

☆ロで支払う九代が安くなること  

医師のナナめがあること  

諷刺師のすすめがあること  

不安を趨放で象るところがあること  

正確な惰難が容鼻に入手できること  

モの他  

とくにない  

■回筈  
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6 まとめ・  

本調査より明らかになった点は、以下のとおりである。  

【保険業局調査】  
・薬局の組成形態ii、g5．0％が「法人」であった（凰表Z）。また、法人の種類は、「有限   

会社Jが法人薬局の54．6％、「株式会社」が4Zj％であった（図表3）。  

・算定している調剤基本料は、「調剤基本料（40点）」が98．9％であった（図表6）．また、   

基準調剤加算は、「基準調剤加算1（10点）」が4ヱ．4％、「基準調剤加算2（ユ0点）」がlユ．6％、   

「算定していない」が423％であった（区表7）．  

・後発医薬品調剤体軌加算を「算定している」が78，6％、「算定していない」が2l．1％で   

あった（図表8）。  

・平成20年1月から12月までの毎月の後発医薬品調剤率については、1月の平均値は   

40．2％、中央値が38，0％であったが、毎月わずかながらも増加傾向がみられ、12月の平   

均値Ii43▼9％、中央値は4l．7％となった（図表れ  

・薬局で受け付けている処方せんの発行医療機関数の、l薬局あたりの平均Ii29．2件であ   

った。このうち「後発医薬品への変更不可」欄に処方医の署名等が9割以上ある処方せ   

ん発行医療機関数は平均7D件であり、処方せん発行医療機関全体に占める割合は   

240％となった（図表11）。  

・特定の保険医療磯瀾に係る処方せん割合（最も多いもの）が「70％超」と回答した薬局   

が65．2％で最も多かった（図表15）。  

・平成20年12月1か月分のすべての取り扱い処方せん4g6，〕52故における「後発医薬品   

への変更不可」榔への処方医の署名等の有無は、「署名なし」が65．6％（コ柑，且96枚）、r署   

名あり」が34．4％（t67．456枚）であった（図表Ⅰ9）。また、「署名なし」の処方せん31g，8り6   

枚のうち、実際に「1品目でも先発医薬品を後発医薬品に変更したJ処方せんは6．1％で  

あった（図表2（））．  

・「後発医薬品への変更不可j欄に処方医の署名等がある処方せんt67，456枚のうち、「後   

発医薬品の銘柄指定あり」が416％、r後発医薬品の銘柄指定なし」が58．4％であった   

（図表21）。  

・平成20年12月1か月分で、「後発医薬品への変更不可」㈲こ処方医の署名等がない処   

方せんの取り扱いがl枚以上あった薬局Ii8l．0％（765薬局）であった（区表22）。ま   

た、そのうち「それらの処方せんを1故以上、実際にl品目でも先発医薬品から後発医  

薬品へ変更した薬局」は7l，0％（54〕薬局）であった（図表2ヨ）。  

・平成ZO牛12月1か月間に調剤したすべての医薬品に占める後発医薬品の割合（数量ペ   

ース）は、「10％以上20％未満」が19．5％で最も多く、次いで「ヨ0％以上40％未満」が   

106％、「20％以上30％未満」が】04％、「10％未満」が9，9％となった（図表25j．また、  

平均値i士27．0％、中央値はヱヱ0％であった（図表26）。  
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図表131後発医業品を使用するにあたって必要なこと（複数回害∴ 講足度別）  

効果があること  

使用笠がよいこと  

副作用の不安が少ないこと  

窓口で支払う薬代が安くなること  

臨師のすすめがあること  

薬剤師のすすめがあること  

不吉を相談できるところがあること  

正確な情報が容易lこ入手できること  

その他  

とくにない  

書画筈  

徹底」がⅠ9．5％で最も多く、次いで、「剤形・規格の違いにかかわらず銘柄変更調剤が   

できる環境の整胤がt7．8％、「後発医薬品メーカーによる情報提供や安定供給体制の  

確保」と「後発医薬品に対する患者の理解」がそれぞれ154％となった（図表40）。   

後発医薬品への変更調剤に係る医療機関（医師）への情報提供の頻度としては、「新規   

の変更調剤を実施したときのみ」が52．8％で最も多く、次いで「変更調剤（2回目以降   

を含む）を実施した都度」が〕5J％となった（図表41）．   

近隣医寮機関（医師）に対して後発医薬品リストを「提供していない」という薬局が   

7〕．2％、「提供している上が24．6％であった（函表叫）。また、医療機関へのリストの提   

供方法としては「薬局単独で提供している」が‡7．5％で最も多かった（図表45）。   

後発医薬品調剤についての考え方としては、「あまり積極的には取り組んでいない」が   

3】．5％で最も多かった（画表叫）．その理由としては、「品質に疑問があるため」、「安定   

供給体制が不備であるため」、「近隣医療機関が使用に消極的なため」がいずれも40．2％   

で最も多かった（図表47）。   

後発医薬品の品質保証の方法について、「理解している」がg．1％、「ある程度理解して   

いる」が63．0％、「あまり理解していない」が刀．‡％であった（監表4れ   

調査票の様式2に記載のあった薬剤料の状況についてみると、記載銘柄により調剤した   

請合の薬剤料は平均T54．5点であった。一方、実際に調剤した薬剤料は、平均5g2・2点   

で、記載銘柄により調剤した場合の薬剤料に対する、実際に調剤した薬剤料の割合は、   

平均77．2％であった（図表49）。   

患者一部負担金割合別に薬剤料の変化をみると、記載銘柄により調剤した場合の薬剤料   

に対する、実際に調剤した薬剤料の割合は、0割負担（自己負担なし）では86・2％、1   

割負担では79＿9％、3割負担では747％であった（図表50）。  

【診療所・病院・医師窮査】   
診療所と病院における「医薬品備蓄品目数」（それぞれ平均値は123，4品目、71l・9品目）   

のうち、「後発医薬品の備蓄品目数」（同ヱ53品目、86．0品目）の占める割合は、診療所   

が20．5％、病院が1Z．1％であった（図表62）。  

後発医薬品の備蓄状況は、診療所では「l晶日～50品目未満」が477％、「0品目」が   

2占．2％であり、50品目未満が7割を超えた。病院では、「50品目－100品目未満」が374％   

で最も多く、次いで「Ⅰ品目～50品目未満」が28．8％となった（図表63）。  

・病院で使用している後発医薬品リストの薬局等への提供状況については、r提供してい   

ない」が59．2％で最も多かった。「近隣薬局や地域の薬剤師会に提供している」が10・l％、   

「地域の薬剤師会に提供している」が6．4％、「近隣の薬局に提供している」が18▲Ⅰ％で   

あった（図表朗）。  

・入院患者に対する後発医薬品の任用状況についてみると、有床診療所、病院ともに「後   

発医薬品のあるものの－部を使用」（それぞれ390％、50．0％）が最も多かった。「後発   

医薬品があるものは積極的に使用」という割合烏有床診療所がtる一9％、病院が32．g％で  
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後発医薬品への変更可能な処方せんを持参した患者のうち、後発医薬品についての説明  

を行った患者の割合は、「10％未満」の薬局が37．5％で最も多かった。次いで「10％以  

上30％未満」が20．1％となった。－一方で、「90％以上」の薬局が10．1％あり、ぱらつき  

がみられた（図表27）。  

薬局において後発医薬品についての説明を行った患者のうち、後発医薬品の使用を希望  

しなかった患者の割合についても、「10％未満」の薬局が24▼2％で最も多かった。一方  

で、「90％以上」の薬局もl】7％あり．ぱらつきがみられた（図表2E）。  

薬局において後発医薬品についての説明を行ったにもかかわらず、患者が後発医薬品の  

使用を希望しなかった最大の理由は、「薬剤料等（患者自己負担額）の差額が小さいか  

ら」（37．5％）、「後発医薬品に対する不安があるから」（35▲6％）であった（図表29）。  

患者1人に要する「後発医薬品説明＋一般的服薬指導の合計時間（後発医薬品について  

の説明と一般的な服薬指導の両方を行う場合）」の平均は、初回が】0．9分、2回目以降  

が6．0分であった。「一般的な服薬指導時間」の平均が5S分であることから、2回目以  

降の患者の場合、一般的な服薬指導時間と大きくは変わらなかったく国表ユ3）。  

平成20年12月以前に後発医薬品への変空調剤を行った患者のうち、医療機関が、薮居  

で変更した当該後発医薬品の銘柄処方に切り替えた患者数の割合については「0％一が  

29．9％で最も多く、次いでrtO％未満」が184％となった。－方で「90％以上」とI計答  

した薬局が＝＿3％となった（図表34）。  

後発医薬品への変更可能な処方せんを持参した患者のうち、当該後発医薬品の在庫がな  

くて後発医薬品に変更できなかった患者の割合が、「】0％未満」という薬局が44・4％－で  

最も多かった。一方で、50％以上という薬局は合計16＿3％となった（区衰35）。  

後発医薬品の備蓄品目数は、平成19年12月時点では平均97．】品目であったのが平成  

20年12月時点では125．5品目となり、増加率は290％となった。また、備蓄医薬品全  

品目に占める後発医薬品の備蓄晶計数の割合は、平成19年12月時点ではlヱ．8％であっ  

たが、平成20年ユ2月時点では15．3うもとシェアが増加した（図表う6）。  

先発医薬品と同じ剤形の後発医薬品が薬価収載されていない先発医薬品の備蓄品目数  
は、先発医薬品がOD錠のものについてIi平均”品目、OD錠以外のものについては  

平均87▼5品目となった（図表封）。  

在庫がなくて後発医薬品に変更できないケースをないようにするために必要な後発医  
薬品の備蓄品目数は、平均値がZフ5．t品目、中央値が200品目であった掴表38）．，  

採用している後発医薬品を選択した理由としては、一遇速かつ安定的に製造販売策若や  

卸業者から入手できる」が752％で最も多く、次いで、「後発医薬品メーカによる【F√・質  

に関する情報開示の程度」が5g．7％、「近隣の保険医療機関・保険薬局への納入某紙の  

程。薮」が39．1％となった（図表ユ9）。  

後発医薬品への変更が可能な処方せんを受け付けたが、後発医薬品に変更しなかった場  

合について、今後、薬局の立場で後発医薬品への変更を速めてらよいと思う場合（1つ  

だけ）として、「医師や薬剤師に対する後発医薬品の品質保証が十分であることの周知  

l二ご  



朋．0％、病院51．0％）、「先発医薬品を長く使用し倍併しているから一（診療所4Ⅰ．7％、病  

院40．5％）が多かった（国表別）．  

一部の医薬品についてのみ後発医薬品への「変更不可」と記載した処方せんの発行経験  
の有無については、「ある」と回答した医師が診療所では2l．‘％、病院では17．6％であ  

った（凶衰82）．その内容として最も多いバターンは、診療所・病院ともに「先発医薬  

品について変更不可」（それぞれ6‘7％、‘7．1％）であった（国表8））。  

全処方せん枚軌こ占める、一部の医薬品について「変更不可j と妃載した処方せん枚数  

の割合としては、診療所・病院ともに「10％未満j（それぞれ55．2％、病院が5】．9％）  

が最も多かった。・一方、診療所では「90％以上」が22．9％となり、病院（11．写％）と比  

較すると2侍近い赦せとなった（回衰糾）。  

一郎の医薬品について「変更不可Jとする理由としては、r後発医薬品の効能に疑問が  

あるからJ（診療所26．7％、病院30．3％＝患者からの強い要望があるから」（診療所18．1％、  

病院弧3％）といった理由が多かった■（図表85）．  

外来患者のうち、後発医薬品について関心がある（医師に質問する、使用を希望する）  

患者の割合は、診療所・病院ともに、r10％未満」（それぞれ‘8．1％、72．4％）とする医  

師が最も多かった（国表8d）。この後発医薬品について関心がある患者数は、1年前と  

比較して「変わらない」（診療所52．5％、病院‘】．‘％）という回答が最も多かった。一  

方で、患者数が「増えた」という回答も診療所では38，5％、病院では】1．‘％あった（図  

表87）。  

保険薬局で後発医薬品に変更した場合、変更された銘柄筆に関する情報提供については、  

診療所では「あるJが38．9％で、病院（21．】％）と比較して高かった．一方、病院では、   

rまったくないJという回答が】‘．7％で、診療所（21．ユ％）と比放してホかった（図表  

＄幻．  

保険薬局で後発医薬品に変更した場合の望ましい情報提供のあり方としては、診療所一  

病院ともに「都度、保険薬局からナぐに提供j（それぞれ58．6％、47」9も）が最も多かっ  

た（国表89）．  

後発医薬品の薬事承偲に必要なデータの内容に関する羅知状況としては、「だいたい知  

っている」が18，6％、r少しは知っている」が40．0％、「ほとんど知らない」が38．1％で  

あった（図表90）．  

外来診療における後発医薬品の処方に関する考え方としては、「特にこだわりがない」  

という回答が最も多く、診虎所医師では占7．0％、病院医師では7且．2％となった．また、  

「要望がなくても積極的に処方」は診療所医師では11．9％、病院医師では7．4％であっ  

た．さらに、「要望があっても基本的には処方しない」は診療所医師では16．1％、病院  

医師では12j％であった（図表列）が、その理由としては、「後発医薬品の品質への疑  

剛（診療所77．】％、病院90．6％）、「後発医薬品の効果への疑問j（診療所7l，2％、病院  

5“％）、「後発医薬品の副作用への不安J（診療所54．ユ％、病院60．4％）が多かったく図  

表92）．  
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あった（回無銘）．  

DPC対応状況別にみた、病院における入院患者に対する後発医薬品の使用状況について  

は、DPC対象病院では「後発医薬品のあるものの一部を使用」が52．9％で最も多く、r後  

発医薬品があるものは積極的に使用J（I7．‘％）を合わせると70．5％であった。他の病院  

と比較すると、「後発医薬品をほとんど使用していないjという回答割合がホかった（周  

表‘7）。  

入院患者に対して後発医薬品を使用して問題が生じたという経験の有無についてみる  
と、有床診療所、病院ともに「ない」（それぞれ63．0％、氾．2％）が大半を占めた（図表  

丘軋一方で、rある」と回答した封病院における、生じた問題の内容をみると、「供給  

体制上の問題J（「ある」と回答した病院の48．1％）、「品質上の問題」（同40．7％）、rメ  

ーカーの情報提供体制上の問題」（同り1．5％）であった（図表‘れ  

1年前と比較した入院患者に対する後発医薬品の供給体制については、有床診療所の  

12．3％、病院の23．0％が「改善した」と回答した．また、「変わらない」が最も多く、有  

床診療所の58．9％、病院の71．8％となった（図表7の．  

診療所733施設における院外処方せんの発行状況は、r発行しているj施牧が6‘J％（ヰ86  

施設）であった（図表71）。  

病院における、外来患者〈の院内投薬に際しての後発医薬品使用についての施設として  

の対応方針は、r個々の医師の判断に上るJが4‘，9％で最も多く、次いで、r後発医薬品  

を積極的に使用」が22．1％であった．r後発医薬品をほとんど使用しない」が】“％で  

あった（図表7】）．  

病院における、外来患者に院外処方せんを発行する際の後発医薬品使用についての施設  

としての対応方針は、「個々の医師の判断に上る」が54．9％で最も多く、次いで、r後発  

医薬品を積極的に使用Jコら；23．0％であった．r後発医薬品をほとんど使用しない」が4．9％  

であった（駁衰74）。  

外来診療における後発医薬品の処方の変化については、1年前と比較して「多くなった」  

という回答が診療所医師では46，3％、病院医師ではヰ7．1％であった。また、「変わらな  

い」が診療所医師では48．8％、病院医師では噌．7％であった（図表7‘）。  

院外処方せんのうち、後発医薬品を銘柄指定した処方せんの割合については、病院では  

「10％未満」が43．2％で最も多く、次いでr10％以上～30％未満」が20．9％であった（図  

表77）。また、診療所では、「10％宋削がココ．7％で最も多く、次いで、rlO％以上～30％  

未満jが20．2％であった（図表78）。  

「後発医薬品への変更不可j桐に署名した処方せんの発行経験の有餞は、「あるJと回  

答した医師が診療所では42．4％、病院では】5．5％であった（図表79）。院外処方せん枚  

数全体に占める、「変更不可」欄に署名した処方せんの割合は、診療所・病院ともに「10％  

未軌（それぞれ42．2％、34．0％）が最も多かった．一方、「90％以上」が診療所では38．8％、  

病院では31．4％と次に多かった（飽食80）．  

「後発医薬品べの変更不可」袖に署名した理由としては、r品質が不安だからJ（診療所  
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・後発医薬品の処方を進めるための環境として、診療所医師・病院医師ともに、r医師や   

薬剤師に対する品質振証の周知微動（それぞれ4Z．6％、叫．5％）が最も多く、如、で、   

rメーカーによる情報提供・安定供給」（19．E％、24．6％）であった（図表，3）。   

【患者調査】  
・患者の性別はr男性」が47．0％、r女性」が52j％であった（図表94）．また、平均年齢   

は59．g歳であった（国表9占）。  

・受診した診療科は「内科」が占5．4％で最も多く、次いで慢形外科」が18j％、「眼削   

が14・＆％、r耳鼻咽喉科Jが1l．0％、「皮膚科」が卯％、鳩環器削が9，l％であった   

（国表97）．  

・薬局への来局頻度はrlか月にl回程度」が42．7％で最も多く、如、で、「2週間に1回   

粗勘が24．5％であった（図表9れ  

・かかりつけ薬局が「ある」が86．0％、「ない」がl】刷らであった掴表100）。  

・お薬手帳を「使っている」が占L6％、「使っていない」が】4．7％、rお薬手帳を知らない」   

が2▲8％であった（国表10九年齢が高くなるほど、お菜手帳を「使っているノという   

割合が高くなる傾向がみられた（図表103）．  

● 後発医薬品の認知状況については、「知っているJが72．3％、「名前は剛、たことがあるJ   

が15．6％、「知らない」が1l．1％であった（図表l鵬）。30歳以上では年齢が高くなるほ   

ど、r知っている」の割合が低くなる傾向がみられた（図表105）。後発医薬品を知った   

きっかけとしてはい「テレビCMを見て」が75．5％で最も多く、如、で、r医師・薬剤師   

の説明で」（50．7％）となった（図表107）．  

・医師や薬剤師から後発医薬品の現明を受けた産験については、職明を受けたことがあ   

る」が6l・2％、「説明を受けたことがない」が34．9％であった（図表110）。説明を受け   

た相手としては、rおもに薬剤師からノがふ‖％で最も多かった．「医師と薬剤師の両方   

からjが20・2％、「おもに医師から」が8．8％であった（国表11Z）．  

・後発医薬品についての税明内容に対する理解状況については、憧解できた川；さ4．0％、   

「あまり理解できなかったJが9．5％であった（図表114）。  

・後発医薬品の使用経験の有無については、使用したことが「ある」が50．Z％、rない」   

が4“％であった。男性では「あるJが5）．4％であり、女性の「ある」（47．0％）と比較   

すると、“ポイント高かった（図表＝‖烏  

・後発医薬品を使用したことがある人に満足度をたずねた結果、r満足している」が43．2％、   

rどちらかというと満足している」がコ8ユ％であり、両者を合わせるとg】．4％となった   

（国表119）。  

・後発医薬品を使用した際に窓口での薬代の負担感がどうなったかたずねたところ、r安   

くなった」が50・2％、「それほど変わらなかった」が引．2％、「わからない」が15．7％と   

なった（図表121）。  

・後発医薬品使用に対する今後の意向をたずねたところ、「後発医薬品・先発医薬品にこ  
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だわらない」が40，l％で最も多く、「できれば後発医薬品を使いたい」が21，0％、rでき  

れば先発医薬品を使いたい」がⅠ9．4％、「ゎからない」が15．7％であった（図表12封．  

また、後発医薬品の使用経験がある息看ではーできれば後発医薬品を使いたい」が3l．4％  

と任用経験がない患者の回答割合（‖．2％）と比較して20＿2ポイント高かった（図表125）。  

この他、後発医薬品仕様についての満足度がホい患者、窓口負担が「安くなったj とい  

う患者では、rできれば後発医薬品を使いたいj という回答割合がそうでない患者と比  

較して高い結果となった（図表126、図表1ユ7）．  

後発医薬品を使用するにあたって必要なこととしては、「効果があること」が7】．5％で  

最も多く、次いでー副作用の不安が少ないこと」（58．D％）、「窓月で支払う薬代が安くな  

ること」（50．5％）となった（図表1ユ8）．   



保険薬局舞  

厚生労働省保険局匡＃諌委託書稟「平成20年虔診療報酬改定の結果検証に係る特別湧壬j  

後発医薬品の使用状況調査 調査票  

※ 以下のラベルに、t話番号、ご回答葛のお名前をご記入〈ださい．また，蔓局名、所在地をご確認の上．た戴内容に不傭が  
ございましたら、赤書きで修正してください．ご記入頂いたt桔寺号．お名前は、本牧董の照会で使用するためのものであ  
り．それ以外の目的のために使用することはごぎいません．また、適切に保t・管理しますので、ご正人くださいますよう．  
よろしくお願い申し上げ壬す．  

医亘亘垂  

＜ご回答方法＞  

・あてはまる屋号を0（マル）で顎んでください。「※○は1つだけ」という質問については、あてはま   

る番号を⊥⊇＿監吐0で囲んでください．  

・（ ）内には具体的な数値．用語事をご記入ください。  

巨1㌶に数値を記入する設アで、親しは「0（佃を、わからない場合は「‾■をご「  

1黄葉局の状況（平成2（）年】2月末現在または平成20年】2月1か月間）についてお伺しヽします．  

保険蚕局票  採接粟局票  

3．貴重局の取り扱い処方せん枚数についてお伺いします。  
2 黄葉局の処方せん受付状況（平成20年12月1日・一31日の期間）についてお伺いします。  

（1）平成之0年12月における、「（ア）1か月全体の取り扱い処方せん枚数」および「（イ）うち、12月8E＝月）～12月14  

旦5旦1の取り扱い処方せん枚数」について．それぞれ（）内に枚数をご記入ください。  

平成20年12月  

（ア）1か月全体の取リ  

扱い処方せん校数   
枚数   

（D すべての取り披い処方せん   ※③と㊥の合計凱＝なります．ご確泣ください．      （  ）抜  （ ）枚  

②①のうち、1品目でも後発医薬品を慣刺した処方せん  （  （ ）抜   

③①のうち．「後発医薬品（ジュネリック医薬品）への史更がすべて不可」欄に     （  
処方医の書名等がない処方せん  

）枚  （ ）枚  

（  （ ）な  

⑤④のうち、後先医薬品情報提供料を井乏した処方せん   ）枚  （  ）牧  

（訪④のうち．後先医薬品分割調剤加井を井定した処方せん   ）枚  （ ）牧  

】  （ 
）抜  

1   1  

）枚  t  ）枚  

ん（後発医薬品のみが記覿された処方せんを含む）  

⑨③のうち、「後先医粟品についての説明j※1を行ったにもかかわらず、  

（  ）枚  （  ）枚  

おり．今回も後発医薬品への変更をしなかった場合を含む）  

8）のうち∴以下の理由により、後発医薬品にた更できなかった先発医薬品が1晶自でもある処方せん  

⑩先発医薬品の含1規格に対応した後尭医薬品がなかったため  （  ）牧  （  ）枚  

①⑩のうち・獅収載されてい触ったため   ）牧  r  ）枚  

⑬⑩のうち・在庫として≠乱ていなかったため   ）枚  （  ）抜  

⑬先発医薬品の剤形（ただし、OD錠除く）に対応した後発医薬品がな   

‖ 川 ‡  ）枚岳（  ⊃抜  
）抜；（     ）抜  

のうち・獅収厳されていなかったため   （  

⑭⑯のうち．在庫として備蓄していなかったため   
”  ‖ ‖  （  ）枚  （      ）牧  

トゆ①のうち．「後発医稟品（ジェネリック医薬品）への変更がすべて不可」欄に  

‖  
【  

のG）のうち．処方せん内容の一部について変更不可とLている処方せん    t  （      ）枚  （       ）枚  

】alDのうち．一都先発医薬品についてま更不可としている処方せん    （  ）牧  （  ）抜  

0 ののうち、一部後発医藁品について変更不可としている処方せん  （  ）枚  （  ）枚   

り処方せん発  
医療機関種別  行医療機関  

敬   2）りのフち、丈更不 可J楓に処方医の  コ）」担う王⊥主とし  4し呈血⊥圭とし      書名写が，書l以上  て先覚謎品を終  て杜夫医稟品を托     ある槻  柄指定している 国数  柄指定している機 馬ヨ数   
病院  

（   ）施設       （  

内科を主体   （   ）甜  （「忘  

小児科を主体   （）錘  

外科を主体  

（）溢」R   
）範仁  （    ）柵  し    ）施設   

般 纂 所  

合 計  （  ）紅玉R  （    ）王転i盲  （   ）施訟  】（） 眼科を主体  
「3）寅薬局の半径2〔伽以内に医療波間は何施設程度あります上  

④算定する調剤料の過半数が、溝敗柔（19C点）ま7＝は議案り90点）ですかこ  

（2）平成20年T2月1か月間に調剤したすべての医薬品の数量（薬価基準   
の規格車位ベース）のうち．後発医薬品の割合  

蓮L塁旦塾生まこ珊磨に1か月間に旗剤した全錠数を敵えて計算することを意味し旦L  
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※1「後発医薬品についての説明」とは  
後発医要晶と肇竃医薬品とわ喝等であること（例えば、品貨、安定性、生物学的同等性欄拓異など）の睨  
明に加戊、悪者の処方せんにおける暫寧前の婆梱と警曹操の著納の差額等についての説明などを指し  
ます．以下の設問についても同じです．  

（7）晋成20年12月以前に醐皇、医＃櫨  
朋が、薬局で変更した当該後発医薬品の銘柄処方に切り甘えた患者数の割合  

tt！）改発医薬品への変更が可能な処方せんを持参した患者のうち、当該後先医業品を直ちに取り揃えることができ  

ずに後発医薬品に変更できなかったま者は．どの程度いましたか．   ※0は1つだけ  
4．後発医兼品への対応状況についてお伺いします。（平成20年4月以降）  

1．1D％未満  Z．10％以上～30％未満  3．30％以上－50％未満．  

4．5D％以ヒー70％未満  5．70％以上～90％未満  6．90％以上  

（9）医薬品の備蓄状況等  （イ）うち、後先医薬品  

①平成用年ほ月  約く  ）品邑  約（  ）品目  

め（  ）息8  ②平成20年ほ月  約（  ）品目  

釣（  ）品目  

の後先医薬品を繍えてい   
る先先医藁晶の竹篭品目   ③上記（∋のうち、複数銘柄      数  〔 

例）  先発医藁品庄10Ⅶ【往発匹掴品Al仙名  

後発医薬品BlO叩  
先発医薬品α20叩 後発医薬品人知叫  

挫発医薬品B加Ⅶ  
→複数銘柄の後発医薬品を備えている先発医薬品が   

2品目なので．r2品目」と数えまナ．  

＠先発医薬品と同じ刑形の   

後先医薬品が薬価収粧さ   
れていない、価品   

の♯手品8敷  
1）先発医薬品がOD錠   →（   ）品目 2）上たl）以力・      →（   ）品目  

⑤上記X聞（8）のようなケースがないようにナるためには．合計でど  の程度の後発医薬品の品8数の嬢事がめ憂だと思いますか．  約（  ）品月  

（10）貫薬局で採用している後発医薬品を選択した理由は何ですか．  光臨当するもの全てに0  

1．後発医薬品メーカーに上る品質に関する楕組開示の程度  

2．他の後発医薬品よりも薬価が安価  

3．近隣の保険医療欄朋・保険薬局への納入実績の程ま  

4．迅速かつ安定的に製造販売業者や卸業者から入手できる  

5．患者の使用感がよい（例：味が上い、臭いが気にならない、貼付感がょい）  

6．隅剥がしやナい（例；容易に半削がで奉る、一包化鞘剤がしやすい）  

7．その他（具体的に  

（11）後発医薬品への変更が可能な処方せんを受け付けたが、変更しなかった場合について、今後、どのような対応    が進めは、薬品の立犠として後先医薬品への変更を進めてもよいと思いますか． 又0は1つたけ  
1．医師や薬剤師に対する後発医薬品の品質保証が十分であることの周知徹底  

2．後発医薬品メーカーに上る情報提供ヤ安定供儀備制の確保  

3．後発医薬品に対する患者の理解  

4．剤形・規格の違いに関わらずに銘柄変更鯛剥ができる環境の整備  

5．後発医薬品の調剤に関する調剤報酬上の一層の評価  

6，特に対応は必要ない  

7．その他（且体的に  

※2「後発医翼品への安里桐能な処方せんjとは  

「後先医菓品力I薬価仮眠されている先発医垂晶」奄含む処カせんのうち、「後発医薬品（ジェネリック医薬品）への変更   

がすべて不可」偶に処乃医の竜笛専がな＜、かつ、処方内宮の一部こ監更不可の指示力†あるとしても、処方匿か変更   

不可の指示苦していない「後発医薬品が薬臨収魁されている先発医薬品」力り品日でもあるもの置指します．以下の   

設問についても同じです．  
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保険薬局層   

7．後発医薬品の使用にあたっての問題点・課題等について、ご意見・ご要望などがありましたらご記入ください。  

保険薬局翳  

5．後発医薬品の使用にあたっての医療機関との連携状況についてお伺いします．   

6．後発医薬品の使用に関するお考えについてお伺いします．  

川鎗尭医薬品の璃事剛＝鵬するお考えとして、■も近いものはどれですか． ※○は1つだけ  

1．特にこだわりはない  

1後発医薬品を積極的に患者に悦明して、刊剤ナる上ラに取り組んでいる  

a薬効によっては後発医薬品を患者に説明して、偶剤すろように取り組んでいる  

1 

し上うか．紺射るもの全てに。を臥  

1．後発医薬品の品平に疑問があるため  

Z後発産声晶の効果に疑問があるため  

1後発医薬品の副作用に不安があるため  

4後発医薬品の安定供給体制が不備であるため  

已後発医薬品の情報提供が不備であるため  
a後発医薬品に関ナる患者への書及啓発が不足なため  

7．薬局にとって経済的な便益がないため  

邑近隣の医療機関が後発医薬品の使用に消櫨的なため  
象その他（▲片的に  

（2）後発医薬品の晶貫保旺について・どのような方法で行われているのかご存知ですか．  ※○は1つだけ  

1十分に耕している  Zある経度理僻している  

まあまり理解していない  4．全く理解していない  

質問は以上です．こ協力いただきまして、ありがとうこさいまレた．  

※引き議き、転塾）こ記入もよろしくお願いいたします．  
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ト㌃T二二  
王要点所苧  

∴・・・・・∴＿」  

厚生労働省保険局医療課委託事業「平成20年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査J  

後発医薬品の使用状況調査調査票  厚生労働省保険局医療課委託事業「平成20年産診療報酬改定の結果検証に係る特別調査J  

後発医薬品の使用状況調査 調査票  
■ 平成20年12月8日（月）から14日（日）までの1週間の状況をご記入〈ださい。  

O「後発医薬品への変更がすべて不可」俄に処方医の量墨葺きi旦1、かつ実際に後発廃案品に変更Lたすべての処方   

せん（1晶員でも変更Lた数量皇主立Lについてご説三入ください。  

0上記の処方せんについて、1から番号を振り、「処斉せん番号 川0）」欄にご記入、ださい。ただし 必ずしノも発  

行の師ナ順にする必要はありません。（下記に記載しと処方せんの合計枚数が上馳⊥工塾」迦えちノ、」眉月  

旦も鼻糞里奈晶皇量産畳墓晶に変更した処方せんほ辿工剋王。Ⅳ払軋三乳量旦ふ同様lこ変更   

㈹追辻⊥¢項「（イ⊥j与、12／8～1Z／14旦取扱塾星空ん枚数」凰咄と＿邑旦であるかを確認し   

てください。）  

○各々の処方せんについては、処方せんに記載された銘柄により調剤した場合の粟斉j料を（A）胤こ、jた、実軌こ  

（後発医薬品へ変更して）調剤した薬剤料を（B）凱こご記入ください。薬剤矧馳⊥腹三上上里筐は「点1   

でご記入ください。  

⊂）各々の処：方せんについ⊂、二の処方1まんを持参しナこ惣二百の 部一白担金の菩1合を（C）f綱にこ一言己入くださし、（別 封1告   

健保の被保険者3副の張合→「3」とご記入ください）。患者の一部負担金がない場合は「0」とご記人ください。  

※この「診療所買」は医環機関の閑投書・管理者の方に、★施設における後免医稟晶の使用状況やお考えについてお伺いするも   
のです．  

※ご回答の軌土、組主星皇軍号を0（マル1ヱ風女王⊆左ま主上。また、（）内には具箆粗銅．用語等をご記入くださ   

い．（）内に触憧を記入する設問で．拉当なしは「0（ゼロ）」を，わからない犠舎は「－j をご記入ください．  

※矧二斬りのない場合は、平咽迭邁についてご記入ください．  

ご回答者についてご記入ください。  

点  点  割  

点  点  割  

点  点  割  

点  点  割  

点  点  割  

点  点  割  

点  点  割  

点  点  割  
点  点  割  

点  点  割  
点  点  割  

点  点  割  

点  点  割  

点  点  割  

点  点  割  

点  点  割  

点  点  劉  

点  点  ■l  

点  点  割  

点  点  割  

点  点  割  

点  点  割   

1 貴施設の状況（平成20年12月末現在）についてお伺いします。  

①医療機関名   （  ）   

②所在地   （  ）都・道・府・県   

（卦開設者   1．個人    2．法人   3．その他   

④覆別   1■無床診療所   

※（⊃は1つだけ   2．有床診療所 －【・許可病床数（  ）床   

⑤主たる鯵取締   1．内科  2．外科  3．整形外科    4 形成外科   

※○は1つだけ   5．小児科    6．産婦人科   7．呼吸器科    8．消化器科  

9．循環器科 10．精神科   11．眼科  12．耳鼻咽喉科  

13．泌尿器科 14．皮膚科   15．放射線科  

16．その他（鼻体釣に  ）   

⑥医師数（常勤のみ）   ）人   

⑦薬剤師敷（常勤のみ）  （  ）人 ※ゼロの浪合はrOj とご妃入ください．   

⑧医薬品の傭書状況   
t）医薬品備蓄品目数  約（  ）品目   

2）上！己り のうち後先医薬品の彿畜品日数   約（  ）品目   

※回答用紙が足りない場合には、大変恐縮ですが．本用紙をコピーしてお使いください  

紺コ◆…・一…－…－…－…・  
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「盲言古訂「言丁重工□二重］  

診療所票  
＜上妃岬司いし星王＞  
①－1r後発医薬品は基本的には処方しない」のはどのような理由によるものでしょうか．   

※あてはまる番号のすべてに0．また．r5後先医稟品の情報提供の不儀」を選択された場合．必賽な情報壬（）にた入  
Lてください．  

①平均在院患者数 ※小史虔以下書1拉まで  （  ）人    雫平成20年12月1か月間   

②入院患者に対する後先医薬品の使用状況  1．後発医薬品があるものは積極的に使用   

は、いかがでし▲うか．   2．後発医薬品のあるものの一部を使用   

※■も）丘いものを1つだけ選択Lてくだきい．   3，後発医薬品をほとんど使用Lていない  

4．その他（た体的に  ）   

③平成20年4月以降、入院患者に後先医薬  1．ない   

品を使用して問環が生じたことはありま  2．あ皇   

すか。   →③－1「あるJ士集合、その内容はどのようなもので」たか。次の中   

からあてはまるものをすべてお選びください．  
※lつだけ嘉訳し、「ある」斗含は、Q）－1の責向  

】   
l・後発医薬品の品質上の閉居   についてあてはまるものすべてに○をつけて  

ください．   i  「    i2▼後発医薬品メーカーの情報提供体制上の問題 †  

∃三二≡≡芸誓慧鮒制ご∵ ，毒   

④後発医薬品の供給体制は．1年前と比熱し  
て、どうなりましたか．※○はlつだけ   1改善した    2．変わらない   3．悪化した   

1後発医薬品の品質への疑問  2．後発医薬品の効果への疑問  

3 後発医薬品の副作用への不安  4．後発医薬品の安定供給体制の不備  

5 後発医薬品の情報提供の不偏  

－・任トトlどのような情報が必蜃ですか．  

例 先発医薬品との同等性に関するデータ、稚々の厨川乍用の症例報告  

6 後発医薬品に関する患者への普及啓発不足  

・・…・・・…・ 
〕  

ト 質問②へお進みください  
②1年前と比較して、後発医藁品の処方（後発医薬品への変更不可としない処方せんも含みます）は、どうなりました   

か．※○は1つだけ  

1．多くなった  2．変わらない  3．少なくなった  

③平成20年4月以降、「後発医薬品への変更不可」樗に署名した処方せん吉発行したことはありますか．   

薫⊂〉は1つだけ  

3 舌痛恕における院外処方せん発行蛙況妻」王座mについてお伺いしますu  1．ある  2．ない → 質問④へ  

③1院外処方せん枚数全附こ占める、「変更不可」欄に署名した（すべての医菓品につし、て後免医薬品への変更  

不可とした）処方せん放熱の割合は、どの程度ありますか．※○はlつだけ  
1発行している  

①1施鮫では、平成20年4月以降、院外処方せん  を発行していま寸か．※○は1つだけ   発行していない  
110％未満  2．10％以上～30％未満   3．30％以上～50％未満  

4．50％以上～70％未満   5．70％以上～90％未満   6．90％以上  

院外処方せんを発行していない士l含は．5ベ¶ジの「5 外  

来首環時における院内投薬の状況や後先医薬品の任用に関  
するお考えについてお伺いします」へお進みください  

（霊←2「後発医薬品への変更不可」掬に書名したのは、どのような理由からですか． ※あては手る嘉書すべてに○  

1患者からの強い要望があったから  2後発医薬品の品質が不安だから  

3 後発医薬品メーカ“の供給体制が不安だから 4．後発医薬品の情報提供体制が不安だから  

5 後発医薬品の剤形が患者に適していないから  6．薬局での後発医薬品の備蓄が不安だから  

7．後発医薬品の効果や副作用の違いを経験したから  

B 治療域のせまい薬剤だから  

9．先発医薬品を長く使用し信拝しているから  

10 診療所として使用する医薬品の銘柄を指定されているから  

11薬局で実際に調剤された後発医薬品名を診療録に記載するのが面倒だから  

12．薬局でどのような薬剤に調剤されるか心配だから  

13 薬剤料が安くならないから  

14．特に理由はない（処方方針とLて1   

15，その他（具体的に  

・…仙…－－ ◆ 質問④へお進みください   

4・外来診療における処方せん発行時の状況や後発医薬品の処方に関するお考しし空塵旦邑ゼ且五男査⊥を   

お伺いします。＜院外処方せんを発行している施設の方にお伺いします＞  

①後発医薬品の処方に瀕するお考えとして、最も近いものはどれですか山 ※0は巨）†≡け  

1．特にこだわりはない ・…・・ト平間②へ  

2．唐者からの要望がなくても後発医薬品を積極的に処方◆…仙…－・←質問②へ  

3 患者から♂J要望があっても後発医薬品ほ基本的には処方しない・・・・・＝←  質問圧トlの譲 質問②へ   

￥後発医秦品の銘柄処方のほか、「後発医哀品への変更不可」凱こ署名等を行わ㌔l、場合をきみ三r。  



診扁所票  

＠平成20年4月以降、一部の医薬品についてのみ後発医薬品への「変更不可」と記載した処方せんを発行したことはあ  （診民相馬で後先医業晶に文王した壌合に、文王された総柄琴についての情報提供はありますか．汰○はlつだけ  

リますか．※0は一つだけ  
1．ある  2．だいたいある  3．まったくない  

1．ある  Z．ない → 賃阿⑤へ  

⑨保険薬局で後発医薬品へ変更した場合に，どのような情報提供が望ましいと思いまナか．  お考えに最も近いものの番号に○をつけてください．※0はlつだけ  ◎一l一群の医薬品について後先医菜品への「変更不ち‖とするのは、どのようなケースが最も多いですか・  
お考えに最も近し、ものの番号に0をつけてください．※0は】つだIr  

1．変更調剤が行われた都度、保険某局からすぐに情報が提供されればよい  

2．次の診療時に、患者を通じて情報が提供されればよい  

3．一定期間分をまとめて、保険薬局から情報が提供されればよい  

4，新たに調剤を変更した時だけ、保険薬局から情報提供がされればょい  

5，陶剤内容について甲情報は必要ではない  

6．その他（具体的に   

1＿先発医薬品について変更不可とすることが多い  

2．後発医薬品について他銘柄の後発医薬品への変更不可とすることが多い  

3．先発医薬品・後発医薬品の区別なく変更不可とすることが多い  

4．その他（具体的に  

⑳－2 院外処方せん枚数全備lこ占める、一部の医露品について「ま吏不可」と妃ボした処方せん枚数の割合は、ど  

の程度ありますか．※0は1つだけ  

・・・・・……十Ir6．後発医築品の使用lこついてお伺いしますJへお進みくだ書い．  

5．外来診療時における院内投薬の状況や後先医薬品の使用に関するお考えについてお伺いします．＜院外処   

方せんを発行していない施設の方にお伺いします＞  

1．10％未満  2．10％以上～30％未満  3．30％以上～5q％未満  

4．SO％以上～70％未満   5．70％以上－gO％未満   6．gO％以上  

㊥－3一郎の医薬品についてr変更不可」とする理由は何ですか．止も多いもの一つに0をつけてください・  

1．処方銘柄について患者からの強い要望があるから  

2．処方銘柄に対する後発医薬品の副作用が心配であるから  

3．処方銘柄に対応する後発医薬品の効能に疑問があるから  

4．後発医薬品の供給体制に不安があるから  

5．処方銘柄が身体への影響が大きい（生命のリスクがある）医薬品であるから  

6．処方銘柄が治療域のせまい医薬品であるから  

7．患者に適した剤形が他にないから  

8＿処方銘柄を長く使用し信頼しているから  

9．診療所として使用する医薬品の銘柄を指定されているから  

10．その他（具体的に  

・………・十 賞聞⑤へお進みください  

⑤平成20年4月以鰐、後発医薬品について関心がある（箕閲する、使用を希望する）患者は、外来患者のうち、どの温  度いらつしやいますか．※0は1つだけ  
1，10％未満  乙10％以上～30％未満   3．30％以上～50％未弼  

4．50％以上～70％未満  5．70％以上－90％未満   6．90％以上  

（9上記（9の後発医薬品について幽・bがある（質問する、使用を希望する）患者数は、1年前と比較して，どうですか．   

XOはlつだけ  

1，非常に増えた  2．増えた  3．変わらない  

4．頼った  5．非常に減った  

⑦院外処方せん枚数会附こ占める、後先医薬品を銘柄指定した院外処方せん枚数の割合は、どの程度ありますか．   

（平成20年12月1か月間）  
6．後発医薬品の使用についてお伺いします．＜全施設の方にお伺いします＞  

q）後免邑楽品について．巣事法に基づく厚生芳戦大臣の承駁を碍るためには、どのような〒一夕（例えば、人での血中  濃度を測定する臨床拉膝データなど）が必要か、こ存知ですか．※0は1つだけ  （  ）％程度  

1．だいたい知っている  2．少しは知っている  3．ほとんど知らない  
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②平成20年4月の処方せん様式のま更で．良くなった点があればご記入ください．  
厚生労如省保膜局医療諜委託事業「平成20年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査J  

後発医薬品の使用状況調査 調査票  

※ 以下のラベルに，t話番号、ご回答者のお名前をご記入ください．また∴施設名、所在増をご托盟の上、記載内容に不蹟が   
ございましたら、添書きで修正してください．ご記入頂いたt桔番号．お名前は、本項査の照会で使用するためのものであ  
り、モれ以外の目的のために使用することはございません．また、適切に侵せ・管理しますので、ご記入ください呈すよう、  
よろしくお願い申し上げます．  

③平成20年4只の処方せん様式のま更で、開増があれはご記入ください．  

◎今後、どのような対応が進めば、医師の立場として後発医薬品の処方を進めても良いと思し、ますか．※0はlつだけ  

1・医師や薬剤師に対する後発医薬品の品質保柾が十分であることの周知徹底  

2．後発医薬品メーカーによる情報提供や安定供給体制の確保  

3．後発医薬品に対する患者の理解  

4，後発医薬品を処方する際の診療報酬上の評価  

5∴特に対応は必要ない  

6．その他（具体的に  

※この「病虎票Jは、医ま捜聞の開設者・管理者の方に、貫施投における後発医薬品の使用状況やお考えについてお伺いするも   
のです．  

※ご回答の辟は．あてはまる㈱．また，（）内には具体的な胴吾等をご記入くださ   
い．（）内に数値を正人する設問で、抜当なしはro（ゼロ）」を、わからない犠合はr－」をご記入ください．  

※特に断りのないヰ合は、平成20年12月末現在の状況について＝l己入ください．  

1．貴施設の状況（平成ZO年11只末現在または平成20年12月1か月㈲）についてお伺いします。  

1．国立    2．公立   3．公的    4，社会保険関係団体  

5．医療法人  6．他人   7 学校法人  8．その他の法人  

7・後発医薬品の使用上の採髄等、ご意見がございましたら、こ自由にお書きください．  

②病院性別 Xあてはまる番号すべてに  ○  

1．特定機能病院  2．地域直療支援病院  

3．がん診療連携拠点病院  4 臨床研修指定病院  

③DPC対応 ※あてはまろt号を1つだけ （〕  

1．DPC対穀病院  2，DPC準備病院  

3．対応していない  

頓）特定人院料の状況  

※★施股で算定しているも   
のすべてに○をつけてく   
′三さい．  

1）一般病床 （  

2）療養病床 （  

3）精神病】末 （  

床
床
床
 
 

⑤許可病床数  1．回復期リハビリテ←ショ   

ン病棟入院料  
2 亜急性期入院医錬管理料  

3．救命救急入院皐ト  

4．特定集中治療室管理料  

5 小児入院医療管理料  

4）結核病床 （   1床  

5）感染症病床（  ノ 
．  

6）全  件 （  1床  

（釧矧師致（常勤換算）  ⑦柔那師敷（策動換算）  

X小数点以下票l仕手で  
（  ）人  （  ）人  

（診】か月間の外来玩べ患名句   

（平成20年12月1力ヽ月程1）  
（  ）人  

Q）1か月間の外来臣蹟実日数   

（平成2（〉年12月lか月間）  

※半日B魔の場合は「（15日」として計算して下さい．  

淡小数点以下第1位吉で  
（  ）日  

⑩汰尭医薬品の使用について、吐重患畳   

脚含、施設としてどの   

ように対応していますか．  

※最も近いもの壬L⊇た吐息択Lて〈ださい．  

1．後発医薬品を積極的に使用  

2．後発医薬品をほとんど使用しない  

3．個々の医師の判断による  

4その他（員体的に   アンケートにこ協力いただきまして、ありかとうこざいました。  
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病院票  
1後発医薬品を積極的に使用≠  

2 後発医薬品をほとんど使用しノなレ  

3 個々の医師の判断によう  

4 その他（具体的に  

④後発医薬品の伏給体静＝土、1年杭と比較し   

て．どうなりましたか？  

⑯後発医薬品の便利こついて、外来患者   

に院外処方旦胴皇．施毀   

としてどのように対応していますか．  
※最も近いものを1つだけ遼択Lてください．  

1．改善した  2 変化はない 3．悪化した  

4 後発医薫品の使用についての課題等、ご意見がございましたら、ご自由にお書きください。  

＊後発医薬品の銘柄処方のほか、院外処方せんの鳩発露薬品への変更不可」袖に署名等を行わない嬉合哀ノ含みます。  

⑫医薬品傷i品目数  約（  ⑬上記⑫のうち後発医凄品の傭蓄品日数  約（  ⑭★施設で使用している後発医薬品リス  1近隣 2．地域  トを近隣の藁局や地域の薬剤師会琴に  3．近隣  提供していますか。  4．提供 5そ（n   
2 脚牢12月丁力、月旦Lについてお伺いします。  

1．内科  2 外科  

4．形成外科   5，小児科  

7 呼吸器科   8 消化器科  

10 精神科    11．眼科  

13 泌尿器科  14 皮膚科  

16 その他（具体的lこ  

3 整形外科  

6 産婦人科  

9．循環器科  

12．耳■咽喉科  

15 放射線科  

）  

G）頂外処方せんを発行している診療科  

冥あてはまるものすべてに○  

②外来における院外処方せん発行枚数  
（  ）枚 ※平成卸年t2月lか′l聞  

11D％未満  210％以上～．和％未満  

330％以上～50％未満 450％以上へ「0％未満  

5．70％以上～9D％未満 690％以上  

（∋上記②のうち、後発医薬品をE柄指定した処方せん   
又は「後先医稟品への変モ不可」欄に羊毛苓をしな   
かった処方せんの割合 ※平成20年†2月仁巨か月間  

3 入院患者に対す屋盈監医薬品の任用状況等（平抽カ）几凹型遊星1   

についてお伺いLます。ここでは、造影剤などの検査に用いる医薬品を含め、内服薬、注射薬及び外用薬  

の全てを対象とし麦す。  

書・R・  

（  J人   ※平成20年†2月1か月間  

院患者に対㌻る後発医薬品の使用状況  1後発医薬嵐が喜一るものは稚庵的に使用  

2 後発医藁品のケるものの部を車用  

3 後発直系品をほと人ど使用Lてノ、ない  

4 その他（見体恥こ  

は、いかがでしょうか。  

し一一【▼．，′「【，．．「▼仙  
と③平成20年4月以軋入院登竜に後発医糞  

品を陸謂して間盟が生じたことはありま   
い、．  

∃※1つだけ遼択し．1ある上場台は、③－1の駕間  
てはまるものすべてに0をつけて  

震  

次の甲からあてはまるもの吉すべTお週tfく7二さい。  

1後発医蒸品J′品等上Lナ）賢う増  

と2後発性別－トーカ」の情報提供体制上す漕照  

【3 後発医薬品の供給体制上の問短  

≡4 その他（員師ぅに   

llil 

「病院禦」の質問はこnで終わりです。こ協力いたださまして、ありがとうこさいました。  

145  

し【、▲▲＿、  

［車二こ二二1  
∴こ‘ユ  

し∴・l  
ざ■∴＝  

（後発医薬品への来夏不可としない処方せんも含みます）は．どうなりました  ②】年前と比較して．往発医薬品の処方  
厚生労働省保険局医療課委託事業「平成20年座診療報酬改定の結果検証に係る特別鱒査」  

後発医薬品の使用状況調査 調査票  
1多くなった  2 変わらない  3 少なくなった  

8）平成20年4月以降、「後発医集晶への変更不可」様に署名Lた処方せんを発行したことはありますか．※○はいつだけ－  ぷ主垣塾主Lえ拉致三塁辻竺」匿吐聖互生姐〔上適外来診療を担皇宣逢星岨L逢盈逐那竣使用込礎   
空jう吏是Jニユ』1三▲姐二王畳ものです。  

※ご回答の際は．あてはも皇畳呈皇9′（マルトで囲んで臼三三り。また、（）内には星組旦を鼠M措重さ：！己入く仁さ   

い。（ ）内に数値を記入する設問で、該当なしは「0（ゼロ）Jを、わからない場合は－」をご記入ください。  

※ご回答頂いた調書蒜は．専用の返信用封筒（切手不要）にて、直接書誌局までご返送いただけますよう＿お願い申し上げまれ  

※矧こ断りのない堵含は、平成20年12月末現在の軽重についてご記入ください。  

1 あなたご自身についてお伺いします。  

1ある  2 ない → 質問④へ  

⑤▼l院外処方せん枚数全体に占める、「変更不可」欄に署名した（すべての医薬品Jこついて後発医薬品への変更  

不可とした）処方せん枚数の割合は、どの程度ありますか．xOは1つだけ  

1川％未満  210％以上～30％未満   3．30％以上～50％未満  

450％以上～70％未満   57〔J％以上 へ一90％未満   6．90％以上  

③2「後発医薬品への変更不可Jl副二署名Lたのは、どのような理由からですか． ※あてはまる番号すべてに0  

1患者からの強い要望があったから  2 後発医薬品の品質が不安だから  

3 後発医薬品メーーカ劇の供給体制が不安だから  4．後発医薬品の情報提供体制が不安だから  

5 後発医薬品の剤形が患者に滴していないから  6．薬局での後発医薬品の備蓄が不安だから  

7 後発医薬品の効果や副作用の適し、を経験したから  

8．治簾域のせまい薬剤だから  

9 先発医薬品を長く使用し信頼しているから   

10 病院として使用する医薬品の銘柄を指定されているから  

11薬局で実際に調剤された後発医薬品名を診療録に記載するのが面倒だから  

12．薬局でどのような薬剤に調布ほれるか心配だから  

13 薬剤料が安くならないから  

14 特に理由はない（処方方針として）  

＿＿＿．－ ：lll 1男性   2 女†生   ）歳  

1内科  2 外f斗  3 整形外才斗  4 形成外†；  

5 小児科    6 産婦人科   7 呼吸器科  8 消化器i、弓  

9 循ず繋器科  1D 精神科   11眼科  12 耳鼻職場月  

13 泌尿器科  14 度宿科   15 放射線科  

16 その他（具体的に  

（  ）人程度 ※平成20年12月 か月間  

2．外来診療における民生盤玉堂戯盟逸里逸見監禁品の処方上三選壬皇左冬え⊥空慮呈9旦1′月表現重J  
についてお伺いします。  

（D後発医薬品の処方に関するお考えとして、最も近いものはどれですか。 凝○【11つナ三け  

1特にこだわりにない  ……・・ト  質問窓へ  
）   

．．…．◆ 質問④レ＼お進みください  

15 その他（具体的に  

と＿二さ  

隠者かいrJ要望がなくても後発臣湛三ご－ケ積極的に処イ■ ・・・・・・ト 質問之レ  

亭1平成2ロ年4月以軋一部の医薬品についてのみ後発医薬品への「変更不可」と記載した処方せんを先行  且者からn雷撃があっても緑凝医卦．1ご】妄ま農本釣；こは史ゝ十rl／ごし   …・◆ 買聞1r1の径芹問念へ  

∃  
＿」＿〈＿▲」  

■  

‡  

りますか．x〇は1つだけ  
l桟常温鼠孟「・能吾誓』7．7）l一三カ1、rt麦登1空慈．完ノノ＼グJ℡罰千川「喋〉 署γ，耳rベトト1L．、憲｝カニ誉．7J∫才  

］  

▼▼－．．＿、j  
‾，1ある  2 ない －・質問⑤へ  

巨パ硝剋且「j⊥上旦豊己む上二∋【三才王i弘止手∫ 

仁一－一い→ト1「純良薬ユいま應、本的∴【LL是方「ノ（∴・」のはど刀ようゝ塵ぷ∴よくもれでしエ㍉∴ 】  
1黒も〔【ヱ茅ふ番号の亨へて一二／〕．まJ二 り匪羅控三毛．℃刀1¶龍諾Ihの卜恥をぷ択、れ√螺号，f乞、ニけ刊き  

しTく丁（tし．  

し一－－－－⊥ 虜ト1一軒の医藁品につLて後発歪薬品への「変更不可」とするのは．どのようなケースが最も革いですか．  
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医師震  
3．後発医蓬品の使用についてお伺いします。  

後先匡薬品について．薬事法に基づく厚生労舶大臣の手諾を得るためには、どのようなデータ（例えば．人での血中  

濃度を測定する臨蘇呈ま操子一夕など）が必要か．ご存知ですか．※○は1つだけ  
喀ト3 一部の医簾品について「史更不可Jとする理由は何ですか．最も多いものlつに○をつけてください．  

裟0はlつだけ  

1．だいたい知っている  2．少しは知っている  3．ほとんど知らない  
1．処方銘柄について患者からの強い要望があるから  

2．処方銘柄に対応する後発医薬品の副作用が心配であるから  

3．処方銘柄に対応ナる後発医薬品の効能に疑問があるから  

4．後発医薬品の供給体制に不安があるから  

5．処方銘柄が身体へゐ影響が大きい（生命のリスクがある）医薬品であるから  

6．処方銘柄が治療域のせまい医薬品であるから  

7．患者に適した剤形が他にないから  

8，処方銘柄を長く使用し信頼しているから  

9．病院として使用する医薬品の銘柄を指定されているから  

10．その他（具体的に  

・・…・・・・リ・ 異聞⑤へお進みください．  

②平成20年4月の処方せん様式の変更で．良くなった点があれはご記入ください．  

③平成20年4月の処方せん様式のま更で、同相があれはご記入ください．  

⑤平成ZO年4月以臥後発医薬品について湖心がある（質問する、使用を希望する）毘者は、外来患者のうち、どの程  度いらっしやいますか．※0は1つだけ  ④ヰ雄∴とのような対応が進めは、医師の立場として後発医薬品の処方を遭めても良いと思いますか．※0は1つだけ  

1．医師や薬剤師に対する後発医薬品の品質保証が十分であることの周知徹底  

2．後発医薬品メーーカーによる情報提鉄や安定供給体制の確保  

3 後発医薬品に対する患者の理解  

4．後発医薬品を処方する際の診療報酬上の評価  

5 特に対応は必要ない  

6 その他（具体的に  

1．10％未満  2．10％以上～30％未満   3．30％以上－50％未満  

4，50％以上～70％未満  5，70％以上～90％未満   6．90％以上  

⑥上記⑤の後発医薬品につしヽて親心がある（賞閲する、使用を希望する）患者数は、1年前と比較して、どうですか．  ※○はtつだけ  
1．非常に増えた  2．増えた  

4＿減った  5．非常に減った  

3．変わらない  

⑦院外処方せん枚数全体に占める、後先医梁品を銘柄指定した院外処方せん抜放の割合は、どの程度ありますか．  （平成20年12月1か月間）  
4，後発医薬品の使用上の課題等、ご意見がございましたら、ご自由にお書きください．  

（  ）％程度  

（紗保険薫風で後発医薬品に変更した鶏舎に、変更された総柄等についての惰繹提供はありますか．※0は一つだけ  

1．ある  2．だいたいある  3．まったくない  

⑨保険薬局で後発医薬品へま吏した叫合に、どのような†I餓提供が生害しいと思い壬すか．考え方の最も近いものを  

1つだけ選んでください．  

1▲変更調剤が行われた都度、保険薬局からすぐに情報が提興されればよい  

2 次の診療時に、患者を通じて情報が提供されればよい  

3．一定期間分をまとめて、保険薬局から情報が提供されればよい  

4∴新たに調剤を変更した時だけ、保険薬局から情報提供がされればよい  

5．調剤内容についての情報は必要ではない  

6．その他（具体側に  

アンケートにこ協力いただきまして、ありがとうこさいました。  
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患者票  岩石黎  

厚生労働省保険局医療課委託事業「平成20年度診療報酬改定の結果検証に係る特別訳査」  

後発医薬品の使用状況調査調査票  

※哩  

※回答の際は、あてはまる番号をO」マル）で囲んでi去呈上。また、（）内には具体的な数値、用  
法簑をご記入ください。   

1．あなたご白身についておうかがいします。  

①性別   1．男性   2．女性  ②年齢  （  ）歳   

（》診療を受けた診療科  1．内科   2．外科   3．整形外科  4．形成外科   
※あてはまる讐号すべてに○  5．小児科  6．産婦人科 7．呼吸器科  8．消化器科  

9．循弄器科10．精神科 11．眼科  12．耳鼻咽喉科  

13．泌尿器科14，皮膚科 15．放射線科  

16．その他（  ）   

1．過に1回程度  2．2週間に1回程度  
僅）薬局への乗馬頻度 ※0はl 

つだけ  
4．2か月に1回程度  

5、年に数回程度  6L（  ）に1回程度   

⑤かかりつけの薬局があ  2、ない   
りますか．※0はlつだけ   

⑥お薬手帳を使っていま  
iすか。※0は1つだけ   

Z，後先医薬品の使用に関するお考えについておうかがいします。  

⑤あなたが後発医薬品を使用するにあたって必要なことは何ですか。※あてはまる番号すべてに0  

1．効果（効き目）があること  2．使用感がよいこと  

3．副作用の不安が少ないこと  ヰ．窓口で支払う薬代が安くなること  

5∴医師のすすめがあること  6．薬剤師のすすめがあること  

7．後発医薬品についての不安を相談できるところがあること  

8．後発医薬品についての正確な情報が容易に入手できること  

9、その他（具体的に  

10．とくにない  

3．後発医吏品を使用する上でのご貰見・こ要望等がございましたら、ご自由にお書きください。  

■l 】 1  

‾‾……‾‾‾‾■‾‾‾■▼…‾‾‾‾‥‾……‾‾‾‾  

：先発医薬品（新案）の特許が切れた後に販売される医薬品で、先発医薬品と同等であるこ  
：と（例えば、品質、安定性、服用後の血中液度の推移など）を厚生労働省が認めたもので  

L＿ヰ卓ミ、＿垂戦雲乾く生？工ヒ溝ち＿＿＿、、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿…＿＿＿…＿＿＿＿－＿＿＿＿＿……  
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